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宅地造成及び特定盛土等規制法の目的・趣旨 

宅地造成に伴う崖崩れや土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生

命及び財産の保護を図るため、「宅地造成等規制法」（以下「宅造法」という。）が昭和 37 年 2 月 1 日に

施行されました。 

しかし、令和 3 年 7 月に、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生す

るなど、全国各地で違法な盛土や不適切な工法の盛土の崩落による人的・物的被害が確認されており、

従来からの各法律の目的の限界等から、盛土等の規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること

等の課題が顕在化しました。このような状況を受け、危険な盛土から国民の生命及び財産を守るため、

土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するよう、宅造法が抜本的に

改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」（通称「盛土規制法」、令和 4 年 5 月 27 日公布）として、

令和 5年 5月 26日に施行されました。 

※盛土規制法は、国土交通省と農林水産省による共管法です。 

 

盛土規制法運用の手引について 

本手引は、盛土規制法の円滑かつ適切な運用を図ることにより、盛土等の崩落及び土砂の流出による

災害の発生を未然に防止し、もって県民の生命及び財産を保護することを目的とします。事務手続編、

技術基準編及び資料編で構成されており、事務手続編において、許可や届出（以下「許可等」という。）

の事務手続に関すること、技術基準編において、宅地造成、特定盛土等及び土石の堆積の技術的基準に

関することを説明しています。 

なお、本手引は、大分県内（大分市内を除く。）の区域において適用するものとします。 

 

法令等の略語 

「盛土規制法、法」― 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和 36年法律第 191号） 

「政令」―――――― 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（昭和 37年政令第 16号） 

「省令」―――――― 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則（昭和 37年建設省令第 3号） 

「細則」―――――― 宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則（令和 7年大分県規則第 24号） 

「都計法」――――― 都市計画法（昭和 43年法律第 100号） 

「建基法」――――― 建築基準法（昭和 25年法律第 201号） 

「建基法政令」――― 建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 338号） 
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1. 「宅地造成等工事規制区域」及び「特定盛土等規制区域」 
1.1. 大分県の「宅地造成等工事規制区域」及び「特定盛土等規制区域」 

盛土規制法では、「宅地造成等工事規制区域」及び「特定盛土等規制区域」を指定します。規制区域

内で一定規模以上の盛土等及びその他の工事を行う場合は、あらかじめ許可等が必要です。 

大分県全域及び各市町村（大分市を除く。）の規制区域図は、大分県土木 GIS で公表しています。 

URL：https://www.pref.oita.jp/site/morido-kohyo/ 

 

 
図 1-1 大分県の「宅地造成等工事規制区域」及び「特定盛土等規制区域」 

 

表 1-1 大分県の各規制区域の面積 

市町村 
面積（ｋｍ2） 

全域 宅地造成等工事規制区域 特定盛土等規制区域 

別府市 125.34 44.20 81.14 

中津市 491.44 87.10 404.34 

日田市 666.03 112.20 553.83 

佐伯市 903.14 183.40 719.74 

臼杵市 291.20 61.70 229.50 

津久見市 79.48 63.00 16.48 
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市町村 
面積（ｋｍ2） 

全域 宅地造成等工事規制区域 特定盛土等規制区域 

竹田市 477.53 54.90 422.63 

豊後高田市 206.24 121.10 85.14 

杵築市 280.08 74.60 205.48 

宇佐市 439.05 136.40 302.65 

豊後大野市 603.14 72.30 530.84 

由布市 319.32 88.70 230.62 

国東市 318.10 92.60 225.50 

姫島村 6.99 5.27 1.72 

日出町 73.26 45.80 27.46 

九重町 271.37 41.00 230.37 

玖珠町 286.60 39.00 247.60 

合計 5,838.31 1,323.27 4,515.04 

 

1.2. 宅地造成等工事規制区域の設定 
宅地造成等工事規制区域は、次のいずれかに該当する区域を包括するように設定しています。区域の

設定に当たっては、規制区域界を明瞭に判断できるよう地形・地物や、同一の字等を活用して設定して

います。 

1) 都市計画区域(市街化調整区域を除く。) 

一体の都市として総合的に整備、開発又は保全すべき区域のほか、新たに開発、保全する必要が

ある区域 

※13 市 2 町 16 区域（別府、中津、日田、佐伯、臼杵、津久見、竹田、豊後高田、杵築、宇佐、三

重、国東、日出、湯布院、挾間、玖珠） 

 

2) 準都市計画区域 

既存集落周辺や高速道路 IC周辺等、そのまま放置すれば用途の混在や不適切な農地の浸食等が生

じるおそれがあるため、土地利用の整序または環境の保全が求められる区域 

※1 市 1区域（中津市三光） 

 

3) 集落の区域 

50 戸以上の建築物が 50ｍ以内の距離で連たんしている集落の区域 

 

4) その他関係地方公共団体の長が必要と認める区域 

1） から 4）以外の温泉地、観光地、別荘等の市街地 

 

5) 隣接・近接する土地の区域 

3）から 5）の区域より、地形の勾配 1/10 未満（平地）では 50ｍ、地形の勾配 1/10 以上（傾斜

地）では 250ｍの範囲（範囲の中に尾根等、土砂の流出を遮るものがある場合を除く。） 

 

1.3. 特定盛土等規制区域の設定 
特定盛土等規制区域は、次のいずれかに該当する区域のうち、宅地造成等工事規制区域除く区域とし

ています。区域の設定に当たっては、規制区域界を明瞭に判断できるよう地形・地物や、同一の字等を

活用して設定しています。 
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1) 市街化調整区域 

市街化を抑制すべき区域 

※1 市 1区域（別府） 

 

2) 盛土等の崩落により流出した土砂が、土石流となって渓流等を流下し、保全対象の存する土地の区

域に到達することが想定される渓流等の上流域 

保全対象の存する土地の区域に勾配２度以上で流入する渓流等の上流域 

 

3) 盛土等の崩落により隣接・近接する保全対象の存する土地の区域に土砂の流出が想定される区域 

市街地・集落等以外の人家等も含めた保全対象の存する土地の区域に土砂の流出が想定される区

域 

 

4) 土砂災害発生の危険性を有する区域 

土砂災害警戒区域（土石流）の上流域、土砂災害警戒区域（地すべり、急傾斜地の崩壊）、山地

災害危険地区等土砂災害に係る危険箇所が存在する区域 

 

5) 過去に大災害が発生した区域 

崖崩れ、地すべり、土石流等の自然災害や、盛土等に伴う災害を想定 
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2. 用語の定義 
本手引における用語の定義は次のとおりとしています。 

表 2-1 用語の定義 

用語 定義 

宅地 

農地、採草放牧地及び森林（以下「農地等」という。）並びに道路、公園、河

川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されている土地（以下「公

共施設用地」という。）以外の土地をいう。（法第 2条第 1号） 

農地等 農地、採草放牧地及び森林をいう。（法第 2条第 1号） 

宅地造成 
宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更として

政令で定めるものをいう。（法第 2条第 2号） 

特定盛土等 

宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で、当該宅地又は

農地等に隣接し、又は近接する宅地において災害を発生させるおそれが大きいも

のとして政令で定めるものをいう。（法第 2条第 3号） 

土石の堆積 
宅地又は農地等において行う土石の堆積として政令で定めるもの（一定期間の

経過後に当該土石を除却するものに限る。）をいう。（法第 2条第 4号） 

災害 崖崩れ又は土砂の流出による災害をいう。（法第 2条第 5号） 

設計 

その者の責任において、設計図書（宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関

する工事を実施するために必要な図面（現寸図その他これに類するものを除

く。）及び仕様書をいう。）を作成することをいう。（法第 2条第 6号） 

工事主 
宅地造成、特定盛土等若しくは土石の堆積に関する工事の請負契約の注文者又

は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。（法第 2条第 7号） 

請負人 請負契約において、仕事を完成する義務を負う人。（法律用語辞典） 

工事施行者 
宅地造成、特定盛土等若しくは土石の堆積に関する工事の請負人又は請負契約

によらないで自らその工事をする者をいう。（法第 2条第 8号） 

所有者等 
土地の所有権、地上権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用

及び収益を目的とする権利を有する者の全て。 

占有者 

「盛土等が行われている土地を事実上支配する者」であり、当該土地における

盛土等の工事に関わる者や工事後に土地を使用している者。工事施行中において

は、「工事主」「工事施行者」「現場管理者」「工事従事者」も含め、盛土等の工事

に関わる者が「占有者」に該当する。（現場に作業員がいる場合、その「雇用

主」も盛土等の工事に関わる者に含まれる。）工事施行後においては、土地所有

者の同意を得ずに盛土等を行っている場合、これを放置することでその土地を無

断で使用している「工事主」が「占有者」に該当する。 

現場管理者 工事主のもと現場を管理する者 

工事従事者 現場管理者のもと工事に従事する者 

工事主等 工事主、工事の請負人（請負工事の下請人を含む。）又は現場管理者 

管理者 土地を管理する者を広く意味し、所有者、占有者と重なることもある 

土地所有者 土地の所有者 

土地所有者等 土地の所有者、管理者又は占有者 

原因行為者 

土地所有者等以外の者で、宅地造成等に関する不完全な工事その他の行為によ

って災害の発生のおそれが生じたことが明らかである行為をした者（過去の土地

所有者も含む。その行為が隣地における土地の形質変更又は土石の堆積であると

きには、その土地の所有者を含む。） 

（法第 23条第 2項〔法第 42条第 2項〕に該当しうる者） 

行為者 監督処分の相手方のうち土地所有者等以外の者 

違反者 命令違反行為等の違反行為を行った者 
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用語 定義 

崖 

地表面が水平面に対し 30 度を超える角度をなす土地で硬岩盤（風化の著しい

ものを除く。）以外のものをいい、「崖面」とはその地表面をいう。（政令第 1 条

第 1 項） 

崖の勾配 崖面の水平面に対する角度を崖の勾配とする。（政令第 1条第 2項） 

一体の崖 

 

小段その他の崖以外の土地によって

上下に分離された崖がある場合におい

て、下層の崖面の下端を含み、かつ、

水平面に対し 30度の角度をなす面の上

方に上層の崖面の下端があるときは、

その上下の崖は一体のものとみなす。

（政令第 1条第 3項） 

擁壁等 

擁壁、崖面崩壊防止施設（崖面の崩壊を防止するための施設（擁壁を除く。）

で、崖面を覆うことにより崖の安定を保つことができるもの）、排水施設若しく

は地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留とする。（政令第 6条第 1

項） 

擁壁の高さ 

擁壁の前面の上端と下端（擁壁の前面の下部が地盤面と接する部分をいう。以

下この項において同じ。）を含む面の水平面に対する角度を擁壁の勾配とし、そ

の上端と下端との垂直距離を擁壁の高さとする。（政令第 1条第 4項） 

渓流等 

山間部における河川の流水が継続して存する土地その他の宅地造成又は特定盛

土等に伴い災害が生ずるおそれが特に大きいもの。（政令第 7条第 2項第 2号） 

具体的には、渓床勾配 10度以上の勾配を呈し、0次谷※1を含む一連の谷地形で

あり、その底部の中心線からの距離が 25ｍ以内の範囲を基本とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平地盛土 地盤勾配 1/10（5.7°）以下の土地において行われた盛土 

谷埋め盛土 

谷埋め盛土は谷や沢を埋めて行われた盛土 

<谷埋め盛土全般> 

渓床勾配 2°以上を示す谷地形（0次谷を含む）になされた盛土 

<渓流等における盛土> 

渓床勾配 10°以上を示す谷地形（0次谷を含む）になされた盛土 

<谷埋め型大規模盛土造成地> 

盛土をする土地の面積が 3,000ｍ2以上であり、かつ、盛土をすることにより、

当該盛土をする土地の地下水位が盛土をする前の地盤面の高さを超え、盛土の内

部に侵入することが想定されるもの。 

腹付け盛土 

傾斜地（勾配が 1/10より大きい土地）において行われた盛土 

 谷地形以外の斜面になされた盛土 

 渓流内の谷壁斜面等の谷地形以外の斜面になされた盛土 

<腹付け型大規模盛土造成地> 

ABCDE：一体の崖（崖の高さは H1+H2。） 

ABFGE：2つの崖（崖の高さは各 H1、H2。） 
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用語 定義 

盛土をする前の地盤面が水平面に対する角度が 20 度以上で、かつ、盛土の高さ

が 5ｍ以上のもの。 

切土 高いところの土砂を削り取り、平らな地盤面やのり面を形成すること 

土石 土砂若しくは岩石又はこれらの混合物を指すもの 

土砂 

次のいずれかに該当するもの。 

 地盤を構成する材料のうち、粒径 75ｍｍ未満の礫、砂、シルト及び粘土（以下

「土」という。） 

 地盤を構成する材料のうち、粒径 75ｍｍ以上のもの（以下「石」という。）を

破砕すること等により土と同等の性状にしたもの 

 地盤を構成する材料のうち、土に植物遺骸等が分解されること等により生じた

有機物が混入したもの 

 土にセメント、石灰若しくはこれらを主材とした改良材、吸水効果を有する有

機材料又は無機材料等の土質性状を改良する材料その他の性状改良材を混合等

したもの 

 建設廃棄物等の建設副産物（資源の有効な利用の促進に関する法律（平成 3 年

法律第 48 号。）第 2 条第 2 項に規定する副産物のうち建設工事に伴うもの）を

土と同等の性状にしたもの 

岩石 石のほか、建設副産物を石と同等の性状にしたもの 

軽微な変更 

 工事主、設計者又は工事施行者の氏名若しくは名称又は住所の変更 

 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更 

※土石の堆積においては、当該変更後の工事予定期間が当該変更前の工事予定期

間（着手予定年月日から完了予定年月日までの期間）を超えないものに限る。 

特定工程 
盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事の

工程（政令第 24条第 1項） 

都道府県等 盛土規制法の権限を有する都道府県、指定都市、中核市 

都道府県知事等 盛土規制法の権限を有する都道府県、指定都市、中核市の長 

行政指導 指導、助言、勧告 

行政処分 監督処分、改善命令 

行政処分等 監督処分、改善命令、勧告 

災害防止措置 盛土等に伴う災害を防止するための措置 

行政代執行 

命令を受けた義務者が命令を受け行為を履行しない場合、行政庁が自ら義務者

のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者か

ら徴収すること 

緩和代執行 

法に規定する行政代執行の特例の一種。災害防止措置を講ずべきことを命令さ

れた者が、期限までに命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないと

き、又は講ずる見込みがないときに、都道府県知事等が自ら災害防止措置の全部

又は一部を講ずること（法第 20条第 5項第 1号〔法第 39条第 5項第 1号〕）。 

略式代執行 

法に規定する行政代執行の特例の一種。災害防止措置を講ずべきことを命令し

ようとする場合において、過失なく命令すべき者を確知することができないとき

に、都道府県知事等が自ら災害防止措置の全部又は一部を講ずること（法第20条

第 5 項第 2号〔法第 39条第 5 項第 2号〕）。 

特別緊急代執行 

法に規定する行政代執行の特例の一種。緊急に災害防止措置を講ずる必要があ

る場合において、災害防止措置を講ずべきことを命令するいとまがないときに、

都道府県知事等が自ら災害防止措置の全部又は一部を講ずること（法第 20条第 5

項第 3号〔法第 39条第 5項第 3号〕）。 

※行政代執行法第 3 条 3 項では、非常の場合又は危険切迫の場合において、当該

行為の急速な実施について緊急の必要があり、同条第 1 項に規定する戒告や同

条第 2 項に規定する代執行令書に関する手続をとる暇がないときは、それらの
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用語 定義 

手続を経ないで代執行をすることができるとされており、一般的にこれを緊急

代執行と称することが多いことから、本手引では、これと差別化を図るため

「特別緊急代執行」と称している。 

保全対象 

人が居住し、又は活動を日常的に行う蓋然性の高い人家や施設等の存する土

地、人が日常的に往来する蓋然性の高い道路等の公共施設、及びその他盛土等に

伴う災害から人命を守るため保全する必要のあるもの 

公
共
施
設
用
地
の
考
え
方 

道路 

道路法による道路等の、国又は地方公共団体が管理又は監督する道路（林道を

含む）。 

私道は私人により管理・監督されることから、通常は規制対象。 

農道や里道（法定外公共物）は、明確な定義がなく、道路法上の道路と異なり

公的機関が指定・認定する仕組みもないことから、通常は規制対象。なお、土地

改良事業等により整備される農道については許可・届出対象外。 

公園 
都市公園法による公園のほか、国又は地方公共団体が管理する公園や自然公園

法に基づく公園事業として国又は地方公共団体が執行する施設。 

河川 
河川法が適用又は準用される河川その他公共の利害に関係のある河川や河川管

理施設等。 

学校 

国又は地方公共団体が管理するもの。私立学校は規制対象。 

幼稚園は学校教育法に基づく学校であるため、公立の場合は規制対象外。保育

所は学校ではないため、公立の場合も含めて規制対象。 

緑地、広場 
条例等により、地方公共団体又はその指定管理者等による管理の位置付けがさ

れた緑地や広場。 
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3. 標準処理期間 
標準処理期間とは、申請が提出先の機関に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要す

る標準的な期間です。標準処理期間はあくまでも申請処理に要する「目安」であり、申請内容等によっ

ては、実際の処理日数が標準処理期間を超える場合があります。 

許可申請書類の審査等に係る標準処理期間は表 3-1のとおりです。 

 

表 3-1 標準処理期間 

事務 行為 根拠法令 
標準処理期間 

（単位：日） 

許可 
盛土・切土 法第 12条第 1項 

〔法第 30条第 1項〕 

30 

土石の堆積 14 

変更許可 
盛土・切土 法第 16条第 1項 

〔法第 35条第 1項〕 

30 

土石の堆積 14 

完了検査等 
盛土・切土 法第 17条第 1項、4項 

〔法第 36条第 1項、4項〕 
14 

土石の堆積 

中間検査 盛土・切土 
法第 18条第 1項 

〔法第 37条第 1項〕 
14 

法第 12条第 1項、第 16条第 1項、第 30条第 1項又は

第 35条第 1項の規定に適合していることを証する書面

の交付 

省令第 88条 14 

標準処理期間には、次の期間を含めないこととします。 

 申請書に不備がある場合の補正期間 

 申請の途中で申請者が自ら申請内容を変更するために要した期間 

 申請者が他の手続（河川協議等）を必要とする場合のその手続に要した期間 

 「職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例（昭和 26年大分県条例第 35号）」第 3条に定める休日

及び同第 5条に定める週休日 
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4. 工事の許可等（総論） 
4.1. 盛土等に関する工事〈許可・届出〉 

宅地造成等工事規制区域内又は特定盛土等規制区域内（以下「各規制区域内」という。）において行

われる一定規模以上の盛土等に関する工事は、工事に伴う災害を防止する観点から、その工事に着手す

る前に、許可等の手続が必要です。 

盛土等に関する工事において、許可等を要する工事の規模は表 4-1のとおりです。 

（許可申請は「6 盛土等に関する工事の許可」、届出は「7.1 特定盛土等規制区域内において行われる

工事に関する届出」を参照） 

 

表 4-1 許可等を要する盛土等に関する工事の規模 

行
為 

宅地造成等工事 

規制区域 
特定盛土等規制区域 

イメージ図 

許可 届出 許可 

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
（
盛
土
・
切
土
） 

①盛土で高さ 1ｍ超の崖を生

ずるもの 

①盛土で高さ 2ｍ超の崖を生

ずるもの 

 

②切土で高さ 2ｍ超の崖を生

ずるもの 

②切土で高さ 5ｍ超の崖を生

ずるもの 

 

③盛土と切土を同時に行っ

て、高さ 2ｍ超の崖を生ず

るもの（①、②を除く。） 

③盛土と切土を同時に行っ

て、高さ 5ｍ超の崖を生ず

るもの（①、②を除く。） 

 

④盛土で高さが 2ｍ超となる

もの（①、③を除く。） 

④盛土で高さが 5ｍ超となる

もの（①、③を除く。） 

 

⑤盛土または切土の面積が

500ｍ2超となるもの（①

～④を除く。） 

⑤盛土または切土の面積が

3,000ｍ2超となるもの

（①～④を除く。） 

 

土
石
の
堆
積
※ 

①堆積の高さ 2ｍ超かつ面積

が 300ｍ2超となるもの 

①堆積の高さ 5ｍ超かつ面積

が 1,500ｍ2超となるもの 

 

②堆積の面積が 500ｍ2超と

なるもの（①を除く。） 

②堆積の面積が 3,000ｍ2超

となるもの（①を除く。） 

 

※土石の堆積は、一定期間の経過後に当該土石を除却するものであり、許可期間は 5 年以内となります。 
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4.2. 規制区域指定時（令和 7 年 5 月 1 日）に行われている盛土等に関する工

事〈届出〉 
規制区域指定時（令和 7年 5月 1日）に、各規制区域内において、表 4-1に示す規模（特定盛土等規

制区域において許可を要する規模を除く。）の工事に現場着手している場合は、届出の必要があります。

（「7.2規制区域指定時（令和 7年 5月 1日）に行われている盛土等に関する工事の届出」を参照） 

 

4.3. 擁壁等その他の施設の除却に関する工事〈届出〉 
各規制区域内（公共施設用地を除く。）において、次の工事を行う場合は、届出の必要があります。 

ただし、工事の許可（変更許可）を受けた場合又は特定盛土等規制区域における届出を行っている場

合を除きます。（「7.3擁壁等その他の施設の除却に関する工事の届出」を参照） 

 高さが 2ｍ超の擁壁又は崖面崩壊防止施設の全部又は一部を除却する工事 

 地表水等を排除するための排水施設の全部又は一部を除却する工事 

 地滑り抑止ぐい等の全部又は一部を除却する工事 

 

4.4. 公共施設用地を公共施設用地以外に転用〈届出〉 
各規制区域内において、公共施設用地を公共施設用地以外に転用した場合は、届出の必要があります。 

ただし、工事の許可（変更許可）を受けた場合又は特定盛土等規制区域における届出を行っている場

合を除きます。（「7.4公共施設用地を転用する場合の届出」を参照） 

 

4.5. 許可等を要しない工事 
表 4-2に示す工事を行う場合は、許可等の必要はありません。 

 「規制対象外」：盛土規制法の規制対象外の行為 

 「許可・届出対象外」：許可・届出は不要ですが、法の規制対象であるため、盛土等が危険な状況

と認められる場合等には改善命令等の対象になり得ます。 

 

表 4-2 許可等を要しない工事 

 区域・行為 定義 

規
制
対
象
外 

公共施設用地における工事 

（法第 2条第 1項第 1号、

政令第 2条、省令第 1条各

項）※1 

以下の施設の用に供されている土地における工事 

 道路、公園、河川 

 砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、

港湾施設、漁港施設、飛行場、航空保安施設、鉄道、軌道、索

道又は無軌条電車の用に供する施設 

 雨水貯留浸透施設、農業用ため池、防衛施設周辺の生活環境に

関する法律第 2条第 2項に規定する防衛施設 

 国又は地方公共団体が管理する学校、運動場、緑地、広場、墓

地、廃棄物処理施設、水道、下水道、営農飲雑用水施設、水産

飲雑用水施設、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林地荒

廃防止施設及び急傾斜地崩壊防止施設 

その他盛土規制法の対象外

となる行為 

 試験、検査等のための試料の堆積 

 屋根及び壁で囲まれた空間その他の閉鎖された場所における土

石の堆積 

 岩石のみを堆積する土石の堆積であって勾配が 30度以下のもの 

 主として土石に該当しない商品又は製品を製造する工場等の敷

地内において堆積された、商品又は製品の原材料となる土石の

堆積 

 農地及び採草放牧地において行われる通常の営農行為※2 

 グラウンド等の施設を維持するための土砂の敷き均し等 

 その他、土地利用のために土地の形質を維持する行為等、土地

の形質変更に該当しない行為 
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 自然災害により被災した土地を原状回復するもの 

 工作物の床掘（掘削）および埋戻しを行うもの 

 窪地を四方の最も低い土地の高さまで平坦に嵩上げするもの

（四方の土地のいずれかが、人工池の堤体等の場合は、盛土の

土圧により堤体等に滑動等の影響が想定されるため、当該堤体

等も一体的な盛土として、表 4-1の該当性を判断すること。） 

 上記の平坦にした面を基準として、工事完了後の盛土の高さや

面積が表 4-1に該当しないもの 

許
可
・
届
出
対
象
外 

災害の発生のおそれがない

と認められる工事 

（法第 12条第 1項ただし

書、第 27条第 1項ただし

書、第 30条第 1項ただし

書、政令第 5条第 1項、第

27条、第 29条第 1項、省

令第 8条第 1項） 

 鉱山保安法に基づく鉱物の採取（鉱業上使用する特定施設の設

置の工事等） 

 鉱業法に基づく鉱物の採取（許可を受けた施業案の実施に係る

工事） 

 採石法に基づく岩石の採取（許可を受けた採取計画に係る工

事） 

 砂利採取法に基づく砂利の採取（許可を受けた採取計画に係る

工事） 

 土地改良法に基づく土地改良事業（農業用用水排水施設の新設

等）等※3 

 火薬類取締法に基づく火薬類の製造施設の周囲に設置する土堤

の設置等 

 家畜伝染病予防法に基づく家畜の死体等の埋却 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物の処分等※4 

 土壌対策汚染法に基づく汚染土壌の搬出又は処理等 

 平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原

子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚

染への対処に関する特別措置法に基づく廃棄物又は除去土壌の

保管又は処分 

 森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備に関する工

事※5 

 国、地方公共団体等※6 が非常災害のために必要な応急措置とし

て行う工事 

 高さ 2ｍ以下かつ面積 500ｍ2 超の盛土又は切土（政令第 3 条第

5 号の盛土又は切土に限る。）であって、盛土又は切土をする前

後の地盤面の標高の差が 30ｃｍを超えないもの 

 高さが 2ｍを超える土石の堆積であって、当該土石の堆積を行

う土地の面積が 300ｍ2を超えないもの 

 面積が 500ｍ2 を超える土石の堆積であって、当該土石の堆積を

行う土地の地盤面の標高と堆積した土石の表面の標高差が 30ｃ

ｍを超えないもの 

 工事の施行に付随して行われる土石の堆積※7 であって、当該工

事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現

場※8又はその付近※9に堆積するもの 

※1 公共施設用地における工事であっても、現場からの発生土や、現場への搬入土を公共施設用地以外

において盛土等を行う場合は、規制対象となります。また、公共施設の用に供されなくなることが

決定している土地については、公共施設用地に含まないものと考えます。（例：農業用ため池の廃

止工事） 

※2「通常の営農行為」とは通常の生産活動並びにほ場管理のための耕起、代かき、整地、畝立、けい

畔の新設、補修及び除去、表土の補充であってその前後の土地の地盤面の標高差が 1ｍ以下のもの、

暗きょ排水の新設及び改修等が該当します。なお、営農行為の範疇に含まれるか否かについては、

所在地の農地担当部局（各市町村の農業委員会等）に対して事前相談を行ってください。 
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※3「土地改良事業等」とは、土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 2 条第 2 項に規定する土地改良

事業、同法第 15条第 2項に規定する事業又は同法の手続には基づかないものの、同法第 2条第 2項

に規定する土地改良事業と同等の工事を行う事業（以下、「土地改良事業に準ずる事業」という。）

を指します。なお、「土地改良事業に準ずる事業」は、盛土等の施工に際して土地改良事業の実施

に当たって用いられる「土地改良事業計画設計基準」等の技術基準に基づき、適切に設計及び施工

が行われることを前提としています。なお、これらの工事に伴い発生した残土の処分や、現場外で

の土石の堆積は、法の規制対象となることに留意してください。 

※4「廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物の処分等」のうち、以下のような場合は許可

等の必要がありますので留意してください。 

 廃棄物の処理の一連の工程に含まれないと判断される廃棄物と土石の混じったものの保管 

 許可又は委託に係る事業の用に供する施設以外の場所での廃棄物と土石の混じったものの保管 

 廃棄物と土石の混じったものをふるい機等で分別処理した後に生じる廃棄物と分けられた土石の

堆積 

※5「森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備に関する工事」とは、森林所有者等に遵守義

務を課している市町村森林整備計画において、作業路網等の施設整備に関する事項が記載され、森

林作業道作設指針（平成 22年 11月 17日付け 22林整第 656号林野庁長官通知、令和 5年 3月 31日

改正）や主伐時における伐採・搬出指針（令和 3年 3月 16日付け 2林整第 1157号林野庁長官通知、

令和 5年 3月 31日改正）に即して作設されることを前提とした森林作業道や土場等を指します。 

※6「国、地方公共団体等」には、以下の法人を含みます。 

法人 根拠法令 

地方住宅供給公社 地方住宅供給公社法施行令第 2条第 1項第 6号 

土地開発公社 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第 9条第 1項 

日本下水道事業団 日本下水道事業団法施行令第 7条第 1項第 6号 

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備

支援機構 

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令

第 28条第 1項第 6号 

独立行政法人水資源機構 独立行政法人水資源機構法施行令第 56条第 1項第 6号 

独立行政法人都市再生機構 独立行政法人都市再生機構法施行令第 34条第 1項第 7号 

※7「工事の施行に付随して行われる土石の堆積」とは、主となる本体工事があった上で、当該工事に

使用する土石や当該工事から発生した土石を当該工事現場やその付近に一時的に堆積する場合の土

石の堆積（工事用仮設道路を含む）で、本体工事に係る主任技術者（建設業法（昭和 24 年法律第

100 号）第 26 条第１項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。）等が本体工事の管理と併せて一

体的に管理するものを指します。 

※8「工事の現場」とは、工事が行われている土地を指します。なお、請負契約を伴う工事にあっては、

請負契約図書、工事施工計画書その他の書類に工事の現場として位置付けられた土地（本体の工事

が行われている土地から離れた土地を含む。）も、工事の現場として取り扱います。 

※9「工事の現場の付近」とは、本体工事に係る主任技術者等が本体の工事現場と一体的な安全管理が

可能な範囲として、容易に状況を把握し到達できる工事現場の隣地や隣地に類する土地が該当しま

す。 

      
図 4-1 「工事の現場」           図 4-2 「工事の現場の付近」 

4.5.1. 本体工事期間後も土石の堆積を継続する場合の看板の掲示 
工事の施行に付随して行われる土石の堆積については、やむを得ず本体工事期間後も土石の堆積を継

続する場合、引き続き許可不要となりますが、管理体制等を記した看板を掲示する必要があります。 

本体工事期間後も土石の堆積を継続する場合は、仮置期間、本体工事（盛土規制法手続状況）、搬出

（予定）先、管理者及び連絡先を提出してください。確認後、看板のレイアウトを送付しますので、現

場に掲示してください。（提出方法は、「5.2手続方法及び窓口」を参照） 



 

13 

 

5. 許可権者及び手続方法等 
5.1. 許可権者 

表 5-1 許可権者 

区域 許可権者 

大分県内の下記以外 大分県知事 

大分市内 大分市長 

別府市の 

宅地造成等工事規制区域内 

（土石の堆積を除く。） 

別府市長 

（地方自治法第 252条の 17の 2に基づく許可権者） 

 

5.2. 手続方法及び窓口 
大分県内（大分市及び別府市が管轄する区域を除く。）で法に基づく事務手続を行う場合は、原則、

以下の電子申請等によるものとします。 

紙による手続を行う場合は、大分県都市・まちづくり推進課盛土対策第二班に正本及び副本の計 2 部

を提出してください。 

①電子申請（Graffer） 

大分県のホームページに掲載しているフォームから手続を行ってください。 

URL：https://www.pref.oita.jp/site/moridotaisaku-shinsei/ 

 許可申請（「6.3許可申請に必要な書類」を参照） 

 変更許可申請等（「6.4変更の許可等に必要な書類」を参照） 

 工事の中止等の届出（「6.6.1工事の中止等の届出に必要な書類」を参照） 

 中間検査申請（「6.7.2中間検査申請に必要な書類」を参照） 

 定期の報告（「6.8.2 定期の報告に必要な書類」を参照） 

 完了検査申請（「6.9.2完了検査申請に必要な書類」を参照） 

 届出（「7盛土等及びその他の工事に関する届出」を参照） 

 許可の特例に関する協議（「8.1.3国又は都道府県等が行う工事の協議に必要な書類」を参照） 

②メール 

必要に応じて、書類等のデータ（8MB まで）を添付し、以下のメールアドレスにメールを送信して

ください。 

E-mail：morido-shinsei@pref.oita.lg.jp 

 事前協議（「6.1事前協議」を参照） 

 本体工事期間後も土石の堆積を継続する場合の工事の内容（「4.5.1 本体工事期間後も土石の堆積

を継続する場合の看板の掲示」を参照） 

 省令第 88条の交付請求書（「9法の規定に適合していることを証する書面の交付」を参照） 

 

表 5-2 窓口一覧 

窓口 管轄地 電話番号 

都市・まちづくり推進課 盛土対策第二班 大分県内の下記以外 097(506)4695 

大分市 開発建築指導課 大分市 097(537)5683 

別府市 都市計画課 別府市の一部区域※ 0977(21)1471 

※別府市の宅地造成等工事規制区域内（土石の堆積を除く。） 
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表 5-3 許可申請手続のフロー 

 
※1 不許可の場合はその旨を申請者に通知 

※2 一定規模を超える工事（「6.8定期の報告」表 6-14を参照） 

※3 一定規模を超える工事で特定工程を含む工事（「6.7中間検査」を参照） 

※4〔 〕は土石の堆積に関する工事 

申請者 県

事
前
協
議

申
請

施
工

定期の報告（3か月毎）※2

事前協議申出書

土地所有者等の同意の取得
周辺住民への周知（説明会等）

許可申請書提出

受付・協議
・周辺住民への周知方法の確認

・申請書類の確認 等

申請受理

回答受理 回答

審査

許可※1

許可証交付許可証受理

許可事項の公表・市町村通知

標識の掲示

工事着手

中間検査申請書提出 申請受理

中間検査

中間検査合格証交付中間検査合格証受理

報告受理

完了検査申請書提出

〔確認申請書提出〕※4

申請受理

完了検査

〔確認〕※4

検査済証交付

〔確認済証交付〕※4

検査済証受理

〔確認済証受理〕※4※2

特定工程完了※3

工事完了

メール

電子申請

電子申請

電子申請

電子申請
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6. 盛土等に関する工事の許可 
各規制区域内において許可を要する盛土等に関する工事（表 4-1を参照）を行う場合は、工事に伴う

災害を防止する観点から、その工事に着手する前に、工事主は許可を受ける必要があります。 

また、許可に当たり、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付ける場合がありますので、

当該条件を遵守して工事を行ってください。 

なお、建設発生土処分や仮置き等における工事主とは、基本的には受入地において敷き均しや堆積等

（以下、「敷き均し等」という。）の工事をする者ですが、具体的には受入地の運用形態や請負契約の内

容によります。 

①処分場など受入地側の者が敷き均し等を行う場合・・・受入地の運営事業者（処分場事業者等） 

②受入地に搬入する者が敷き均し等を行う場合・・・・・敷き均し等を行う者（注文者・請負者） 

 請負契約で当該受入地を指定している場合・・・・・・注文者（発注者等） 

 請負契約で当該受入地を指定しない場合・・・・・・・請負者（受注者等） 

※受入地で許可を受け又は届出を行っている場合は、工事毎に手続を行う必要はありません。 

 

6.1. 事前協議 
盛土等に関する工事の許可を申請する前に、当該計画について、事前協議を行い、許可の要否や許可

の見通しがあるのか確認してください。 

事前協議を行う場合は、事前協議申出書（様式は、「25様式集」を参照）に表 6-3及び表 6-4に示す

書類等を添付して、提出してください。（提出方法は、「5.2手続方法及び窓口」を参照） 

 

6.2. 住民への周知 
盛土等に関する工事の許可の申請に当たって、あらかじめ、盛土等に関する工事の施行に係る土地の

周辺地域の住民に対し、工事の内容を周知するため、次のいずれかの措置を講じてください。 

①説明会の開催 

②書面の配布 

③工事施行地等に掲示板の設置及びインターネット掲載 

なお、渓流等において高さ 15ｍを超える盛土をする場合は、①の措置は必須です。 

※住民への周知を行う前に、周知の措置、内容、範囲について、必ず窓口機関（表 5-2を参照）との

事前協議により確認を行ってください。 

 

6.2.1. 周知する工事の具体的内容 
盛土等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対しては、工事の内容として、少なくとも

表 6-1に示す項目について周知を行ってください。 

 

表 6-1 周知する工事の具体的内容 

区分 項目 

盛土・切土 

 工事主の氏名又は名称 

 工事が施行される土地の所在地 

 工事施行者の氏名又は名称 

 工事の着手予定日及び完了予定日 

 盛土又は切土の高さ 

 盛土又は切土をする土地の面積 

 盛土又は切土の土量 

 その他都道府県等が必要と認める事項 

土石の堆積 

 工事主の氏名又は名称 

 工事が施行される土地の所在地 

 工事施行者の氏名又は名称 

 工事の着手予定日及び完了予定日 

 土石の堆積の最大堆積高さ 
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 土石の堆積を行う土地の面積 

 土石の堆積の最大堆積土量 

 その他都道府県等が必要と認める事項 

 

6.2.2. 周知を行う範囲 
盛土等に関する工事の内容を周知する範囲の基本的な考え方は、表 6-2に示すとおりであり、盛土等

の規模や地形等から影響の想定される範囲等を考慮して決定します。 

 

表 6-2 工事について住民への周知を行う範囲 

盛土等の区分 住民への周知を行う範囲 

①平地盛土 

②切土 

③土石の堆積 

 盛土等の境界（法尻）から盛土等の最大高さｈに対して

水平距離 2ｈ以内の範囲（下図 Lの範囲） 

 盛土等を行う土地の隣接地 

 盛土等を行う土地の境界から水平距離数十ｍ程度の範囲 

 盛土等を行う土地が属する自治会等の範囲 

 

①腹付け盛土 

 盛土のり肩までの高さｈに対して盛土のり肩から下方の

水平距離 5ｈ以内の範囲（下図 Iの範囲） 

 盛土を行う土地の境界から下流方向に水平距離 50ｍ～数

百ｍ程度の範囲 

 上記範囲の中にその全部または一部が含まれる自治会等

の範囲 

 

①省令第 6条第 1項において住民への

周知方法を規定する渓流等における

高さ 15ｍを超える盛土 

②渓流等における盛土（①を除く。） 

③谷埋め盛土（①及び②を除く。） 

④腹付け盛土のうち、下流の渓床勾配

が 2度以上の範囲に渓流等の渓床が

存在するもの（①及び②を除く。） 

 下流の渓床勾配が 2度以上の範囲（※下図） 

 上記範囲の中にその全部または一部が含まれる自治会等

の範囲 

 

 

6.3. 許可申請に必要な書類 
各規制区域内において許可を要する盛土等に関する工事（表 4-1を参照）を行う場合は、表 6-3及び

表 6-4に示す書類等を提出してください。（提出方法は、「5.2手続方法及び窓口」を参照） 
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表 6-3 許可申請書類一覧 

書類の種類 明示すべき事項等 
区分 

備考 
盛土・切土 土石の堆積 

許可申請書 

様式の〔注意〕と併せて、次の事項に留意して

記入すること。 
「土地の所在地及び地番（代表地点の緯度経

度）」 

 所在地及び地番は、申請に関する全ての土地に

ついて記入すること。 

 代表地点（中心地点等）の緯度経度の秒につい

ては小数第二位を四捨五入し、小数第一位まで

を記入すること。 

「土地の面積」 

 申請に関する土地の総面積を記入すること。 

「工事完了後の土地利用」 

 建築物の有無等、具体的に内容を記入するこ

と。 

「工事の目的」（様式第四） 

 特定の工事に付随し期間が限定されるものか、

特定の工事に付随せず一定期間運営するものか

等について具体的に記入すること。特定の工事

に付随する場合には、その工事の期間について

も記入すること。 

「盛土又は切土の高さ」 

 盛土、切土により生じる標高差が最大となる箇

所について記入すること。 

「盛土又は切土をする土地の面積」「土石の堆積

を行う土地の面積」 

 盛土等を行う土地の面積（手数料の額を算定す

る面積）を記入すること。 

「工程の概要」 

 工程表を添付すること。土石の堆積を行う場

合、年間の搬入・搬出量等（搬出量／搬入量の

割合は 8割以上／年平均の計画とすること。）を

記入すること。 

「その他必要な事項」 

 他法令による許認可の状況を全て記入するこ

と。 

 造成後の地形が土砂災害防止法による土砂災害

特別警戒区域等の指定要件に該当するかどうか

必要に応じて確認等を行い、当該設計に反映し

た内容等を記入すること。 

◯ 

様式第二 

◯ 

様式第四 

省令第 7 条第 1

項〔省令第 63

条第 1 項〕 

鉄筋（無筋）コ

ンクリート擁壁

又は崖面崩壊防

止施設の構造計

算書 

 擁壁又は崖面崩壊防止施設の概要 

 構造計画 

 応力算定及び断面算定 

 使用コンクリートの品質（試験成績書等の作

成） 

◯ － 

省令第 7 条第 1

項第 2号〔省令

第 63 条第 1 項

第 1 号〕、細則

第 4条第 2項第

6 号 

土質試験等に基

づく地盤の安定

計算書 

以下のいずれかを行う場合、提出すること。 

 渓流等において、高さ 15ｍ超えの盛土をする場

合 

 崖の安定を保つための擁壁の設置を不要とする

場合 

◯ － 

省令第 7 条第 1

項第 3 号、 4

号、12 号〔省

令第 63 条第 1

項第 1 号、 2

号〕 

盛土全体の安定

計算書 

以下のいずれかを行う場合、提出すること。 

 谷埋め型大規模盛土造成地 

 腹付け型大規模盛土造成地 
◯ － 

細則第 4 条第 2

項第 6 号 
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書類の種類 明示すべき事項等 
区分 

備考 
盛土・切土 土石の堆積 

土量計算書 
図面等から土量計算を行い、添付すること。 

◯ ◯ 
細則第 4 条第 2

項第 6 号 

排水施設の排水

計算書 

排水施設を設置する場合、提出すること。 
◯ ◯ 

細則第 4 条第 2

項第 6 号 

堆積した土石の

崩壊防止措置の

設計書 

 措置の概要 

 構造計画 

 応力算定及び断面算定 
－ ◯ 

省令第 7 条第 2

項第 2号〔省令

第 63 条第 2 項

第 1 号〕 

土砂の流出防止

措置の設計書 

 措置の概要 

 構造計画 

 応力算定及び断面算定 
－ ◯ 

省令第 7 条第 2

項第 3号〔省令

第 63 条第 2 項

第 1 号〕 

設計者の資格者

証 

以下の措置を講ずる場合、卒業証明書、実務経

歴証明書、資格、免許等の写し等を提出するこ

と。（「23 設計者の資格）を参照） 

 高さが 5ｍを超える擁壁 

 盛土又は切土をする土地の面積が 1,500ｍ2 を超

える土地における排水施設 

◯ － 

省令第 7 条第 1

項 5号〔省令第

63条第 1項第 1

号〕 

土地及びその付

近の状況写真 

 土地の全景、近景 

 隣接、近接する保全対象等 
◯ ◯ 

省令第 7 条第 1

項第 6号〔省令

第 63 条第 1 項

第 1 号〕 

資金計画書 

 

◯ 

様式第三 

◯ 

様式第五 

省令第 7 条第 1

項 9号〔省令第

63条第 1項第 1

号〕 

工事主の資力 

及び信用に 

関する申告書 

次の書類を添付すること。 

〈共通〉 

 預金残高証明書 

 融資証明書 

〈申請者が個人の場合〉 

 住民票の写し（発行日から 3ヶ月以内のもの） 

 直前 3 年の所得税の納税証明書 

〈申請者が法人の場合〉 

 登記事項証明書 

 役員の住民票の写し（発行日から 3 ヶ月以内の

もの） 

 直前 3 年の各事業年度における貸借対照表、損

益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表

並びに法人税の納税証明書 

 当該法人の事業経歴書 

 

発行済株式総数の 100 分の 5 以上の株式を有す

る株主又は出資の額の 100 分の 5 以上の額に相当

する出資をしている者があるときは、次に掲げる

書類 

 住民票の写し（発行日から 3ヶ月以内のもの） 

 当該株主の有する株式の数又は当該出資をして

いる者のなした出資の金額が確認できる書類 

◯ 

第４号 

様式 

◯ 

第４号 

様式 

省令第 7 条第 1

項第 7 号、8 号

〔省令第 63 条

第 1項第 1号〕 

細則第 4 条第 2

項第 2 号、 4

号、6 号 

誓約書 

次の各号のいずれにも該当しないことを誓約す

ること。 

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

 法又は法に基づく処分に違反し、罰金以上の刑

に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受

けることがなくなった日から 5 年を経過しない

者（都道府県知事等が必要と認める場合は、他

◯ 

参考様式 

◯ 

参考様式 

細則第 4 条第 2

項第 6 号 
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書類の種類 明示すべき事項等 
区分 

備考 
盛土・切土 土石の堆積 

の法律又は当該他の法律に基づく処分の違反を

した者を含む。） 

 法第 12 条、第 16 条、第 30 条又は第 35 条の許

可を取り消され、その取消しの日から 5 年を経

過しない者（当該許可を取り消された者が法人

である場合においては、当該取消しの処分に係

る行政手続法第 15条の規定による通知があった

日前 60日以内に当該法人の役員であった者で当

該取消しの日から 5 年を経過しないものを含

む。） 

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするお

それがあると認めるに足りる相当の理由がある

者 

 暴力団との関係を有する者 

工事施行者の 

能力に関する 

申告書 

次のいずれかの難易度が高い工事に該当する場

合、工事施行者の登記事項証明書（個人の場合は

住民票の写し）及び建設業許可証明書を添付する

こと。 

 盛土等を行う土地の面積が 1ha 以上 

 渓流等において行う盛土が高さ 15ｍ超 

 擁壁等（排水施設を除く。）の設置 

◯ 

第５号 

様式 

◯ 

第５号 

様式 

細則第 4 条第 2

項第 5 号 

宅地造成等の施

行同意書※1 

次の書類を添付すること。 

①公図の写し 

 発行日から 3 ヶ月以内のもの 

 工事に関する土地の境界を朱線等で囲むこと。 

②土地の登記事項証明書 

 発行日から 3 ヶ月以内のもの 

③印鑑登録証明書（電子の場合は写しでも可） 

 発行日から 3 ヶ月以内のもの 

 

※土地の権利者が国又は地方公共団体等の場合、

土地の貸付け等に関する協議を開始している旨

の証明を添付すること。土地の貸付け等に係る

契約締結等を行った後、速やかにそのことが分

かる書類等の写しを提出すること。 

◯ 

第３号 

様式 

◯ 

第３号 

様式 

省令第 7 条第 1

項第 10 号〔省

令第 63 条第 1

項第 1 号〕 

細則第 4 条第 1

項 

住民への周知を

証明する書類 

次の書類を提出すること。なお、渓流等におい

て行う工事については、説明会を開催すること。 

〈共通〉 

 周知を行った範囲を示した図面等 

〈説明会の開催〉 

 説明資料 

 開催状況写真 

 参加者名簿 

〈書面の配布〉 

 配布した書面 

〈掲示板設置及びインターネット掲載〉 

 掲示板の設置状況写真 

 掲載ページ、URL 

◯ ◯ 

省令第 7 条第 1

項第 11 号〔省

令第 63 条第 1

項第 1 号〕 

工事工程表 
全体計画についてバ－チャ－ト等で表示するこ

と。 
◯ ◯ 

細則第 4 条第 2

項第 6 号 

関係法令チェッ

クリスト 

次の書類を添付すること。 

 許認可等の写し 
◯ 

参考様式 

◯ 

参考様式 

細則第 4 条第 2

項第 6 号 

委任状 
代理人が手続を行う場合、提出すること。 ◯ 

参考様式 

◯ 

参考様式 

細則第 4 条第 2

項第 6 号 

国土交通大臣に

よる擁壁の認定

書 

 

◯ ◯ 

細則第 4 条第 2

項第 6 号 
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※1 所有者等の全ての同意書が不要な工事 

土地区画整理法第 2条第 1項に規定する土地区画整理事業 

 土地収用法第 26条第 1項の規定による告示（他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定によ

る告示とみなされるものを含む。）に係る事業 

 都市再開発法第 2条第 1号に規定する第一種市街地再開発事業 

 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第 2 条第 4 号に規定する住宅

街区整備事業 

 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第 2条第 5号に規定する防災街区整備事業 

 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第 2 条第 3 項に規定する地域福利増進事業の

うち同法第 19条第 1 項に規定する使用権設定土地において行うもの 

 

表 6-4 図面一覧 

図面の種類 明示すべき事項 縮尺 

区分 

備考 
盛土・切土 

土石の 

堆積 

位置図 

 方位 

 道路及び目標となる地物 

 集水区域 

1:10,000

以上 
◯ ◯ 

省令第 7 条第 1 項第 1

号、第 2 項第 1 号 

地形図 

 方位 

 土地の境界線 

 等高線及び B・M の位置及び高

さ 

1:2,500

以上 
◯ ◯ 

省令第 7 条第 1 項第 1

号、第 2 項第 1 号 

等高線は、2ｍの標高

差を示すものとするこ

と。 

土地の平面図 

 方位 

 土地の境界線 

 盛土（緑）又は切土（青）を

する土地の部分の色分け 

 崖、擁壁等の位置及びその符

号 

 凡例 
1:2,500

以上 
◯ － 

省令第 7 条第 1 項第 1

号 

断面図を作成した箇所

に断面図と照合できる

ように記号を付するこ

と。 

植栽、芝張り等の措置

を行う必要がない場合

は、その旨を付するこ

と。 

擁壁、崖面崩壊防止施

設及び排水施設につい

ては、申請書と照合で

きるように番号を付す

ること。 

 方位 

 土地の境界線 

 堆積した土石の崩壊防止措

置、空地、柵等、排水施設、

土砂の流出防止措置の位置、

内容及びその符号 

 凡例 
1:500 

以上 
－ ◯ 

省令第 7 条第 1 項第 2

号 

断面図を作成した箇所

に断面図と照合できる

ように記号を付するこ

と。 

空地、雨水その他の地

表水による堆積した土

石の崩壊を防止するた

めの措置及び堆積した

土石の崩壊に伴う土砂

の流出を防止する措置

については、申請書と

照合できるように番号

を付すること。 

土地の断面図 

 盛土又は切土をする前後の地

盤面 

 測点 

 単距離 

1:2,500

以上 
◯ － 

省令第 7 条第 1 項第 1

号 

高低差の著しい箇所に

ついて作成すること。 
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図面の種類 明示すべき事項 縮尺 

区分 

備考 
盛土・切土 

土石の 

堆積 

 追加距離 

 地盤高 

 計画高 

 盛土・切土量 

 土質 

 勾配 

 基準（DL）線 

人家裏等の防災上重要

な場所については、盛

土又は切土をする土地

の周囲の地形も含んだ

断面図を作成するこ

と。 

 土石の堆積を行う土地の地盤

面 

 測点 

 単距離 

 追加距離 

 地盤高 

 計画高 

 盛土・切土量 

 土質 

 勾配 

 基準（DL）線 

1:500 

以上 
－ ◯ 

省令第 7 条第 2 項第 1

号 

高低差の著しい箇所に

ついて作成すること。 

人家裏等の防災上重要

な場所については、土

石の堆積をする土地の

周囲の地形も含んだ断

面図を作成すること。 

排水施設の 

平面図 

 排水施設の位置、種類、材

料、形状、内法寸法、勾配 

 水の流れの方向 

 吐口の位置 

 放流先の名称、断面及び寸

法） 

 凡例 

1:500 

以上 
◯ ◯ 

省令第 7 条第 1 項第 1

号 

崖の断面図 

 崖の高さ、勾配及び土質（土

質の種類が 2 つ以上の場合、

それぞれの土質及びその地層

の厚さ） 

 盛土又は切土をする前の地盤

面並びに崖面の保護の方法 

1:50 以上 ◯ － 

省令第 7 条第 1 項第 1

号 

擁壁で覆われる崖面に

ついては、土質に関す

る事項は示すことを要

しない。 

擁壁の断面図 

 擁壁の寸法及び勾配 

 擁壁の材料の種類及び寸法 

 裏込めコンクリー卜の品質及

び寸法 

 透水層の位置及び寸法 

 擁壁を設置する前後の地盤面 

 基礎地盤の土質 

 基礎ぐいの位置、材料及び寸

法 

1:50 以上 ◯ － 

省令第 7 条第 1 項第 1

号 

擁壁の背面図 

 擁壁の高さ 

 水抜穴の構造、品質、位置、

寸法 

 透水層の位置及び寸法 

1:50 以上 ◯ － 

省令第 7 条第 1 項第 1

号 

崖面崩壊防止施

設の断面図 

 崖面崩壊防止施設の寸法及び

勾配 

 崖面崩壊防止施設の材料の種

類及び寸法 

 崖面崩壊防止施設を設置する

前後の地盤面 

 基礎地盤の土質 

 透水層の位置及び寸法 

1:50 以上 ◯ － 

省令第 7 条第 1 項第 1

号 

崖面崩壊防止施

設の背面図 

 崖面崩壊防止施設の寸法 

 水抜穴の位置、材料及び内径 

 透水層の位置及び寸法 
1:50 以上 ◯ － 

省令第 7 条第 1 項第 1

号 

水抜穴及び透水層に係

る事項については、必
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図面の種類 明示すべき事項 縮尺 

区分 

備考 
盛土・切土 

土石の 

堆積 

要に応じて記載するこ

と。 

防災工事計画図 

 防災措置の詳細（土留柵、擁

壁、えん堤、仮排水路等の位

置及び寸法） 

指定なし ◯ ◯ 

細則第 4 条第 2 項第 6

号 

丈量図 

（求積図） 

 申請に関する土地の全面積 

 盛土等をする土地の面積 
指定なし ◯ ◯ 

細則第 4 条第 2 項第 6

号 

公図の接合図 

 管轄登記所名 

 作成年月日 

 作成者の氏名(又は社名)  

指定なし ◯ ◯ 

細則第 4 条第 2 項第 6

号 

 

6.4. 変更の許可等に必要な書類 
6.4.1. 変更の許可申請に必要な書類〈許可〉 

許可を受けた盛土等に関する工事の計画を変更する場合は、表 6-5に示す書類等を、提出してくださ

い。（提出方法は、「5.2手続方法及び窓口」を参照） 

なお、以下に関する内容の変更については、変更の許可は必要ありません。 

 工事主に当該宅地造成等に関する工事を行うために必要な資力及び信用があること。 

 工事施行者に当該宅地造成等に関する工事を完成するために必要な能力があること。 

 当該宅地造成等に関する工事（土地区画整理法（昭和二十九年法律第百十九号）第二条第一項に規

定する土地区画整理事業その他の公共施設の整備又は土地利用の増進を図るための事業として政令

で定めるものの施行に伴うものを除く。）をしようとする土地の区域内の土地について所有権、地

上権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者

の全ての同意を得ていること。 

表 6-5 変更許可申請書類等一覧 

書類の種類 明示すべき事項等 

区分 

備考 
盛土・切土 

土石の 

堆積 

変更許可申請書 

表 6-3 を参照 

◯ 

様式第七 

◯ 

様式第八 

省令第 37 条第

1 項、2 項〔第

67 条第 1 項、

第 2 項〕 

工事計画の変更

に関する書類 

〈共通〉 

変更前後が分かるように見え消し、朱書き等し

たものを提出すること。 

〈土石の堆積〉 

工事着手以降の土石の搬入・搬出量が確認出来

る資料を提出すること。 

 

※許可期間の延長に当たっては、工事着手以降の

土石の搬出量／搬入量の割合が 8 割以上／年平

均である必要があります。割合に満たない場合

で、かつ特定の搬出先が無い場合は、盛土とし

ての許可申請が必要になる場合があります。 

◯ ◯ 

省令第 37 条第

1 項、2 項〔第

67 条第 1 項、2

項〕 

委任状 
表 6-3 を参照 ◯ 

参考様式 

◯ 

参考様式 

 

 

6.4.2. 軽微な変更の届出に必要な書類〈届出〉 
軽微な変更（表 6-6の届出書に明示すべき事項等に記載している事項のみの変更）をする場合は、遅

滞なく表 6-6に示す書類等を提出してください。（提出方法は、「5.2手続方法及び窓口」を参照） 

ただし、土石の堆積に関する工事について、変更後の工事予定期間（着手予定年月日から完了予定年

月日までの期間）が変更前の工事予定期間を超える場合は、軽微な変更ではなく、変更の許可申請が必

要となります。 
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表 6-6 軽微な変更の届出書類一覧 

書類の種類 明示すべき事項等 

区分 

備考 
盛土・切土 

土石の 

堆積 

変更届出書 

 変更する工事主、設計者又は工事施行者の氏名

若しくは名称又は住所 

 変更する工事の着手予定年月日又は工事の完了

予定年月日 

◯ 

第９号 

様式 

◯ 

第９号 

様式 

細則第 6 条第 1

項〔細則第 15

条第 1 項〕 

委任状 
表 6-3 を参照 ◯ 

参考様式 

◯ 

参考様式 

 

 

6.5. 標識の掲示 
工事の許可を受けた場合は、許可に係る土地の見やすい場所に、表 6-7に示す事項を記載した標識を

掲示してください。 

表 6-7 標識の様式及び記載事項 

様式 記載事項 

〈盛土・切土〉 

様式第二十三 

 

〈土石の堆積〉 

様式第二十四 

①工事主の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

②工事の許可年月日及び許可番号 

③工事施行者の氏名又は名称 

④現場管理者の氏名又は名称 

⑤工事の着手予定年月日及び工事の完了予定年月日 

⑥宅地造成等に関する工事を行う土地の区域の見取図 

⑦盛土又は切土の高さ／土石の堆積の最大堆積高さ 

⑧盛土又は切土をする土地の面積／土石の堆積を行う土地の面積 

⑨盛土又は切土の土量／土石の堆積の最大堆積土量 

⑩工事に係る問合せを受けるための工事関係者の連絡先 

⑪許可を担当した都道府県の部局名称及び連絡先 

 

6.6. 工事の中止等 
6.6.1. 工事の中止等の届出に必要な書類 

工事を中止、若しくは廃止する場合又は中止した工事を再開する場合は、すみやかに、表 6-8及び表 

6-9 に示す書類等を提出してください。（提出方法は、「5.2手続方法及び窓口」を参照） 

 

表 6-8 工事の中止等の届出書類及び図面一覧 

書類の種類 明示すべき事項等 

区分 

備考 
盛土・切土 

土石の 

堆積 

届出書 

 
◯ 

第 16 号様式 

◯ 

第 16 号様式 

細則第 11 条第

1 項〔細則第

20 条第 1 項〕 

土地及びその付

近の状況写真 

表 6-3 を参照 

◯ ◯ 

細則第 11 条第

1項〔細則第 20

条第 1 項〕 

委任状 
表 6-3 を参照 ◯ 

参考様式 

◯ 

参考様式 

 

 

表 6-9 図面一覧 

図面の種類 明示すべき事項 縮尺 

区分 

備考 
盛土・切土 

土石の 

堆積 

防災工事計画図 

防災措置の詳細（土留柵、擁

壁、えん堤、仮排水路等の位置

及び寸法） 

指定なし ◯ － 

細則第 11 条第 1 項

〔細則第 20 条第 1

項〕 
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6.7. 中間検査 
中間検査は、施工後に確認することのできない不可視部について実施する検査です。 

中間検査の対象となる政令で定める工程（以下「特定工程」という。）は、盛土をする前の地盤面又

は切土をした後の地盤面に暗渠排水等の排水施設を設置する工事の工程です。 

表 6-10 に示す項目の検査の結果、技術的基準等の規定に適合していると認めた場合は、中間検査合

格証を交付します。 

また、中間検査後の工程（排水施設の周囲を砕石その他の資材で埋める工事の工程）に係る工事は、

中間検査合格証の交付を受けた後でなければ着手できません。 

なお、中間検査の結果により是正措置が必要と判断される場合は、是正後に再検査を実施します。 

 

表 6-10 中間検査の項目 

項目 検査対象 着眼点 検査時期 

盛土工事 排水施設 暗渠排水管 ①配置と規格は計画内容と現地条件を照査

して適切に施工されているか 

②集水管接続部は適切に処理されているか 

③集水管端部の土砂流入防止措置は適切か 

④現況地盤からの湧水は適切に処理されて

いるか 

⑤渓流や既設水路等の通過水流は適切に処

理されているか 

配置完了時

（砕石等で埋

め戻す前） 

切土工事 排水施設 暗渠排水管 ①配置と規格は計画内容と現地条件を照査

して適切に施工されているか 

②集水管接続部は適切に処理されているか 

③集水管端部の土砂流入防止措置は適切か 

④湧水は適切に処理されているか 

⑤溝堀は適切に施工されているか 

※土石の堆積に関する工事については、中間検査は必要ありませんが、堆積した土石の崩壊やそれに

伴う流出を防止する措置を行う場合は、措置完了時に検査（立会検査を基本とするが、遠隔臨場や

書類検査等で行う場合もある）を行うことを許可時の条件とする場合があります。 

 

6.7.1. 中間検査を要する工事の規模 
各規制区域内において行う盛土・切土に関する工事のうち、中間検査の対象となる工事の規模は表 

6-11のとおりです。 

表 6-11に示す規模の工事で、特定工程を伴うものは、中間検査が必要となります。 

 

表 6-11 中間検査を要する工事の規模 

区域 行為 規模 

宅地造成等工事規制

区域及び特定盛土等

規制区域 

盛土・切土 

（政令第23条、32条） 

①盛土で高さ 2ｍ超の崖 

②切土で高さ 5ｍ超の崖 

③盛土と切土を同時に行って、高さ 5ｍ超の崖

（①、②を除く。） 

④盛土で高さが 5ｍ超（①、③を除く。） 

⑤盛土または切土の面積が 3,000ｍ2超（①～④を

除く。） 

 

6.7.2. 中間検査申請に必要な書類 
表 6-11に示す工事において、特定工程に係る工事を終えた場合は、工事を終えた日から 4日以内に、

表 6-12及び表 6-13に示す書類等を提出してください。（提出方法は、「5.2 手続方法及び窓口」を参照） 



 

25 

 

表 6-12 中間検査申請書類一覧 

書類の種類 明示すべき事項等 備考 

中間検査申請書 

（様式第十三） 

様式の〔注意〕に留意して記入すること。 省令第 46 条第 1 項〔省令第

78 条第 1 項〕 

委任状 表 6-3 を参照  

 

表 6-13 図面一覧 

図面の種類 明示すべき事項 縮尺 備考 

土地の平面図 検査の対象となる特定工程に係る工事の内容を明示

したもの。 1:2,500 以上 

省令第 46 条第 1

項〔省令第 78 条

第 1 項〕 

排水施設の平面図 検査の対象となる特定工程に係る工事の内容を明示

したもの。 1:500 以上 

省令第 46 条第 1

項〔省令第 78 条

第 1 項〕 

 

6.8. 定期の報告 
定期報告は、許可を受けた時点から工事完了時まで（土石の堆積は、許可を受けた時点から土石の除

却完了時まで）の 3 か月毎（2 回目以降の報告は、前回の報告から 3 か月以内）に、工事の進捗状況等

について報告する必要があります（着手前や中止中の場合も含む）。 

また、定期報告の結果により、対策が必要と判断される場合は、対策を講じる必要があります。 

なお、許可を受けた時点から 3か月を超えない期間内に工事が完了する場合には、報告は不要です。 

 

6.8.1. 定期の報告の対象となる工事の規模 
各規制区域内において行う盛土等に関する工事のうち、定期報告の対象となる工事の規模は表 6-14

のとおりです。 

表 6-14 定期の報告の対象となる工事の規模 

区域 行為 規模 

宅地造成等工事規制

区域及び特定盛土等

規制区域 

盛土・切土 

（政令第 23条、33条） 

①盛土で高さ 2ｍ超の崖 

②切土で高さ 5ｍ超の崖 

③盛土と切土を同時に行って、高さ 5ｍ超の崖

（①、②を除く。） 

④盛土で高さが 5ｍ超（①、③を除く。） 

⑤盛土または切土の面積が 3,000ｍ2超（①～④を

除く。） 

土石の堆積 

（政令第 25条、33条） 

①堆積の高さ 5ｍ超かつ面積が 1,500ｍ2超 

②堆積の面積が 3,000ｍ2超（①を除く。） 

 

6.8.2. 定期の報告に必要な書類 
定期報告をする場合は、表 6-15に示す書類等を提出してください。（提出方法は、「5.2手続方法及び

窓口」を参照） 

 

表 6-15 定期報告書類及び図面一覧 

書類の種類 明示すべき事項等 
区分 

備考 
盛土・切土 土石の堆積 

定期報告書 

〈共通〉 

 工事が施行される土地の所在地 

 工事の許可年月日及び許可番号 

 前回の報告年月日（2 回目以降） 

〈宅地造成又は特定盛土等〉 

 報告時点の盛土又は切土の高さ、面積、土量、

擁壁等に関する工事の施行状況 

◯ 

第 12 号 

様式 

◯ 

第 13 号 

様式 

省令第 48 条第

1 項、第 2 項

〔省令第 78 条

第 1 項、2 項〕 

細則第 8 条第 1

項、2 項 
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書類の種類 明示すべき事項等 
区分 

備考 
盛土・切土 土石の堆積 

〈土石の堆積〉 

 報告時点の土石の堆積の高さ、面積、土量、前

回報告時点から新たに堆積された土石の土量及

び除却された土石の土量 

土地及びその付

近の状況写真 

表 6-3 を参照 

◯ ◯ 

省令第 48 条第

1 項、第 2 項

〔省令第 78 条

第 1 項、2 項〕 

その他の書類 

次の工程に達した時点の位置、寸法（不可視

部）及びその符号を付した工事進捗状況写真 

〈共通〉 

 床掘りが完了したとき。 

 基礎工事がおよそ 2 分の 1 に達したとき。 

 配筋が完了したとき。 

 躯体工事がおよそ 2 分の 1 に達したとき。 

 防災措置が完了したとき。 

〈宅地造成又は特定盛土等〉 

 盛士又は切土をする土地の旧地盤のすべり防止

工が完了したとき。 

 盛土を締固めるとき。 

〈土石の堆積〉 

 堆積を開始するとき。（現地盤の勾配が 10分の 1

以下であることを示すこと） 

 地盤の処理（伐開除根、地盤改良等）が完了し

たとき。 

 堆積が完了したとき。（高さ、面積及び土量の算

出根拠を示すこと） 

 空地を設置したとき。 

 土石を堆積するとき。（土質を示すこと） 

 柵等を設置したとき。 

 堆積した土石の崩壊防止措置及び土砂の流出防

止措置が完了したとき。 

 工事状況写真と照合できるよう符号を付した図

面等 

◯ ◯ 

省令第 48 条第

1 項、第 2 項

〔省令第 78 条

第 1 項、2 項〕 

委任状 
表 6-3 を参照 ◯ 

参考様式 

◯ 

参考様式 
 

 

6.9. 完了検査等 
盛土・切土の工事が完了した場合は「完了検査」、土石の堆積において土石の除却が完了した場合は

「完了確認」を行う必要があります。 

完了検査又は完了確認（以下、「完了検査等」という。）は、盛土等に関する工事が許可の内容に適合

しているか又は土石の除却が完了しているかを判定するために実施するものです。完了検査等の結果、

適当と認めた場合は、検査済証又は確認済証を交付します。 

また、是正措置が必要と判断される場合は、是正後に再検査を実施します。 

※検査に必要な器具等（ポール、スタッフ、メジャー、レベル、勾配定規等）は申請者で用意してくだ

さい。 

 

6.9.1. 完了検査等の対象となる工事の規模 
許可を受けた盛土等に関する工事（表 4-1を参照）が完了（土石の堆積においては、土石を除却）し

た時は、完了検査等の対象になります。 
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6.9.2. 完了検査申請に必要な書類 
表 4-1に示す工事が完了（土石の堆積においては、土石を除却）した場合は、完了した日から 4日以

内に表 6-16に示す書類等提出してください。（提出方法は、「5.2手続方法及び窓口」を参照） 

 

表 6-16 申請書類一覧 

書類の種類 明示すべき事項等 
区分 

備考 
盛土・切土 土石の堆積 

完了検査 

（確認） 

申請書 

様式の〔注意〕に留意して記入すること。 

◯ 

様式第九 

◯ 

様式 

第十一 

省令第 40 条第

1 項、43 条第 1

項〔70 条第 1

項、第 73 条第

1 項〕 

工事進捗 

状況写真 

定期の報告等の事項のほか、工事の状況を記録

したもの。 
◯ ◯ 

 

委任状 
表 6-3 を参照 ◯ 

参考様式 

◯ 

参考様式 

 

 

6.9.3. 完了検査の項目 
完了検査の項目は表 6-17のとおりです。 

完了検査の際は、工事状況の記録写真及び管理書類等を整備してください。 

 

表 6-17 完了検査の項目（盛土・切土） 

工種 項目 判断基準 
検査方法 

確認方法 関連書類 

盛土 高さ 計画高さ（申請書類） 計測確認（高さ） 平面図、断面図

（完成形） 勾配 計画勾配（原則 30度以下） 計測確認（勾配） 

盛土材料 計画材料 書類確認（材料） 受入管理書類 

盛土施工 まき出し厚さ（おおむね

0.30ｍ以下） 

書類確認（転圧状況、

厚さ） 

締固め状況書類

（写真等） 

（まき出し厚

さ） 

原地盤の処理 伐開、表層処理、段切り、地

下水処理等の措置は適切か 

書類確認（基盤状況） 基盤状況書類

（写真等） 

切土 高さ 計画高さ（申請書類） 計測確認（高さ） 平面図、断面図

（完成形） 勾配 計画勾配 計測確認（勾配） 

切土地盤 想定地盤に対し、不良な地盤

でないか 

書類確認（地盤状況） 切土状況書類

（写真等） 

切土面 のり面の安定に影響を及ぼす

要因はないか 

書類確認（のり面状

況） 

擁壁 擁壁形式 計画形式（申請書類） 書類確認（擁壁形式） 擁壁状況書類

（図面、写真、

納品書等） 

擁壁形状 計画形状（材料、寸法等）

（申請書類） 

計測確認（擁壁形状） 擁壁状況書類

（図面、写真

等） 

基礎地盤 想定地盤に対し、不良な地盤

でないか 

書類確認（基盤状況） 基盤状況書類

（写真等） 

配筋 計画の配筋間隔、鉄筋の種

類、鉄筋径、かぶり厚さ等

（申請書類） 

書類確認（配筋状況） 配筋状況書類

（写真等） 
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水抜穴 計画の配置、材料、内径等

（申請書類） 

書類確認（水抜き穴） 水抜き穴状況書

類（写真等） 

崖面崩

壊防止

施設 

施設形式 計画形式（申請書類） 書類確認（施設形式） 施設状況書類

（図面、写真

等） 
施設形状 計画形状（申請書類） 計測確認（施設形状） 

基礎地盤 想定地盤に対し、不良な地盤

でないか 

書類確認（基盤状況） 基盤状況書類

（写真等） 

施設構造 計画構造（材料、寸法等）

（申請書類） 

計測確認（施設構造） 施設状況書類

（写真等） 

排水施

設 

施設配置 計画配置（位置、延長、間

隔、勾配等）（申請書類） 

書類確認（施設配置） 施設状況書類

（図面、写真

等） 

施設構造 計画構造（材料、管径、厚

さ、幅、勾配等）（申請書

類） 

計測確認（施設構造） 施設状況書類

（写真等） 

崖面の 

保護 

保護工種別 計画種別（申請書類） 書類確認（保護工種

別） 

保護工状況書類

（図面、写真

等） 施設形状 計画形状 計測確認（施設形状） 

崖面以

外の地

表面の 

保護 

保護工種別 計画種別（申請書類） 書類確認（保護工種

別） 

保護工状況書類

（図面、写真

等） 施設形状 計画形状 計測確認（施設形状） 

防災措

置 

防災措置の種

別 

計画種別（申請書類） 書類確認（防災措置の

種別） 

防災措置状況書

類（図面、写真

等） 施設形状 計画形状 計測確認（施設形状） 

※土石の堆積の撤去完了時の確認は立会いを基本とし、堆積された全ての土石が適切に除却されている

ことを確認します。（遠隔臨場や書類検査等で行う場合もあります。） 

 

6.10. 許可に基づく地位の承継 
6.10.1. 一般承継 

一般承継人とは、相続人のほか、合併後存続する法人（吸収合併の場合）又は合併により新たに設立

された法人（新設合併の場合）を指します。 

一般承継人は、工事主の有していた許可に基づく地位を引き継ぎます。一般承継のあったときは、軽

微な変更が必要となります。（軽微な変更は、「6.4.2 軽微な変更の届出に必要な書類〈届出〉」を参照） 

また、工事を継続する意志のないときは、工事の廃止の届出が必要となります。（工事の中止等の届

出は「6.6工事の中止等」を参照） 

 

6.10.2. 特定承継 
特定承継人とは、許可を受けた工事主から盛土等に関する工事を施行する権原を取得した者を指しま

す。 

特定承継のあったときは、改めて許可を受ける必要があります。 
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6.11. 申請手数料 
表 6-18 宅地造成及び特定盛土等に関する工事の許可申請手数料 

盛土又は切土をする土地の面積 手数料の額 

500 ｍ2以内のもの 21,000 円 

500 ｍ2を超え 1,000 ｍ2以内のもの 32,000 円 

1,000 〃 2,000 〃 44,000 円 

2,000 〃 3,000 〃 62,000 円 

3,000 〃 5,000 〃 72,000 円 

5,000 〃 10,000 〃 96,000 円 

10,000 〃 20,000 〃 150,000 円 

20,000 〃 40,000 〃 228,000 円 

40,000 〃 70,000 〃 354,000 円 

70,000 〃 100,000 〃 498,000 円 

100,000 ｍ2を超えるもの 642,000 円 

 変 更 許 可 手 数 料 

変更許可申請 1件につき、次に掲げる額を合算した金額 

①工事の設計の変更(②のみに該当する場合を除く。)については、盛土又は切土をする土地の面積

(②に規定する変更を伴う場合にあつては変更前の盛土又は切土をする土地の面積、盛土又は切土

をする土地の面積の縮小を伴う場合にあつては縮小後の盛土又は切土をする土地の面積)に応じ宅

地造成及び特定盛土等工事許可申請手数料に規定する額に 10分の 1を乗じて得た額 

②新たな土地の宅地造成区域への編入に係る宅地造成工事の計画の変更については、新たに編入され

る宅地造成区域の面積に応じ宅地造成工事許可申請手数料に規定する額 

③①又は②以外の変更については、10,000円 

※上記により算定した金額が 642,000円を超えるときは、その金額は、642,000円とする。 
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表 6-19 宅地造成及び特定盛土等に関する工事の中間検査申請手数料 

盛土又は切土をする土地の面積 手数料の額 

500 ｍ2以内のもの 10,000 円 

500 ｍ2を超え 1,000 ｍ2以内のもの 11,000 円 

1,000 〃 2,000 〃 12,000 円 

2,000 〃 3,000 〃 13,000 円 

3,000 〃 5,000 〃 15,000 円 

5,000 〃 10,000 〃 16,000 円 

10,000 〃 20,000 〃 17,000 円 

20,000 〃 40,000 〃 18,000 円 

40,000 〃 70,000 〃 20,000 円 

70,000 〃 100,000 〃 26,000 円 

100,000 ｍ2を超えるもの 27,000 円 
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表 6-20 土石の堆積に関する工事の許可申請手数料 

土石を堆積する土地の面積 手数料の額 

500 ｍ2以内のもの 16,000 円 

500 ｍ2を超え 1,000 ｍ2以内のもの 18,000 円 

1,000 〃 2,000 〃 21,000 円 

2,000 〃 3,000 〃 24,000 円 

3,000 〃 5,000 〃 34,000 円 

5,000 〃 10,000 〃 37,000 円 

10,000 〃 20,000 〃 44,000 円 

20,000 〃 40,000 〃 58,000 円 

40,000 〃 70,000 〃 78,000 円 

70,000 〃 100,000 〃 114,000 円 

100,000 ｍ2を超えるもの 138,000 円 

 変 更 許 可 手 数 料 

変更許可申請 1件につき、次に掲げる額を合算した金額 

①工事の設計の変更(②のみに該当する場合を除く。)については、土石の堆積を行う土地の面積(②

に規定する変更を伴う場合にあつては変更前の土石の堆積を行う土地の面積、土石の堆積を行う土

地の面積の縮小を伴う場合にあつては縮小後の土石の堆積を行う土地の面積)に応じ土石の堆積工

事許可申請手数料に規定する額に 10分の 1を乗じて得た額 

②新たな土地の土石の堆積を行う土地の面積への編入に係る工事の計画の変更については、新たに編

入される土石の堆積を行う土地の面積に応じ土石の堆積工事許可申請手数料に規定する額 

③①又は②以外の変更については、10,000円 

※上記により算定した金額が 138,000円を超えるときは、その金額は、138,000円とする。 
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7. 盛土等及びその他の工事に関する届出 
7.1. 特定盛土等規制区域内において行われる工事に関する届出 
7.1.1. 届出対象規模の盛土等に関する工事の届出 

特定盛土等規制区域内においては、比較的小規模な盛土等（表 4-1を参照）に関する工事を行う場合

は、工事主は届出が必要となります。 

 

7.1.2. 届出対象規模の盛土等に関する工事の届出に必要な書類 
特定盛土等規制区域内において届出対象規模の盛土等に関する工事の届出を行う場合は、工事着手日

の 30 日前までに、表 7-1 及び表 7-2 に示す書類等を提出してください。（提出方法は、「5.2 手続方法

及び窓口」を参照） 

 

表 7-1 盛土等に関する工事の届出書類一覧 

書類の種類 明示すべき事項等 
区分 

備考 
盛土・切土 土石の堆積 

届出書 

様式の〔注意〕と併せて、表 6-3 の許可申請書

の明示すべき事項等に留意して記入すること。 

◯ 

様式 

第十九 

◯ 

様式 

第二十 

省令第 58 条第

1 項 

土地及びその付

近の状況写真 

表 6-3 を参照 
◯ ◯ 

省令第 58 条第

1 項第 1 号 

氏名及び住所を

証する書類 

〈申請者が個人の場合〉 

 住民票の写し（発行日から 3ヶ月以内のもの） 
〈申請者が法人の場合〉 

 登記事項証明書 

 役員の住民票の写し（発行日から 3 ヶ月以内の

もの） 

◯ ◯ 

省令第 58 条第

1 項第 1 号 

公図の写し 
 発行日から 3 ヶ月以内のもの 

 工事に関する土地の境界を朱線等で囲むこと。 
◯ ◯ 

細則第 12 条第

1 項 

土地の登記事項

証明書 

 発行日から 3 ヶ月以内のもの 
◯ ◯ 

細則第 12 条第

1 項 

委任状 
表 6-3 を参照 ◯ 

参考様式 

◯ 

参考様式 

 

 

表 7-2 図面一覧 

図面の種類 明示すべき事項 縮尺 
区分 

備考 
盛土・切土 土石の堆積 

位置図 表 6-4 を参照 1:10,000

以上 
◯ ◯ 

省令第 58条第 1項第 1

号、第 2 項第 1 号 

地形図 表 6-4 を参照 1:2,500

以上 
◯ ◯ 

省令第 58条第 1項第 1

号、第 2 項第 1 号 

土地の平面図 表 6-4 を参照 1:2,500

以上 
◯ － 

省令第 58条第 1項第 1

号 

1:500 以

上 
－ ◯ 

省令第 58条第 2項第 1

号 

土地の断面図 表 6-4 を参照 1:2,500

以上 
◯ － 

省令第 58条第 1項第 1

号 

1:500 以

上 
－ ◯ 

省令第 58条第 1項第 1

号 

排水施設の平面

図 

表 6-4 を参照 1:500 以

上 
◯ ◯ 

省令第 58条第 1項第 1

号、第 2 項第 1 号 

崖の断面図 表 6-4 を参照 
1:50 以上 ◯ － 

省令第 58条第 1項第 1

号 

擁壁の断面図 表 6-4 を参照 
1:50 以上 ◯ － 

省令第 58条第 1項第 1

号 
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図面の種類 明示すべき事項 縮尺 
区分 

備考 
盛土・切土 土石の堆積 

擁壁の背面図 表 6-4 を参照 
1:50 以上 ◯ － 

省令第 58条第 1項第 1

号 

崖面崩壊防止施

設の断面図 

表 6-4 を参照 
1:50 以上 ◯ － 

省令第 58条第 1項第 1

号 

崖面崩壊防止施

設の背面図 

表 6-4 を参照 
1:50 以上 ◯ － 

省令第 58条第 1項第 1

号 

丈量図（求積

図） 

表 6-4 を参照 
指定なし ◯ ◯ 

細則第 12 条第 1 項 

公図の接合図 表 6-4 を参照 指定なし ◯ ◯ 細則第 12 条第 1 項 

 

7.1.3. 変更の届出に必要な書類 
特定盛土等規制区域内において行う届出対象規模の盛土等に関する工事の計画を変更する場合は、変

更後の工事着手日の 30日前までに、表 7-3に示す書類等を提出してください。（提出方法は、「5.2手続

方法及び窓口」を参照） 

 

表 7-3 届出書類及び図面一覧 

書類の種類 明示すべき事項等 
区分 

備考 
盛土・切土 土石の堆積 

変更届出書 

様式の〔注意〕と併せて、表 6-3 の許可申請書

の明示すべき事項等に留意して記入すること。 

◯ 

様式 

第二十一 

◯ 

様式 

第二十二 

省令第 61 条第

1 項、2 項 

工事計画の変更

に関する書類 

変更前後が分かるように見え消し、朱書き等し

たものを提出すること。 

〈土石の堆積〉 

工事着手以降の土石の搬入・搬出量が確認出来

る資料を提出すること。 

◯ ◯ 

省令第 61 条第

1 項、2 項 

委任状 
表 6-3 を参照 ◯ 

参考様式 

◯ 

参考様式 

 

※変更後の盛土等の規模が、許可対象規模（表 4-1を参照）に該当する場合は、当該工事に着手する前

に許可を受ける必要があります（許可申請は「6盛土等に関する工事の許可」を参照）。 

 

7.1.4. 災害を防止するため必要な措置 
特定盛土等規制区域内において行う届出対象規模の盛土等に関する工事は、政令で規定する技術的基

準に適合する必要はありません。 

ただし、当該工事の計画について、災害を防止するため必要があると判断される場合は、届出を受理

した日から 30 日以内に、工事の計画の変更その他必要な措置をとるべきことを勧告する場合がありま

す。 

災害を防止するため必要な措置の標準的な形状と構造の目安（必要性判断の目安）は、次のとおりで

す。 

 盛土（切土）のり面勾配が標準以下であること（盛土は 30°以下、切土はのり高及びのり面の土質等

に応じた標準的な勾配以下） 

 のり高 5ｍ程度ごとに幅 1ｍ～2ｍの小段が設置されていること 

 のり面緑化工又は構造物によるのり面保護工が設置されていること 

 ひな壇部分の傾斜が緩勾配であること（ひな壇部分の傾斜が 5°～10°以下であること） 

 擁壁構造が鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は間知石練積み造その他の練積み造であるこ

と 

 崖面崩壊防止施設が鋼製枠工、大型かご枠工、ジオテキスタイル補強土壁工等であること 

 排水施設が適切に設置されていること（表流水や湧水が適切に処理されていること） 

 盛土下に不安定な土層が認められる場合は、適切な盛土基礎地盤の処理を行うこと 
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7.1.5. 標識の掲示 
工事の届出をした場合は、届出に係る土地の見やすい場所に、表 6-7に示す事項を記載した標識を掲

示してください。 

 

7.1.6. 工事の中止等 
工事を中止、若しくは廃止する場合又は中止した工事を再開する場合は、すみやかに、表 6-8及び表 

6-9 に示す書類等を提出してください。（提出方法は、5.2手続方法及び窓口を参照） 

 

7.2. 規制区域指定時（令和 7 年 5 月 1 日）に行われている盛土等に関する工

事の届出 
7.2.1. 規制区域指定時に行われている盛土等に関する工事の届出に必要な書類 

規制区域指定時（令和 7 年 5 月 1 日）に盛土等に関する工事を既に行っている場合は、規制区域の指

定日から 21 日以内（令和 7 年 5 月 22 日まで）に、表 7-4 及び表 7-5 に示す書類等を提出してくださ

い。（提出方法は、「5.2手続方法及び窓口」を参照） 

 

表 7-4 規制区域指定時に行われている盛土等に関する工事の届出書類一覧 

書類の種類 明示すべき事項等 
区分 

備考 
盛土・切土 土石の堆積 

届出書 

様式の〔注意〕をよく読み記入すること。 ◯ 

様式 

第十五 

◯ 

様式 

第十六 

省令第 52 条第

1 項、3 項、第

82 条 

土地及びその付

近の状況写真 

政令第 23 条、25 条の規模※に該当する工事の場

合は、添付すること。 

表 6-3 を参照 

◯ ◯ 

省令第 52 条第

2 項、4 項、第

82 条 

委任状 
表 6-3 を参照 ◯ 

参考様式 

◯ 

参考様式 
 

 

表 7-5 図面一覧 

図面の種類 明示すべき事項 縮尺 
区分 

備考 
盛土・切土 土石の堆積 

位置図 政令第 23 条、25 条の規模※に

該当する工事の場合は、添付す

ること。 

表 6-4 を参照 

1:10,000

以上 
◯ ◯ 

省令第 52 条第 2 項、

4 項 

地形図 政令第 23 条、25 条の規模※に

該当する工事の場合は、添付す

ること。 

表 6-4 を参照 

1:2,500

以上 
◯ ◯ 

省令第 52 条第 2 項、

4 項 

土地の平面図 政令第 23 条、25 条の規模※に

該当する工事の場合は、添付す

ること。 

表 6-4 を参照 

1:2,500

以上 
◯ － 

省令第 52 条第 2 項 

1:500 以

上 
－ ◯ 

省令第 52 条第 4 項 

※表 6-14を参照 
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7.2.2. 変更の届出に必要な書類 
規制区域の指定時に既に行われている盛土等に関する工事の計画を変更する場合は、工事の着手日の

14 日前までに、表 7-6に示す書類等を提出してください。（提出方法は、「5.2 手続方法及び窓口」を参

照） 

 

表 7-6 変更届出書類及び図面一覧 

書類の種類 明示すべき事項等 
区分 

備考 
盛土・切土 土石の堆積 

変更届出書 

 ◯ 

第 14 号 

様式 

◯ 

第 14 号 

様式 

細則第 10 条第

1 項〔細則第

19 条第 1 項〕 

工事計画の変更

内容に関する書

類 

変更前後が分かるように見え消し、朱書き等し

たものを提出すること。 ◯ ◯ 

細則第 10 条第

1 項〔細則第

19 条第 1 項〕 

委任状 
表 6-3 を参照 ◯ 

参考様式 

◯ 

参考様式 
 

※変更により増加する盛土等の規模が、規制対象規模（表 4-1を参照）に該当する場合は、その変更増

分について、当該工事に着手する前に許可等を受ける必要があります。（許可申請は「6 盛土等に関す

る工事の許可」、届出は「7.1特定盛土等規制区域内において行われる工事に関する届出」を参照） 

 

7.2.3. 工事の中止等 
工事を中止、若しくは廃止する場合又は中止した工事を再開する場合は、すみやかに、表 6-8及び表 

6-9 に示す書類等を提出してください。（提出方法は、「5.2手続方法及び窓口」を参照） 

 

7.3. 擁壁等その他の施設の除却に関する工事の届出 
7.3.1. 擁壁等その他の施設の除却に関する工事の届出に必要な書類 

各規制区域内において、次の施設の全部又は一部の除却に関する工事を行う場合は、工事の着手日の

14 日前までに表 7-7に示す書類等を提出してください。（提出方法は、「5.2 手続方法及び窓口」を参照） 

 高さが 2ｍ超の擁壁又は崖面崩壊防止施設 

 地表水等を排除するための排水施設 

 地滑り抑止ぐい等 

 

表 7-7 擁壁等その他の施設の全部又は一部の除却に関する工事の届出書類一覧 
書類の種類 明示すべき事項等 備考 

届出書 

（様式第十七） 

様式の〔注意〕をよく読み記入すること。 省令第 55 条、85 条 

委任状 表 6-3 を参照  

 

7.3.2. 変更の届出に必要な書類 
各規制区域内において行う、擁壁等その他の施設の全部又は一部の除却に関する工事の計画を変更す

る場合は、工事の着手日の 14 日前までに、表 7-8 に示す書類等を提出してください。（提出方法は、

「5.2手続方法及び窓口」を参照） 

 

表 7-8 変更届出書類一覧 
書類の種類 明示すべき事項等 備考 

変更届出書 

（第 15 号様式） 

様式の〔注意〕をよく読み記入すること。 細則第 10 条第 2 項〔細則第

19 条第 2 項〕 

委任状 表 6-3 を参照  
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7.3.3. 工事の中止等 
工事を中止、若しくは廃止する場合又は中止した工事を再開する場合は、すみやかに、表 6-8及び表 

6-9 に示す書類等を提出してください。（提出方法は、「5.2手続方法及び窓口」を参照） 

 

7.4. 公共施設用地を転用する場合の届出 
7.4.1. 公共施設用地を転用する場合の届出に必要な書類 

各規制区域内において、公共施設用地を公共施設用地以外に転用する場合は、転用した日から 14日以

内に、表 7-9に示す書類等を提出してください。（提出方法は、「5.2手続方法及び窓口」を参照） 

表 7-9 公共施設用地を転用する場合の届出書類一覧 
書類の種類 明示すべき事項等 備考 

届出書 

（様式第十八） 

様式の〔注意〕をよく読み記入すること。 省令第 56 条、86 条 

委任状 表 6-3 を参照  
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8. 許可の特例 
8.1. 国又は都道府県等が行う工事に関する特例 
8.1.1. 協議による許可のみなし 

各規制区域内において許可を要する盛土等に関する工事（表 4-1を参照）を国又は都道府県等が行う

場合は、許可権者との「協議」が成立することをもって、許可があったものとみなします。 

なお、工事の計画を変更する場合も協議を行う必要があります。 

 

表 8-1 国又は都道府県等が行う工事 

行為 定義 

国又は都道府県等※1が行う工事 

（法第 15条第 1項〔法第 34条

第 1項〕） 

国又は都道府県、指定都市若しくは中核市が各規制区域内にお

いて行う盛土等に関する工事については、都道府県知事との協議

が成立することをもって法第 12条第 1項〔法第 30条第 1項〕の許

可があったものとみなす。 

※1「国又は都道府県等」には、以下の法人を含みます。 

法人 根拠法令 

地方住宅供給公社 地方住宅供給公社法施行令第 2条第 1項第 6号 

土地開発公社 

（市町村とみなすものを除

く。） 

公有地の拡大の推進に関する法律施行令第 9条第 1項 

日本下水道事業団 日本下水道事業団法施行令第 7条第 1項第 6号 

独立行政法人鉄道建設・運輸 

施設整備支援機構 

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第 28 条第

1項第 6号 

独立行政法人水資源機構 独立行政法人水資源機構法施行令第 56条第 1項第 6号 

独立行政法人都市再生機構 独立行政法人都市再生機構法施行令第 34 条第 1項第 7号 

国立大学法人 国立大学法人法施行令第 25条第 1項第 20 条 

独立行政法人国立高等専門学校

機構 

独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第 2条第 1項第 9条 

国立研究開発法人森林研究・ 

整備機構 

国立研究開発法人森林研究・整備機構法施行令第 14 条第 1 項第 4

項 

 

8.1.2. 協議に係る標準処理期間 
「3 標準処理期間」を準用するものとします。この場合、「許可」は「協議」と読み替えるものとしま

す。 

 

8.1.3. 国又は都道府県等が行う工事の協議に必要な書類 
各規制区域において許可を要する盛土等に関する工事（表 4-1を参照）を国又は都道府県等が行う場

合は、表 8-2 及び表 8-3に示す書類等を提出してください。（提出方法は、「5.2手続方法及び窓口」を

参照） 

 

表 8-2 協議書類一覧 

書類の種類 明示すべき事項等 
区分 

備考 
盛土・切土 土石の堆積 

協議申出書 

様式の〔注意〕と併せて、表 6-3 の許可申請書

の明示すべき事項等に留意して記入すること。 
◯ 

第６号 

様式 

◯ 

第７号 

様式 

細則第 5 条第 1

項、2 項〔細則

第 14第 1項、2

項〕 

鉄筋（無筋）コ

ンクリート擁壁

又は崖面崩壊防

表 6-3 を参照 

◯ － 

細則第 5 条第 1

項、2 項〔細則

第 14第 1項、2

項〕 
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書類の種類 明示すべき事項等 
区分 

備考 
盛土・切土 土石の堆積 

止施設の構造計

算書 

土質試験等に基

づく地盤の安定

計算書 

表 6-3 を参照 

◯ － 

細則第 5 条第 1

項〔細則第 14

第 1 項〕 

盛土全体の安定

計算書 

表 6-3 を参照 

◯ － 

細則第 5 条第 1

項〔細則第 14

第 1 項〕 

土量計算書 表 6-3 を参照 ◯ ◯  

排水施設の排水

計算書 

表 6-3 を参照 
◯ ◯ 

 

堆積した土石の

崩壊防止措置の

設計書 

表 6-3 を参照 

－ ◯ 

細則第 5 条第 2

項〔細則第 14

条第 2 項〕 

土砂の流出防止

措置の設計書 

表 6-3 を参照 

－ ◯ 

細則第 5 条第 2

項〔細則第 14

条第 2 項〕 

設計者の資格者

証 

表 6-3 を参照 
◯ － 

 

土地及びその付

近の状況写真 

表 6-3 を参照 

◯ ◯ 

細則第 5 条第 1

項、2 項〔細則

第 14 条第 1

項、2 項〕 

土地の登記事項

証明書 

表 6-3 を参照 

◯ ◯ 

細則第 5 条第 1

項、2 項〔細則

第 14第 1項、2

項〕 

工事工程表 表 6-3 を参照 ◯ ◯  

関係法令チェッ

クリスト 

表 6-3 を参照 ◯ 

参考様式 

◯ 

参考様式 

 

国土交通大臣に

よる擁壁の認定

書 

表 6-3 を参照 

◯ ◯ 

 

 

表 8-3 図面一覧 

図面の種類 明示すべき事項 縮尺 
区分 

備考 
盛土・切土 土石の堆積 

位置図 

表 6-4 を参照 
1:10,000

以上 
◯ ◯ 

細則第 5 条第 1 項、2

項〔細則第 14第 1

項、2 項〕 

地形 

表 6-4 を参照 
1:2,500

以上 
◯ ◯ 

細則第 5 条第 1 項、2

項〔細則第 14第 1

項、2 項〕 

土地の平面図 

表 6-4 を参照 1:2,500

以上 
◯ － 

細則第 5 条第 1 項〔細

則第 14第 1 項〕 

表 6-4 を参照 1:500 以

上 
－ ◯ 

細則第 5 条第 2 項〔細

則第 14 条第 2 項〕 

土地の断面図 

表 6-4 を参照 1:2,500

以上 
◯ － 

細則第 5 条第 1 項〔細

則第 14第 1 項〕 

表 6-4 を参照 1:500 以

上 
－ ◯ 

細則第 5 条第 2 項〔細

則第 14 条第 2 項〕 
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排水施設の 

平面図 

表 6-4 を参照 
1:500 以

上 
◯ ◯ 

細則第 5 条第 1 項、2

項〔細則第 14第 1

項、2 項〕 

崖の断面図 
表 6-4 を参照 

1:50 以上 ◯ － 
細則第 5 条第 1 項〔細

則第 14第 1 項〕 

擁壁の断面図 
表 6-4 を参照 

1:50 以上 ◯ － 
細則第 5 条第 1 項〔細

則第 14第 1 項〕 

擁壁の背面図 
表 6-4 を参照 

1:50 以上 ◯ － 
細則第 5 条第 1 項〔細

則第 14第 1 項〕 

崖面崩壊防止施

設の断面図 

表 6-4 を参照 
1:50 以上 ◯ － 

細則第 5 条第 1 項〔細

則第 14第 1 項〕 

崖面崩壊防止施

設の背面図 

表 6-4 を参照 
1:50 以上 ◯ － 

細則第 5 条第 1 項〔細

則第 14第 1 項〕 

防災工事計画図 表 6-4 を参照 指定なし ◯ －  

丈量図 

（求積図） 

表 6-4 を参照 
指定なし ◯ ◯ 

 

公図の接合図 表 6-4 を参照 指定なし ◯ ◯  

 

8.1.4. 協議の成立 
協議の成立は、許可権者からの協議成立通知書の通知をもって行います。 

 

8.1.5. 変更協議等に必要な書類 
協議が成立した国又は都道府県等が行う工事の計画を変更する場合は、表 8-4に示す書類等を提出し

てください。（提出方法は、「5.2手続方法及び窓口」、軽微な変更の場合は、「6.4.2軽微な変更の届出に

必要な書類」を参照） 

表 8-4 変更協議書類一覧 

書類の種類 明示すべき事項等 
区分 

備考 
盛土・切土 土石の堆積 

変更協議申出書 

様式の〔注意〕と併せて、表 6-3 の許可申請書

の明示すべき事項等に留意して記入すること。 
◯ 

第 10 号 

様式 

◯ 

第 11 号 

様式 

細則第 7 条第 1

項、2 項〔細則

第 16第 1項、2

項〕 

工事計画の変更

内容に関する書

類 

表 6-5 を参照 

◯ ◯ 

細則第 7 条第 1

項、2 項〔細則

第 16第 1項、2

項〕 

 

8.1.6. 国又は都道府県等が行う工事の手続等の留意事項 
協議が成立した、国又は都道府県等が行う工事は、標識の掲示、工事の中止（事業中止、事業休止等）

等の届出、完了検査等のほか、工事の規模等に応じて、中間検査、定期報告を行う必要があります。

（標識の掲示は、「6.5 標識の掲示」、工事の中止等の届出は「6.6 工事の中止等」、中間検査は「6.7 中

間検査」、定期報告は「6.8 定期の報告」、完了検査等は「6.9完了検査等」を参照） 

また、「7.1.1 届出対象規模の盛土等に関する工事の届出」に示す工事は、国又は都道府県等が行う場

合においても、同様に届出が必要です。 
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8.2. 都計法の開発許可を受けた工事に関する特例 
8.2.1. 開発許可による許可等のみなし 

都計法第 29条第 1項又は第 2項の許可を受けた工事については、盛土規制法の許可をうけたものとみ

なします。 

なお、開発許可工事（変更許可を含む）については、特定盛土等規制区域内において行われる工事に

関する届出（変更の届出を含む）をしたものとみなします。 

 

表 8-5 都計法の開発許可を受けた工事 

行為 定義 

都計法の開発許可を受けた工事 

（法第 15条第 2項〔法第 34条第 2

項〕） 

都計法第 29条第 1項又は第 2項の許可を受けた工事について

は、法第 12 条第 1 項〔法第 30 条第 1 項〕の許可を受けたもの

とみなす。 

 

8.2.2. 計画変更 
工事の計画を変更する場合、都計法に基づく開発の変更許可を受けたものは、盛土規制法の変更許可

を受けたものとみなします。一方、当初の開発許可時には盛土規制法の許可対象に該当せず、開発許可

の変更許可時に盛土規制法の許可対象に該当した場合は、盛土規制法に基づく許可申請を行う必要があ

ります。（「6盛土等に関する工事の許可」を参照）。 

なお、軽微な変更については、都計法第 35条の 2第 3項の規定による届出（軽微な変更の届出）をし

た工事は、盛土規制法における「6.4.2 軽微な変更の届出に必要な書類〈届出〉」に示す届出をしたもの

とみなします。 

 

8.2.3. 完了検査 
都計法の開発許可を受けた工事について、同法第 36条第 1項の規定による届出（工事完了の届出）及

び同条第 2 項の規定により交付された検査済証は、盛土規制法の規定による完了検査の申請及び検査済

証とみなされます。 

 

8.2.4. 都計法の開発許可を受けた工事における手続等の留意事項 
盛土規制法の「みなし許可」となる開発許可工事は、標識の掲示、工事の中止等の届出のほか、工事

の規模等に応じて、中間検査、定期報告を行う必要があります。（標識の掲示は、「6.5 標識の掲示」、工

事の中止等の届出は「6.6 工事の中止等」、中間検査は「6.7 中間検査」、定期報告は「6.8 定期の報告」

を参照） 
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9. 法の規定に適合していることを証する書面の交付 
建基法第 6 条第 1 項等の規定による確認済証の交付を受けようとする場合又は畜舎等の建築等及び利

用の特例に関する法律第 3 条第 1 項の認定を受けようとする場合に、その盛土等が法の規定に適合して

いることを証する書面が必要な場合は、表 9-1及び表 9-2に示す書類等により交付請求してください。

（提出方法は、「5.2手続方法及び窓口」を参照） 

本適合証明書は、法第 12 条第 1 項、第 16 条第 1 項、第 30 条第 1 項若しくは第 35 条第 1 項の許可を

受けたことを証明するものであり、既存の盛土や擁壁等の安全性を証明するものではありません。 

また、単に政令に定める規模等の要件を満たさず宅地造成等の定義から外れる場合には、交付の対象

となりません。そのため、交付の対象とならない盛土等は、各窓口へ問い合わせてください。 

なお、完了検査後、期間が経過している場合には、維持管理の状況次第で盛土規制法に適合している

かどうかの判断をしかねることから、証明書は発行していません。 

 

表 9-1 適合証明書の交付請求に要する書類一覧 

書類の種類 明示すべき事項等 
区分 

備考 
盛土・切土 土石の堆積 

交付請求書 

 該当条項 

 建築物又は特定工作物の用途 

 建築又は建設場所 

 許可等の年月日及び番号 

◯ 

参考様式 

◯ 

参考様式 
 

土地及びその付

近の状況写真 

表 6-3 を参照 
◯ ◯ 

 

土地の登記事項

証明書 

 発行日から 3 ヶ月以内のもの 
◯ ◯ 

 

法令許可等の写

し 

政令や省令で許可不要と位置付けられている工

事に該当することを証する書類として添付するこ

と。（表 4-2 を参照） 

◯ ◯ 

 

その他必要書類 別途指示するもの ◯ ◯  

 

表 9-2 図面一覧 

図面の種類 明示すべき事項 縮尺 
区分 

備考 
盛土・切土 土石の堆積 

位置図 
表 6-4 を参照 1:10,000

以上 
◯ ◯ 

 

地形図 
表 6-4 を参照 1:2,500

以上 
◯ ◯ 

 

土地の平面図 

表 6-4 を参照 1:2,500

以上 
◯ － 

 

1:500 

以上 
－ ◯ 

 

建築物配置図 
増築の場合は、増築部分が分

かるように図示すること。 
指定なし ◯ ◯ 

 

土地の断面図 

表 6-4 を参照 1:2,500

以上 
◯ － 

 

表 6-4 を参照 1:500 

以上 
－ ◯ 

 

丈量図 

（求積図） 

表 6-4 を参照 
指定なし ◯ ◯ 

 

公図の接合図 表 6-4 を参照 指定なし ◯ ◯  

 



 

42 

 

10. 監督処分・改善命令等 
各規制区域において行う許可対象の盛土等に関して、無許可で造成した場合や、中間検査及び完了検

査等の規定に違反した場合又は技術的基準違反など許可制度に違反した場合には、工事施行停止命令や、

技術的基準へ適合させるための災害防止措置命令等の監督処分の対象となります。 

また、許可対象外の盛土等や、法の規制運用開始前に造成された、いわゆる既存盛土等についても、

災害の発生のおそれがある場合には、災害発生のおそれを除去するために必要な工事の命令等の改善命

令の対象となります。 

 

10.1. 都道府県知事の権限と行政処分等の対象者 
盛土等の危険性等を判断するための対応、危険な盛土等を発見した場合の緊急対応、監督処分や改善

命令等の行政処分等、行政処分に従わない場合に適用される行政代執行等に関する規定は表 10-1 のと

おりです。 

表 10-1 都道府県知事の権限と行政処分等の対象者 

  条項 
概要 

（都道府県知事の権限） 
対象者 

現

状

把

握 

立入検査 法第 24条〔法第

43 条〕 

行政処分等を行うために必要がある

場合に、盛土等が行われている土地へ

立ち入り、当該土地や当該土地におい

て行われている工事の状況を検査する

こと 

― 

報告徴取 法第 25条〔法第

44 条〕 

土地又はその土地で行われている盛

土等の工事の状況について報告を求め

ること 

土地の所有者・管理

者・占有者 

緊

急

対

応 

監督処分 法第 20条第 4項

〔法第 39条第 4

項〕 

左記条文に定められている要件を満

たす場合に、弁明の機会の付与手続を

省略し、行われている工事の停止命令

を行うこと（緊急工事施行停止命令） 

工事主/工事請負⼈

（下請人含む）/現

場管理者/工事従事

者 

行政代執行 法第 20条第 5項

第 3号〔法第 39

条第 5項第 3

号〕 

緊急時に災害防止措置命令を省略し

て、行政庁が自ら災害防止措置を講ず

ること（特別緊急代執行） 
― 

行

政

処

分

等 

監督処分 法第 20条第 1項

〔法第 39条第 1

項〕 

工事の許可の取消し 偽りその他不正な手

段により許可を受け

た者/条件に違反し

た者（工事主） 

法第 20条第 2項

〔法第 39条第 2

項〕 

工事施行停止命令や、災害防止措置

命令を対象者に発すること 

工事主/工事請負人

（下請人含む）/現

場管理者 

法第 20条第 3項

〔法第 39条第 3

項〕 

工事が行われた土地の使用禁止・制

限、災害防止措置命令を対象者に発す

ること 

土地の所有者・管理

者・占有者/工事主 

改善命令等 法第 23条第 1項

〔法第 42条第 1

項〕 

改善命令を対象者に発すること 土地又は擁壁等の所

有者・管理者・占有

者 
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  条項 
概要 

（都道府県知事の権限） 
対象者 

法第 23条第 2項

〔法第 42条第 2

項〕 

改善命令を対象者に発すること その行為をした者

（土地所有者等以外

の者で、宅地造成等

に関する不完全な工

事その他の行為によ

って災害の発生のお

それが生じたことが

明らかである行為を

した者） 

法第 22条第 2項

〔法第 41条第 2

項〕 

災害の防止のため必要があると認め

るときの、災害防止のため必要な措置

の勧告 

土地の所有者・管理

者・占有者/工事主/

工事施行者 

行

政

処

分

に

従

わ

な

い

場

合

等 

行政代執行 法第 20条第 5項

第 1号〔法第 39

条第 5項第 1

号〕 

緩和代執行として、行政庁が自らの

判断で災害防止措置を講ずること 
― 

法第 20条第 5項

第 2号〔法第 39

条第 5項第 2

号〕 

災害防止措置を命ずるべき者を確知

できない場合の略式代執行 
― 

(告発) 罰条（法第 55条

〜法第 61条） 

警察に告発し、違反者の処罰を求め

ること 違反者 
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11. 罰則 
必要な許可を受けずに盛土等に関する工事を行った場合、違反者に対して、3 年以下の拘禁刑又は

1,000万円以下の罰金罰則が科せられます。 

 

表 11-1 違反行為および罰則規定 

違反行為 条項 対象 
法定刑 

法人重科 
拘禁刑 罰金 

無許可工事 法第 55 条

第 1項第 1

号〔法第

55条第 1

項第 2

号〕 

許可を受けずに盛土等に関す

る工事をした者 

3年以下 1000万円

以下 

3億円以下

(法第 60条第

1号) 

虚偽申請 法第 55 条

第 1項第 3

号 

偽りその他不正な手段により

許可を受けた者 

3年以下 1000万円

以下 

3億円以下

(法第 60条第

1号) 

立入検査拒否

等 

法第 56 条

第 4号 

立入検査を拒み、妨げ、又は

忌避した者 

1年以下 300万円

以下 

300万円以下

(法第 60条第

3号) 

報告徴取拒否

等 

法第 58 条

第 5号 

報告徴取で報告をせず、又は

虚偽の報告をした者 

6月以下 30万円以

下 

30万円以下

(法第 60条第

3号) 

命令違反（監

督処分） 

法第 55 条

第 1項第 4

号 

監督処分(法第 20条第 2項か

ら第 4項〔法第 39条第 2項

から第 4項〕)に違反した者 

3年以下 1000万円

以下 

3億円以下

(法第 60条第

1号) 

命令違反（改

善命令） 

法第 56 条

第 3号 

改善命令に違反した者、法第

27 条第 1項の規定による届出

に対する勧告に違反した者 

1年以下 300万円

以下 

1億円以下

(法第 60条第

2号) 

技術的基準違

反 

法第 55 条

第 2項及

び第 3項 

技術的基準（法第 13 条第 1

項〔法第 31条第 1項〕）に違

反して工事の設計をした者

（設計図書を用いない又は設

計図書に従わないで工事を施

行した場合は工事施行者）※

上記の違反行為が工事主等

（工事主、又はその代理人、

使用人その他の従業者）の故

意によるときは、その者を含

む 

3年以下 1000万円

以下 

3億円以下

(法第 60条第

1号) 

中間検査・完

了検査違反 

法第 56 条

第 1号 

完了検査（土石の堆積の場

合、完了確認）、中間検査を

申請せず、又は虚偽の申請を

した者 

1年以下 300万円

以下 

300万円以下

(法第 60条第

3号) 

定期報告違反 法第 56 条

第 2号 

定期報告をせず、又は虚偽の

報告をした者 

1年以下 300万円

以下 

300万円以下

(法第 60条第

3号) 

特定盛土等規

制区域におけ

る工事の届出

違反 

〔法第 57

条〕 

工事の届出をしないで工事を

行い、又は虚偽の届出をした

者 

1年以下 100万円

以下 

100万円以下

(法第 60条第

3号) 
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違反行為 条項 対象 
法定刑 

法人重科 
拘禁刑 罰金 

基礎調査のた

めの土地の立

入り拒否等 

法第 58 条

第 1号 

基礎調査における土地の立入

りを拒み、又は妨げた者 

6月以下 30万円以

下 

30万円以下

(法第 60条第

3号) 

区域指定時の

工事の届出違

反 

法第 58 条

第 3号 

法第 21条第 1項〔法第 40条

第 1項〕の規定に違反し、区

域指定時に行っている工事に

ついて届出しなかった、また

は虚偽の届出をした者 

6月以下 30万円以

下 

30万円以下

(法第 60条第

3号) 

擁壁等に関す

る工事の届出

違反 

法第 58 条

第 4号 

法第 21条第 3項〔法第 40条

第 3項〕の規定に違反し、擁

壁等に関する工事について届

出をしなかった、または虚偽

の届出をした者 

6月以下 30万円以

下 

30万円以下

(法第 60条第

3号) 

公共施設用地

の転用の届出

違反 

法第 58 条

第 3号 

法第 21条第 4項〔法第 40条

第 4項〕の規定に違反し、公

共施設用地の転用について届

出をしなかった、または虚偽

の届出をした者 

6月以下 30万円以

下 

30万円以下

(法第 60条第

3号) 

標識掲示義務

違反 

法第 59 条 許可を受けている旨の標識を

掲示しなかった者 

 50万円以

下 

50万円以下

(法第 60条第

3号) 

軽微な変更の

届出違反 

法第 61 条 軽微な変更の届出をせず又は

虚偽の届出をした者 

 30万円以

下※1 

 

※1 第 61条「軽微な変更の届出」に違反した場合は「罰金」ではなく「過料」が科せられます。 
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12. 関係法令等 
表 12-1 盛土等の規制を行う土地利用規制関係法令等 

法令等名称 区域名 盛土等に係る許可対象規模 罰則 

都計法 

都市計画区域（線引き都市計画

区域（市街化区域）） 
1,000ｍ2以上 

罰金 50万円 

都市計画区域（線引き都市計画

区域（市街化調整区域）） 
全て 

都市計画区域（非線引き都市計

画区域） 
3,000ｍ2以上 

準都市計画区域 3,000ｍ2以上 

都市計画区域及び準都市計画区

域外 
1ｈａ以上 

農地法 農地 全て 

拘禁刑 3年又は

罰金 300万円 

(法人の場合 1

億円) 

農業振興地域の整

備に関する法律 
農業振興地域のうち農用地区域 全て 

拘禁刑 1年又は

罰金 50万円 

森林法 

保安林 全て 

拘禁刑 3年又は

罰金 300万円 地域森林計画対象民有林 

面積 1ｈａ超（太陽光発電設備設

置の場合は 0.5ｈａ超） 

※上記の面積以下の開発に伴い

森林の伐採を行う場合には、

森林法に基づく届出が必要 

自然公園法 

国立・国定公園のうち特別保護

地区 
全て 拘禁刑 1年又は

罰金 100万円 
国立・国定公園のうち特別地域 全て 

国立・国定公園のうち普通地域 高さ 5ｍ又は面積 200ｍ2超 罰金 30万円 

自然環境保全法 

原生自然環境保全地域 全て 
拘禁刑 1年又は

罰金 100万円 自然環境保全地域内のうち特別

地区 
全て 

自然環境保全地域内のうち普通

地区 
全て 罰金 30万円 

砂防法 砂防指定地 各条例による 
拘禁刑 1年又は

罰金 2万円 

急傾斜地の崩壊に

よる災害の防止に

関する法律 

急傾斜地崩壊危険区域 

全て(但し,急傾斜地の下端に隣

接する急傾斜地以外の土地の区

域では、高さ 2ｍ以下の盛土等は

許可不要) 

拘禁刑 1年又は

罰金 10万円 

地すべり等防止法 地すべり防止区域 
載荷重 10t/m2以上の土石等の集

積等 

拘禁刑 1年又は

罰金 10万円 

大分県土砂等のた

い積行為の規制に

関する条例 

県内（大分市除く。） 埋立地の面積 3,000ｍ2以上 
拘禁刑 1年又は

罰金 100万円 
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13. その他 
13.1. 複数の規制区域にまたがる盛土等に対する許可・届出の考え方 

複数の規制区域にまたがる盛土等に対する許可・届出の考え方は以下のとおりです。 

 
 

13.2. 建築物等との関係 
建築物等の工作物の建築・築造・解体（建築物の基礎等の撤去）に伴う床掘及び埋戻しについては、

土地の形質変更と取り扱わない（盛土規制法の規制対象外）ことから許可不要です。 

 

 

13.3. 窪地の取り扱い 
1) 窪地を四方の高さに合わせて嵩上げするケース 

四方の土地より低い窪地を四方の高さに合わせて嵩上げを行い平坦になる場合や、平坦な面を基準と

して工事完了後の盛土の高さや面積が規制対象規模を超えない場合は、規制対象とはなりません。 
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2) 盛土による堤体を有する人工池を埋めるケース 

盛土による堤体を有する貯水池等の人工池を埋める際は、当該堤体も一体的な盛土として扱い、堤体

の基礎地盤面を基準として工事完了後の盛土の高さや面積が規制対象規模を超える場合は、規制対象と

なります。 

 

 
 

 



 

 

  



 

 

【技術基準編】 
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14. 総則 
14.1. 対象範囲 

技術基準編は、法に基づく許可等（法第 12 条、第 15 条、第 16 条、第 30 条、第 34 条、第 35 条）を

必要とする盛土等に関する工事を対象とします。 

 

14.2. 関連指針等 
盛土等に関する工事の計画の策定に当たっては、法令、本手引のほか、「盛土等防災マニュアル」、

「盛土等防災マニュアルの解説」（盛土等防災研究会編集，令和 5 年 11 月）等を参考にするものとしま

す。 
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15. 盛土等に関する工事の技術的基準等 
【法】 

（宅地造成等に関する工事の技術的基準等） 

第十三条 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事（前条第一項ただし

書に規定する工事を除く。第二十一条第一項において同じ。）は、政令（その政令で都道府県の規

則に委任した事項に関しては、その規則を含む。）で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設そ

の他の政令で定める施設（以下「擁壁等」という。）の設置その他宅地造成等に伴う災害を防止す

るため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。 

 

（特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の技術的基準等） 

第三十一条 特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する工事（前条

第一項ただし書に規定する工事を除く。第四十条第一項において同じ。）は、政令（その政令で都

道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。）で定める技術的基準に従い、擁壁等

の設置その他特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたもので

なければならない。 

〔解説〕 

盛土等に関する工事を行う場合、盛土等に伴う災害を防止するため必要な措置を講じてください。こ

れらの措置は、政令で定める技術的基準に適合する必要があります。 

 

 
※1「崖」とは、地表面が水平面に対し 30 度を超える角度をなす土地で、硬岩盤（風化の著しいものを

除く。）以外のものをいいます。 

※2 住宅等の建築物を建築する地盤には崖面崩壊防止施設（鋼製枠工等）は設置できません。 

※3 道路の路面の部分その他の植栽、芝張り等の措置の必要がないことが明らかな地盤面を除きます。 

図 15-1 土地の形質の変更に係る技術的基準（政令）全般の概念図 

[国土交通省都市局都市安全課・農林水産省農村振興局農村計画課・林野

庁森林整備部治山課, 盛土規制法マニュアル（事業者用）, 令和 5年 3月] 
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※ 堆積する土石の高さが 5ｍ超の場合、当該高さの 2倍を超える幅の空地の確保が必要です。 

※ 上記は技術的基準を満たす堆積方法の一例であり、施設を設置すること等により、空地の確保が不要

となる場合もあります。 

図 15-2 土石の堆積に係る技術的基準（政令）全般の概念図 

[国土交通省都市局都市安全課・農林水産省農村振興局農村計画課・林

野庁森林整備部治山課, 盛土規制法マニュアル（事業者用）, 令和 5年

3 月] 

 

表 15-1 政令で定める技術的基準 

政令 技術的基準 

第 7条 地盤について講ずる措置 

第 8条 擁壁の設置 

第 9条 鉄筋コンクリート造等の擁壁の構造 

第 10条 練積み造の擁壁の構造 

第 11条 設置しなければならない擁壁についての建築基準法施行令の準用 

第 12条 擁壁の水抜穴 

第 13条 任意に設置する擁壁についての建築基準法施行令の準用 

第 14条 崖面崩壊防止施設の設置 

第 15条 崖面及びその他の地表面について講ずる措置 

第 16条 排水施設の設置 

第 17条 特殊の材料又は構法による擁壁 

第 18条 特定盛土等に関する工事（第 7条から第 17条までの規定の準用） 

第 19条 土石の堆積に関する工事 
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16. 地盤について講ずる措置に関する技術的基準 
【政令】 

（地盤について講ずる措置に関する技術的基準） 

第七条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち地盤について講

ずる措置に関するものは、次に掲げるものとする。 

一 盛土をする場合においては、盛土をした後の地盤に雨水その他の地表水又は地下水（以下「地

表水等」という。）の浸透による緩み、沈下、崩壊又は滑りが生じないよう、次に掲げる措置を

講ずること。 

イ おおむね三十センチメートル以下の厚さの層に分けて土を盛り、かつ、その層の土を盛るご

とに、これをローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固めること。 

ロ 盛土の内部に浸透した地表水等を速やかに排除することができるよう、砂利その他の資材を

用いて透水層を設けること。 

ハ イ及びロに掲げるもののほか、必要に応じて地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他

の土留（以下「地滑り抑止ぐい等」という。）の設置その他の措置を講ずること。 

二 著しく傾斜している土地において盛土をする場合においては、盛土をする前の地盤と盛土とが

接する面が滑り面とならないよう、段切りその他の措置を講ずること。 

２ 前項に定めるもののほか、法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準

のうち盛土又は切土をした後の地盤について講ずる措置に関するものは、次に掲げるものとする。 

一 盛土又は切土（第三条第四号の盛土及び同条第五号の盛土又は切土を除く。）※1 をした後の土

地の部分に生じた崖の上端に続く当該土地の地盤面には、特別の事情がない限り、その崖の反対

方向に雨水その他の地表水が流れるよう、勾配を付すること。 

二 山間部における河川の流水が継続して存する土地その他の宅地造成に伴い災害が生ずるおそれ

が特に大きいものとして主務省令で定める土地※2 において高さが十五メートルを超える盛土をす

る場合においては、盛土をした後の土地の地盤について、土質試験その他の調査又は試験に基づ

く地盤の安定計算を行うことによりその安定が保持されるものであることを確かめること。 

三 切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生じないよう、地

滑り抑止ぐい等の設置、土の置換えその他の措置を講ずること。 

 

※1  

【政令】 

（宅地造成及び特定盛土等） 

第三条 法第二条第二号及び第三号の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。 

一 盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートルを超える崖を生ずることとなる

もの 

二 切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなる

もの 

三 盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さが二メー

トルを超える崖を生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土（前二号に該当する盛土又は

切土を除く。） 

四 （略） 

五 （略） 

 

※2  

【省令】 

（宅地造成又は特定盛土等に伴い災害が生ずるおそれが特に大きい土地） 

第十二条 令第七条第二項第二号（令第十八条及び第三十条第一項において準用する場合を含む。）

の主務省令で定める土地は、次に掲げるものとする。 

一 山間部における、河川の流水が継続して存する土地 

二 山間部における、地形、草木の生茂の状況その他の状況が前号の土地に類する状況を呈してい

る土地 
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三 前二号の土地及びその周辺の土地の地形から想定される集水地域にあつて、雨水その他の地表

水が集中し、又は地下水が湧出するおそれが大きい土地 

〔解説〕 

盛土又は切土に伴い、地盤に措置を講ずる場合は、次の各事項に留意してください。 

1) 盛土のり面勾配 

盛土のり面の勾配は、のり高、盛土材料の種類等に応じて適切に設定し、原則として 30度以下としま

す。 

なお、次のような場合には、盛土のり面の安定性の検討を十分に行った上で勾配を決定する必要があ

ります。（「16.1盛土のり面の安定性の検討」を参照） 

①のり高が特に大きい場合（15ｍ以上の高盛土） 

②盛土が地山からの流水、湧水及び地下水の影響を受けやすい場合（片盛・片切、谷埋め盛土等） 

③盛土箇所の原地盤が不安定な場合（軟弱地盤、地すべり地等） 

④盛土が崩壊すると隣接物に重大な影響を与えるおそれがある場合（住宅等の隣接等） 

⑤腹付け盛土となる場合（傾斜地（勾配が 1/10より大きい土地）において行われる盛土） 

⑥締固め難い材料を盛土に用いる場合（火山灰質土等の密度管理が難しい材料） 

 

2) 切土のり面勾配 

切土のり面の勾配は、表 16-1 を標準とし、のり高、のり面の土質等に応じて適切に設定してくださ

い。切土のり面の安定性の検討にあたっては、安定計算に必要な数値を土質試験等により的確に求める

ことが困難であるため、周辺の地形、地質条件等を総合的に検討した上で、のり面の安定性を確保する

必要があります。 

なお、次のような場合には、切土のり面の安定性の検討を十分に行った上で勾配を決定する必要があ

ります。 

①のり高が特に大きい場合（15ｍを超える切土） 

②のり面が割れ目の多い岩、流れ盤、風化の速い岩、侵食に弱い土質、崩積土等である場合 

③のり面に湧水等が多い場合 

④のり面又は崖の上端に続く地盤面に雨水が浸透しやすい場合 

 

表 16-1 切土のり面の勾配（擁壁等の設置を要しない場合） 

のり高 

のり面の土質 

崖の上端からの垂直距離 

①Ｈ≦5.0ｍ ②Ｈ＞5.0ｍ 

軟岩（風化の著しいものは除く。） 80度以下 

（約 1：0.2） 

60度以下 

（約 1：0.6） 

風化の著しい岩 50度以下 

（約 1：0.9） 

40度以下 

（約 1：1.2） 

砂利、まさ土、関東ローム、硬質粘土、

その他これらに類するもの 

45度以下 

（約 1：1.0） 

35度以下 

（約 1：1.5） 

 

3) 盛土完成後の地表水等の浸透による崩壊を防ぐために講じる措置 

①伐開除根を行う。 

②敷均し及び締固めを行う。 

 一層のまき出し厚を 0.3ｍ以下とし、ローラー等の建設機械を用いて締固めること。 

 原地盤の表面は、（極端な凹凸や段差がある場合には、平坦にかき均したうえで）まき出し厚の

1/2程度の厚さまで掻き起こしてほぐし、盛土材料とともに締固めること。 

③盛土内に浸透した地表水等を排除するための透水層を設置する。 

 盛土の小段ごとに設けること。 

 透水性が高い材料を用いること。（材料が砕石や砂の場合、厚さは 0.3ｍ以上とし、ジオテキスタ

イルの場合、高さ 2～3ｍごとに設置すること。） 

 5～6％の排水勾配を設け、小段間隔の 1/2以上の長さを設置すること。 



 

54 

 

④必要に応じて、地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留（以下「地滑り抑止ぐい等」

という。）を設置する。 

 設計にあたっては、「道路土工―切土工・斜面安定工指針（平成 21年 6月）」を参照すること。 

 

4) 傾斜地盤上の盛土に講じる措置 

①表層処理を行う。 

 基礎地盤が傾斜し、表層部に緩く堆積した崖すい堆積物や高含水比の軟弱層が堆積している場合

には、滑りを助長するおそれがあるため、これを掘削除去すること。 

 安全確保等から除去することが困難なケースにおいては、不良土の改良等を検討すること。 

②基礎地盤の勾配が 15 度（約 1：4）より急な場合には、段切りを行う。（図 16-1を参照） 

 高さ 0.5ｍ以上、幅 1ｍ以上行うこと。 

 段切り面には、法尻方向に向かって 3～5％程度の排水勾配を設けること。 

 谷地形等で地下水位が高くなる箇所における傾斜地盤上の盛土では、勾配にかかわらず行うこと。 

 既設盛土上に段切りを行う場合は、大きくすると既設盛土に悪影響を及ぼすことがあるため注意

すること。 

 
図 16-1 盛土基礎地盤の段切 

5) 崖面排水のために講じる措置 

①崖面と反対方向に排水勾配を設ける。 

 盛土又は切土により崖が生じる場合、崖と反対方向に地表水等が流れるように、上面に 2～5％程

度の下り勾配を設けること。 

 上記のように排水勾配を設けることが困難な場合は、のり面への地表水等の流下を防止するため、

のり肩等に適切な排水施設を設置すること。 

 盛土又は切土施工中の造成面ののり肩には、造成面からのり面への地表水等の流下を防止するた

め、必要に応じて、防災小堤を設置すること。 

②小段を設置する。 

 盛土又は切土の高さが 7ｍを超えるときは、高さ 5ｍ以内ごとに、幅 1.5ｍ以上の小段を設置する

こと。 

 上段方向に 2～5％程度の下り勾配を設け、排水溝（240 以上）を設置し、20ｍ程度ごとに縦排水

溝（240以上）を設置すること。小段の構造は、図 16-2を標準とする。 

 排水溝を設置しない場合は、下段方向に 5～10％程度の下り勾配を設けること。（切土かつ下段が

崖ではない（30°以下の法面）場合に限る） 

 小段が 3段以上連続する場合は、3段目の幅は 3ｍ以上とすること。 

 

 
図 16-2 小段排水溝の設置例 

[（社）日本道路協会, 道路土工―切土工・斜面安定工指

針, 平成 21年 6月] 

  

　

1.0ｍ以上

3～5%※地山勾配が１：４より急勾配

0.5ｍ以上
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【盛土の場合】 

  
 

【切土の場合】 

 
図 16-3 のり面断面図（標準図） 

 

6) 渓流等において行う盛土に講じる措置 

①渓流等における盛土は、大規模な災害となりうることから、極力避けること。 

②渓流等における盛土の高さは、原則 15ｍ以下とする。 

③渓流等における盛土の高さが、15ｍを超える場合は、盛土完成後の安定性を確保する。 

 土質試験等に基づく安定計算を実施し、盛土の安定性を確保すること。（「16.3 渓流等における盛

土の基本的な考え方」を参照） 

 

7) 切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層がある場合に講じる措置 

①切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層がある場合は、施工中に滑り等が生じないよう、地滑り

抑止ぐい等の設置、土の置換えその他の措置を講ずること。 

 

16.1. 盛土のり面の安定性の検討 
盛土のり面の安定性の検討に当たっては、次の各事項に十分留意する必要があります。ただし、のり

面勾配等の決定に当たっては、安定計算の結果に加え、近隣又は類似土質条件の施工実績、災害事例等

を十分参照した上で総合的に検討してください。 

 

1) 安定計算 

盛土のり面の安定性については、円弧滑り面法のうち、簡便なフェレニウス式（簡便法）により検

討し、間げき水圧（静水圧）を考慮した安定計算を行う場合は、摩擦抵抗力が負にならない修正フェ

レニウス式により検討することを標準とする。ただし、現地状況等に応じて他の適切な安定計算式を

用いるものとする。 

　
　

　

　

小段高さの1/2以上

　

1.5ｍ以上

1.5ｍ以上

3.0ｍ以上

　

〃

〃

5.0ｍ以下

5～6%
0.3ｍ以上

1:1
.8

1:1
.8

1:1
.8

段切り

水平排水層

水平排水層

水平排水層

0.5ｍ以上

のり尻からのり肩の水平距離の1/2以上
及び谷底部を包括して設置（地表面勾配ｉ<1:4）

のり尻工

基盤排水層
吸出防止材

　
　

　

3.0ｍ以上

1.5ｍ以上

1.5ｍ以上

1:
1.
5

1:
1.
5

1:
1.
5

〃

〃

5.0ｍ以下
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盛土のり面の安定に必要な最小安全率（Fs）は、盛土施工直後において、Fs≧1.5 であることを標

準とする。また、地震時の安定性を検討する場合の安全率は、大地震時に Fs≧1.0 とすることを標準

とする。なお、大地震時の安定計算に必要な水平震度は、0.25 に建基法政令第 88 条第 1 項に規定す

る Zの数値を乗じて得た数値とする（表 16-2を参照）。 

 

①常時 

〈簡便法：フェレニウス式における全応力法〉 

𝐹𝑠 =
𝑀𝑅

𝑀𝐷
=
∑{𝑐 ∙ 𝑙 + (𝑊 cos𝛼 − 𝑈𝑆 ∙ 𝑙) tan𝜙}

∑𝑊 sin𝛼
 

 

〈修正フェレニウス式における全応力法〉 

𝐹𝑠 =
∑{𝑐 ∙ 𝑙 + (𝑊 − 𝑈𝑆 ∙ 𝑏) cos𝛼 ∙ tan𝜙}

∑𝑊 sin𝛼
 

ここに、 

FS ：安全率 

MR ：土塊の抵抗モーメント（kN・m/m） 

MD ：土塊の滑動モーメント（kN・m/m） 

c ：盛土の粘着力（kN/m2） 

φ ：盛土の内部摩擦角（°） 

l ：各スライスの滑り面の長さ（m） 

W ：各スライスの単位長さ重量（kN/m） 

α ：各スライスの滑り面の中点と滑り面を円弧とする円の中心とを結ぶ直線が 

鉛直線となす角度（°） 

US ：常時の地下水の静水圧時における間隙水圧（kN/m2） 

b ：スライスの幅（m） 

 

②地震時 

〈簡便法：フェレニウス式における全応力法〉 

𝐹𝑠 =
𝑀′𝑅
𝑀′𝐷

=
∑[𝑐 ∙ 𝑙 + {𝑊(cos𝛼 − 𝑘ℎ ∙ sin 𝛼)−𝑈𝑠 ∙ 𝑙} tan𝜙]

∑(𝑊 sin 𝛼 + 𝑘ℎ ∙ 𝑊 ∙ ℎ ∕ 𝑟)
 

 

〈修正フェレニウス式における全応力法〉 

𝐹𝑠 =
∑[𝑐 ∙ 𝑙 + {(𝑊 − 𝑈𝑆 ∙ 𝑏) cos𝛼 − 𝑘ℎ ∙ 𝑊 ∙ sin𝛼} tan𝜙]

∑(𝑊 sin 𝛼 + 𝑘ℎ ∙ 𝑊 ∙ ℎ ∕ 𝑟)
 

 

ここに、 

FS ：安全率（地震時） 

M’R ：地震時の土塊の抵抗モーメント（kN・m/m） 

M’D ：地震時の土塊の滑動モーメント（kN・m/m） 

c ：盛土の粘着力（kN/m2） 

φ ：盛土の内部摩擦角（°） 

l ：各分割片の滑り面の長さ（m） 

W ：各分割片の単位長さ重量（kN/m） 

α ：各分割片の滑り面の中点と滑り面を円弧とする円の中心とを結ぶ直線が鉛直線と 

なす角度（°） 

kh ：設計水平震度（地震力の作用位置は分割片の重心位置） 

US ：常時の地下水の静水圧時における間隙水圧（kN/m2） 

h ：各分割片の滑り面を円弧とする円の中心と各分割片との重心との鉛直距離（m） 

r ：滑り面の半径（m） 

b ：スライスの幅（m） 
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表 16-2 建基法政令第 88 条第 1項に規定する Zの数値 

地区 Zの数値 

中津市、日田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、西国東郡、東国東郡、速見郡、下毛

郡、宇佐郡 
0.8 

上記に掲げる市及び郡以外 0.9 

 

2) 設計土質定数 

安定計算に用いる粘着力（c）及び内部摩擦角（φ）の設定は、盛土に使用する土を用いて、現場

含水比及び現場の締固め度に近い状態で供試体を作成し、せん断試験を行うことにより求めることを

原則とする。 

高さ 20ｍ以下の盛土において、残土処理場等、使用する土が不明で土質試験が行えない場合は、表 

16-3 に示す値を用いることができる。この場合、必ず施工時の土質試験等を実施し、必要な設計土質

定数が得られない場合には、適切に設計変更等を行うこと。 

 

表 16-3 設計時に用いる土質定数の仮定値 

種類 状態 
単位体積重

量（kN/m3） 

せん断抵抗

角（度） 

粘 着 力

（kN/m2） 

地盤工学会

基準注 2） 

盛
土 

礫および礫

まじり砂 
締め固めたもの 20 40 0 {Ｇ} 

砂 締め固めたもの 
粒径幅の広いもの 20 35 0 {Ｓ} 

分級されたもの 19 30 0 {ＳＦ} 

砂質土 締め固めたもの 19 25 30 以下 {Ｍ}、{Ｃ} 

粘性土 締め固めたもの 18 15 50 以下 {Ｖ} 

関東ローム 締め固めたもの 14 20 10 以下 {Ｇ} 

自
然
地
盤 

礫 
密実なものまたは粒径幅の広いもの 20 40 0 

{Ｇ} 
密実でないものまたは分級されたもの 18 35 0 

礫まじり砂 
密実なもの 21 40 0 

{Ｇ} 
密実でないもの 19 35 0 

砂 
密実なものまたは粒径幅の広いもの 20 35 0 

{Ｓ} 
密実でないものまたは分級されたもの 18 30 0 

砂質土 
密実なもの 19 30 30 以下 

{ＳＦ} 
密実でないもの 17 25 0 

粘性土 

固いもの（指で強く押しへこむ）注 1） 18 25 50 以下 

{Ｍ}、{Ｃ} 
やや軟らかいもの（指の中程度の力で

貫入）注 1） 
17 20 30 以下 

軟らかいもの（指が容易に貫入）注 1） 16 15 15 以下 

粘土及び 

シルト 

固いもの（指で強く押しへこむ）注 1） 17 20 50 以下 

{Ｍ}、{Ｃ} 
やや軟らかいもの（指の中程度の力で

貫入）注 1） 
16 15 30 以下 

軟らかいもの（指が容易に貫入）注 1） 14 10 15 以下 

関東ローム  14 5(φu) 30 以下 {Ｖ} 

注 1）N 値の目安は次のとおりである。固いもの（N＝8～15）、やや軟らかいもの（N＝4～8）、軟らかい

もの（N＝2～4） 

注 2）（公社）地盤工学会基準の記号は、おおよその目安である。 

[（社）日本道路協会, 道路土工―盛土工指針, 平成 22年 4月] 

 

表 16-3の使用に当たっては、次の点に注意するものとする。 

①地下水位以下にある土の有効単位体積重量は、それぞれ表中の値から飽和土の場合は 10kN/m3、不

飽和土の場合は 9kN/m3を差し引いた値とする。 

②土の単位体積重量を決定する場合は、次の点に注意するものとする。 

 砕石は、礫と同じ値とする。 

 トンネルずりや岩塊等では、粒径や間隙比により値が異なるので既往の実績や現場試験により決

定する。 
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 礫まじり砂質土や礫まじり粘性土は、礫の混合割合及び状態により適宜定める。 

③せん断抵抗角及び粘着力の値は、飽和条件の下で得られた概略的な値である。 

④砕石、トンネルずり、岩塊等のせん断抵抗角及び粘着力は、礫の値を用いてよい。 

⑤粒径幅の広い土とは、様々な粒径の土粒子を適当な割合で含んだ土で、締固めが行いやすいものを

いう。分級された土とは、ある狭い範囲に粒径のそろった土で、密な締固めが行いにくいものをい

う。 

⑥（公社）地盤工学会基準の記号は、おおよその目安である。 

なお、本表の値は、適切に締め固められた土について、上記③に述べたように飽和条件の下で得られ

た試験結果から残留強度相当のせん断強度をいくぶん安全側に設定したものである。このため、地震動

の作用に対する検討を本表の数値を用いて行うと安定性を過小評価する可能性があるため、詳細な設計

を行う段階で土質試験を実施し、設計時に用いる土質定数の確認を行うのがよい。 

 

表 16-4 常時及び地震時（震度法）の安定計算に用いる 

盛土の強度定数及び間げき水圧（盛土の強度低下を考慮しない） 

 
盛土材料 全応力法 有効応力法 

 透水性 土質試験・強度定数 間げき水圧 土質試験・強度定数 間げき水圧 

常
時
・
地
震
時 

粗
粒
土
・
細
粒
土 

低  圧密非排水（CU）試験 

 非排水せん断の強度定数

（ccu、φcu） 

 静水圧：Us 

― 

（全応力法を基本） 

― 

（全応力法を基本） 高  圧密排水（CD）試験・排

水せん断の強度定数（cd、

φd） 

高
含
水
比
な
火
山
灰
質
細
粒
土
等 

低  非圧密非排水試験（UU）

試験 

 含水比等の変化に応じた

複数の非排水せん断強度

定数（cu、φu） 

 圧密非排水（CU）試験

（間げき水圧測定） 

 有効応力強度定数 

（c’、φ’） 

 施工中・施工直後の過剰

間げき水圧：Ur 

※施工含水比で締固めた

盛土材料の標準圧密試

験を行い、非排水条件

下の間げき水圧（過剰

間げき水圧）を求め、

圧密度より施工期間中

における間げき水圧の

減少度合いを推定。 

 静水圧：US 

※盛土材料が高含水比な火山灰質細粒土の場合の考え方は、「盛土等防災マニュアルの解説」（盛土等防

災研究会編集，令和 5年 11月）等を参照 

 

3) 間げき水圧 

盛土の施工に際しては、適切に地下水排除工等を設けることにより、盛土内に間げき水圧が発生し

ないようにすることを原則とする。ただし、地下水及び降雨時の浸透水の集中により間げき水圧が上

昇することが懸念される盛土では、間げき水圧を考慮した安定計算により盛土のり面の安定性を検討

すること。 

特に、渓流等における高さ 15ｍ超の盛土は間げき水圧を考慮した安定計算を標準とする。この場合、

間げき水圧は静水圧を見込むものとし、設定水位は盛土高の 3 分の 1 とすることを基本とする。なお、

現場条件（渓流等）等により間げき水圧の上昇が大きいと想定される場合の設定水位は、盛土高の 2

分の 1とすることも考えられる。 

また、渓流等における高さ 15ｍ超の盛土や火山灰質土等の締固め難い材料を用いる盛土については、

液状化現象等を考慮し、液状化判定等を実施する（表 16-5を参照）。判定の結果、液状化等による盛

土の強度低下が見込まれる場合は、設計条件（盛土形状、盛土材料等）の変更を行い、液状化等によ

る強度低下を発生させない設計とすることを基本とする。ただし、設計条件の変更が行えないやむを

得ない事情がある場合に限り、盛土の強度低下を考慮した安定計算を行うものとする（表 16-6 を参

照）。 
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表 16-5 地震時の液状化等による盛土の強度低下の判定にかかわる土質試験 
試験 盛土材料 試験方法・特徴等 試験結果の適用 

試験① 粗粒土  繰り返し非排水三軸試験 

 地盤工学会で規格化されている一般的な試

験方法である。 

 盛土材料の液状化強度比を求める。 

※液状化強度比は、液状化判定に用いる。 

 液状化強度比と地震時せん断応力比より、

液状化判定（安全率 FLの算出）を行う。 

※せん断応力比は、地震応答解析（大規模

地震動）等により算出 

 FLより、地震時に発生する過剰間げき水圧 Ue
を推定する。 

※Ue は試験結果より求まる FL と Ue の関係だ

けではなく、「道路土工―軟弱地盤対策工

指針」等を参考に推定してもよい。 

試験②※ 細粒土 

（粗粒土） 
 繰り返し載荷後の単調載荷試験 

※繰り返し非排水三軸試験後に圧密非排水

三軸試験を実施する試験 

 土地改良事業整備指針「ため池整備」に示

される試験方法であるが、規格化されては

いない特殊な試験である。 

 繰り返し載荷の影響を受けた盛土材料の強

度定数を求める。 

 繰り返し載荷の影響を受けた強度定数と、

圧密非排水三軸試験の強度定数を比較す

る。 

 強度低下する場合は、繰り返し載荷過程で

生じたひずみと、低下した強度定数（cr、

φr）の関係を整理。 

※試験②は粗粒土と細粒土の両方に適用できるが、特殊な試験であるため、盛土材料が粗粒土の場合は

試験①で行い、細粒土の場合は試験②で行うことを基本とする。 

 

表 16-6 地震時における盛土の強度低下を考慮した安定計算に用いる 

盛土の強度定数・間げき水圧・水平震度 
安定計算 盛土材料 全応力法 

土質試験・強度定数 間げき水圧 水平震度 

安定計算① 粗粒土  圧密非排水（CU）試験 

 非排水せん断の強度定数（ccu、φcu) 

 静水圧：Us 

 地震時に発生する過剰

間げき水圧：Ue 

※FL等より Ueを推定 

次の両ケースで計算す

る。 

 考慮しない（Ue を考慮

する場合） 

 考慮する（標準 0.25、

Ueは考慮しない） 

安定計算② 細粒土  繰り返し載荷後の単調載荷試験 

 繰り返し載荷過程で生じたひずみと、低下

した強度定数（cr、φr）の関係を整理。 

 地震応答解析等により、盛土内の発生ひず

みを算出し、ひずみの分布等に応じた強度

定数（cr、φr）を設定。 

 静水圧：Us  考慮する（標準 0.25） 
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16.2. 盛土全体の安定性の検討 
盛土の規模が、次に該当する場合、盛土全体の安定性を検討する必要があります。 

①谷埋め型大規模盛土造成地 

②腹付け型大規模盛土造成地 

 

盛土全体の安定性の検討に当たっては、次の事項に十分留意するほか、「16.1 盛土のり面の安定性の

検討」に準じて行ってください。ただし、安定計算の結果のみを重視して盛土形状を決定することは避

け、近隣又は類似土質条件の施工実績、災害事例等を十分参照した上で総合的に検討してください。 

1) 安定計算 

①谷埋め型大規模盛土造成地 

二次元の分割法により検討することを標準とする（渓流等における盛土は「16.3 渓流等における盛

土の基本的な考え方」を参照）。 

 

〈二次元の分割法における全応力法〉 

𝐹𝑠 =
𝑀′𝑅
𝑀′𝐷

=
∑〈[𝑐 ∙ 𝑙 + {𝑊(cos𝛼 − 𝑘ℎ ∙ sin 𝛼)−𝑈𝑠 ∙ 𝑙} tan𝜙] ∙ 𝑅𝑡〉

∑𝑊 ∙ 𝑅𝑤 − ∑𝑊(cos𝛼 − 𝑘ℎ ∙ sin 𝛼) ∙ 𝑅𝑟 +∑𝑘ℎ ∙ 𝑊 ∙ 𝑅𝑒
 

ここに、 

FS ：安全率（地震時） 

M’R ：地震時の土塊の抵抗モーメント（kN・m/m） 

M’D ：地震時の土塊の滑動モーメント（kN・m/m） 

c ：盛土の粘着力（kN/m2） 

φ ：盛土の内部摩擦角（°） 

l ：各分割片の滑り面の長さ（m） 

W ：各分割片の単位長さ重量（kN/m） 

kh ：設計水平震度（地震力の作用位置は分割片の重心位置） 

US ：常時の地下水の静水圧時における間隙水圧（kN/m2） 

h ：各分割片の滑り面を円弧とする円の中心と各分割片との重心との鉛直距離（m） 

Rt ：分割されたそれぞれの滑り面のモーメントの腕の長さ（m） 

Rw ：各分割片の滑り面上の自重によるモーメントの腕の長さ（m） 

Rr ：各分割片の滑り面上の底面反力によるモーメントの腕の長さ（m） 

Re ：各分割片の滑り面上に作用する地震力によるモーメントの腕の長さ（m） 

H ：各分割片の滑り面の最下流端と最上流端の標高差を計測した数値（m） 

L ：各分割片の滑り面の標高差を計測した 2 地点間の水平距離を計測した数値（m） 

 

2) 設計土質定数 

「16.1盛土のり面の安定性の検討」を参照。 

 

3) 間げき水圧 

「16.1盛土のり面の安定性の検討」を参照。 

 

②腹付け型大規模盛土造成地 

二次元の分割法のうち簡便法により検討することを標準とする。 
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16.3. 渓流等における盛土の基本的な考え方 
渓流等における盛土は、大規模な災害となりうることから、極力避ける必要がありますが、やむを得

ず、渓流等の湧水や地下水が懸念される地盤に盛土を行う場合には、原地盤及び周辺地盤の地形、地質、

土質、湧水、地下水等の現地状況を調査し、土砂の流出に対する盛土の安全性や盛土周辺からの地表水

や地下水等に対する盛土の安定性等の検討を行い、通常の盛土の規定に加え、表 16-7 に示す措置を講

ずる必要があります。 

なお、渓流等に限らず、湧水やその痕跡が確認される場合においても、渓流等における盛土と同様の

措置を講ずる必要があります。 

 

表 16-7 渓流等における盛土に講ずる追加措置 
措置の対象 措置の内容 

盛土の安定性の

検討方法 

盛土高さ 15ｍ以下 「16.1 盛土のり面の安定性の検討」に示す安定計算方法に準じて盛土の安定性を検討す

る。また、大規模盛土造成地に該当する場合は「16.2 盛土全体の安定性の検討」に示す安定

計算方法に準じて安定性を検討する。 

盛土高さ 15ｍ超で盛土

量 5 万ｍ3以下 
 盛土高さ 15ｍ以下の盛土と同様の方法で安定性を検討するが、間げき水圧を考慮した安定

計算を実施することを標準とする。 

 地震時の間げき水圧の上昇及び繰り返し載荷による盛土の強度低下の有無を判定し、強度

低下が生じると判定された場合は、盛土の強度低下を考慮した安定計算を行う。 

 盛土基礎地盤及び周辺斜面を対象とした一般的な調査（地質調査、盛土材料調査、土質試

験等）に加え、盛土の上下流域を含めた詳細な地質調査・盛土材料調査等の実施が望まし

い。 

盛土高さ 15ｍ超で盛土

量 5 万ｍ3超 
 上記に示した安定性の検討を基本とするが、盛土規模が大きく数多くのリスク要因（地

盤・地下水・地震動等）が盛土の安定性に大きな影響を与えることになるため、三次元解

析（変形解析や浸透流解析等）により二次元の安定計算モデルや計算結果（滑り面の発生

位置等）の妥当性について検証する。 

 三次元解析のための詳細な地質調査及び水文調査を追加で実施する。 

 三次元解析結果は、許可権者において専門家に諮るものとする。 

※二次元解析（変形解析や浸透流解析等）での評価が適当な場合には、二次元解析を適用す

る。 

のり面処理  標準的なのり面保護工に加え、周辺の湧水等の影響を検討し、必要に応じて擁壁等の構造物による保護を検討す

る。 

 豪雨等に伴いのり面の末端に流水が存在する場合等は、想定される水位高さまで構造物で保護する等の処理をしな

ければならない。 

排水施設  渓流等の流水は地表水排除工及び排水路により処理することを原則とし、地山からの伏流水が盛土の地表面に現れ

ることが懸念されるため、盛土と地山の境界にも地表水排除工を設ける。 

 湧水は暗渠排水工（本川、支川をとわず在来の渓床には必ず設置）にて処理する。 

工事中及び工事

完了後の防災 
 工事中には、用地外への土砂の流出を防止するために防災ダムを、河川汚濁を防止するために沈泥池をそれぞれ先

行して設置する等、防災対策に十分留意しなければならない。 

 防災ダムは、工事中に土砂の流出がなく、開発後の沈砂池の容量等の基準を満たす場合には、防災ダムを工事完了

後の沈砂池として利用することが可能である。 
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17. 擁壁の設置に関する技術的基準 
【政令】 

（擁壁の設置に関する技術的基準） 

第八条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち擁壁の設置に関

するものは、次に掲げるものとする。 

一 盛土又は切土（第三条第四号の盛土及び同条第五号の盛土又は切土を除く。）をした土地の部

分に生ずる崖面で次に掲げる崖面以外のものには擁壁を設置し、これらの崖面を覆うこと。 

イ 切土をした土地の部分に生ずる崖又は崖の部分であつて、その土質が別表第一※1 上欄に掲げ

るものに該当し、かつ、次のいずれかに該当するものの崖面 

（１） その土質に応じ勾配が別表第一中欄の角度以下のもの 

（２） その土質に応じ勾配が別表第一中欄の角度を超え、同表下欄の角度以下のもの（その

上端から下方に垂直距離五メートル以内の部分に限る。） 

ロ 土質試験その他の調査又は試験に基づき地盤の安定計算をした結果崖の安定を保つために擁

壁の設置が必要でないことが確かめられた崖面 

ハ 第十四条第一号の規定により崖面崩壊防止施設が設置された崖面 

二 前号の擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は間知石練積み造その他の練積み

造のものとすること。 

２ 前項第一号イ（１）に該当する崖の部分により上下に分離された崖の部分がある場合における同

号イ（２）の規定の適用については、同号イ（１）に該当する崖の部分は存在せず、その上下の崖

の部分は連続しているものとみなす。 

 
※1 

別表第一 
土質 擁壁を要しない勾配の上限 擁壁を要する勾配の下限 

軟岩（風化の著しいものを除く。） 六十度 八十度 

風化の著しい岩 四十度 五十度 

砂利、真砂土、関東ローム、硬質粘土そ

の他これらに類するもの 
三十五度 四十五度 

  
〔解説〕 

盛土等に伴い、擁壁を設置する場合、次の各事項に留意してください。 

1) 擁壁の設置 

①盛土又は切土により次のような崖が生じる場合、その崖面を擁壁で覆うこと。 

 盛土により生じる高さが 1ｍを超える「崖」 

 切土により生じる高さが 2ｍを超える「崖」 

 盛土と切土を同時にしたことにより生じる高さが 2ｍを超える「崖」 

②次のような崖面は、擁壁を設置する義務はない。 

 切土により生じる崖のうち、表 16-1に該当する崖面（擁壁の設置を要しない崖の上端から 5ｍ以

内の範囲は、図 17-1を参照） 

 安定計算の結果、崖の安定を保つために擁壁の設置が必要でないことが確認された崖面 

 擁壁の適用に問題があり、擁壁に代えて、崖面崩壊防止施設を設置した崖面 
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①政令別表第一中欄の角度を超え、同表下欄の角度以下の崖 

②政令別表第一中欄の角度以下の崖 

図 17-1 崖の部分の連続性の考え方 

 

2) 擁壁の構造 

設置が義務づけられている擁壁（以下、「義務設置擁壁」という。）の構造は次のとおり。 

 鉄筋コンクリート造 

 無筋コンクリート造 

 間知石練積み造その他の練積み造 

 国土交通大臣認定擁壁 

 

3) 擁壁を設置する場合の留意事項 

①伸縮継目 

 原則として擁壁長さ 20ｍ以内ごとに 1 箇所の伸縮継目を設置すること。特に、地盤の変化する箇

所、擁壁高さが著しく異なる箇所、擁壁の材料・構法を異にする所は、有効に伸縮継目を設け、

基礎部分を連続させないこと。 

 擁壁の屈曲する箇所は、伸縮継目の位置を隅角部から 2m以上、かつ擁壁の高さ分だけ避けて設置

する。 

②隅角部の補強 

 隅角をはさむ二等辺三角形の部分を鉄筋及びコンクリートで補強すること。二等辺の一辺の長さ

は、擁壁の高さ 3ｍ以下で 50ｃｍ、3ｍを越えるものは 60ｃｍとする。（図 17-2、図 17-3 を参

照） 

 
図 17-2 隅角部の補強方法及び伸縮継目の位置（鉄筋コンクリート造等擁壁） 

[盛土等防災研究会 編集, 盛土等防災マニュアルの解説, 令和 5年 11月] 

② 

①      

①      
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図 17-3 隅角部の補強方法及び伸縮継目の位置（練積み造擁壁） 

[盛土等防災研究会 編集, 盛土等防災マニュアルの解説, 令和 5年 11月] 

 

③擁壁の前面法面勾配 

高さの異なる一連の擁壁は、一番高い擁壁の前面法面勾配に合わせて施工すること。 

 

④斜面上に設置する擁壁 

斜面上に擁壁を設置する場合には、図 17-4のように擁壁基礎前端より擁壁の高さの 0.4H以上、か

つ 1.5ｍ以上だけ背面土質の種類に応じて表 17-1に掲げる勾配線（θ）より後退し、その部分はコン

クリート打ち等により風化浸食のおそれのない状態にすること。 

 
図 17-4 斜面上に擁壁を設置する場合 

[（公社）日本建築士会連合会, 構造図集 擁壁, 平成 28 年

9月] 

 

表 17-1 土質別角度 

背面土質の種類 
軟岩(風化の著しいも

のは除く。) 
風化の著しい岩 

砂利・真砂土・関東ロ

ーム・硬質粘土その他

これらに類するもの 

盛土又は腐

植土 

勾配線の水平面に対す

る角度（θ） 
60° 40° 35° 25° 
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⑤二段擁壁 

上下に 2 つ以上の擁壁を設ける場合には、上段の擁壁の基礎は、下段の下端の背面を含み、かつ、

背面土質の種類に応じ、水平面に対して表 17-1 に掲げる角度を成す面の下方にくるようにすること。 

図 17-5 に示す擁壁で表 17-1のθ角度内に入っていないものは、二段の擁壁とみなされるので一

体の構造とすること。 

なお、上部擁壁が表 17-1のθ角度内に入っている場合は、別個の擁壁として扱うが、水平距離を

0.4H以上かつ 1.5ｍ以上離すこと。 

 

ⅰ）上部擁壁、下部擁壁とも間知石積みで     ⅱ）上部擁壁を鉄筋コンクリート造、下部擁壁を 

築造する場合                  間知石積み擁壁で築造する場合 

  
ⅲ）上部擁壁、下部擁壁とも鉄筋コンクリート造で築造する場合 

 
図 17-5 二段擁壁を設置する場合 

[（公社）日本建築士会連合会, 構造図集 擁壁, 平成 28

年 9月] 

 

⑥プレキャストＬ型擁壁 

プレキャストＬ型擁壁は、原則として政令第 17条の規定に基づく大臣認定擁壁を使用すること。 

 

17.1. 鉄筋コンクリート造等の擁壁の構造 
【政令】 

（鉄筋コンクリート造等の擁壁の構造） 

第九条 前条第一項第二号の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁の構造は、構造計算

によつて次の各号のいずれにも該当することを確かめたものでなければならない。 
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一 土圧、水圧及び自重（以下この条及び第十四条第二号ロにおいて「土圧等」という。）によつ

て擁壁が破壊されないこと。 

二 土圧等によつて擁壁が転倒しないこと。 

三 土圧等によつて擁壁の基礎が滑らないこと。 

四 土圧等によつて擁壁が沈下しないこと。 

２ 前項の構造計算は、次に定めるところによらなければならない。 

一 土圧等によつて擁壁の各部に生ずる応力度が、擁壁の材料である鋼材又はコンクリートの許容

応力度を超えないことを確かめること。 

二 土圧等による擁壁の転倒モーメントが擁壁の安定モーメントの三分の二以下であることを確か

めること。 

三 土圧等による擁壁の基礎の滑り出す力が擁壁の基礎の地盤に対する最大摩擦抵抗力その他の抵

抗力の三分の二以下であることを確かめること。 

四 土圧等によつて擁壁の地盤に生ずる応力度が当該地盤の許容応力度を超えないことを確かめる

こと。ただし、基礎ぐいを用いた場合においては、土圧等によつて基礎ぐいに生ずる応力が基礎

ぐいの許容支持力を超えないことを確かめること。 

３ 前項の構造計算に必要な数値は、次に定めるところによらなければならない。 

一 土圧等については、実況に応じて計算された数値。ただし、盛土の場合の土圧については、盛

土の土質に応じ別表第二※1 の単位体積重量及び土圧係数を用いて計算された数値を用いることが

できる。 

二 鋼材、コンクリート及び地盤の許容応力度並びに基礎ぐいの許容支持力については、建築基準

法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第九十条（表一を除く。）、第九十一条、第九十三

条及び第九十四条中長期に生ずる力に対する許容応力度及び許容支持力に関する部分の例により

計算された数値※2 

三 擁壁の基礎の地盤に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力については、実況に応じて計算され

た数値。ただし、その地盤の土質に応じ別表第三※3 の摩擦係数を用いて計算された数値を用いる

ことができる。 

 

※1 

別表第二 

土質 
単位体積重量 

（一立方メートルにつき） 
土圧係数 

砂利又は砂 一・八トン 〇・三五 

砂質土 一・七トン 〇・四〇 

シルト、粘土又はそれらを多量に含む土 一・六トン 〇・五〇 

 

※2  

【建基法政令】 

（鋼材等） 

第九十条 鋼材等の許容応力度は、次の表一又は表二の数値によらなければならない。 

表一 
種類 許容応力度 長期に生ずる力に対する許容応力度 

（単位 一平方ミリメートルにつきニュートン） 

短期に生ずる力に対する許容応力度 

（単位 一平方ミリメートルにつきニュートン） 

 圧縮 引張り 曲げ せん断 圧縮 引張り 曲げ せん断 

（略） 

この表において、Ｆは、鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度（単位一平方ミリメートルにつきニュート

ン）を表すものとする。 

表二 
種類 許容応力度 長期に生ずる力に対する許容応力度 

（単位 一平方ミリメートルにつきニュートン） 

短期に生ずる力に対する許容応力度 

（単位 一平方ミリメートルにつきニュート

ン） 

圧縮 引張り 圧縮 引張り 
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せん断補強以外に用

いる場合 

せん断補強に用い

る場合 

せん断補強以

外に用いる場

合 

せん断補強に用

いる場合  

丸鋼 Ｆ／１．５（当該

数値が一五五を超

える場合には、一

五五） 

Ｆ／１．５（当該数

値が一五五を超える

場合には、一五五） 

Ｆ／１．５（当該

数値が一九五を超

える場合には、一

九五） 

Ｆ Ｆ Ｆ（当該数値が

二九五を超える

場合には、二九

五） 

異 形

鉄筋 

径二十八ミリメ

ートル以下のも

の 

Ｆ／１．５（当該

数値が二一五を超

える場合には、二

一五） 

Ｆ／１．５（当該数

値が二一五を超える

場合には、二一五） 

Ｆ／１．５（当該

数値が一九五を超

える場合には、一

九五） 

Ｆ Ｆ Ｆ（当該数値が

三九〇を超える

場合には、三九

〇） 

径二十八ミリメ

ートルを超える

もの 

Ｆ／１．５（当該

数値が一九五を超

える場合には、一

九五） 

Ｆ／１．５（当該数

値が一九五を超える

場合には、一九五） 

Ｆ／１．５（当該

数値が一九五を超

える場合には、一

九五） 

Ｆ Ｆ Ｆ（当該数値が

三九〇を超える

場合には、三九

〇） 

鉄線の径が四ミリメー

トル以上の溶接金網 

― Ｆ／１．５ Ｆ／１．５ ― Ｆ（ただし、

床版に用いる

場合に限る。） 

Ｆ 

この表において、Ｆは、表一に規定する基準強度を表すものとする。 

 

（コンクリート） 

第九十一条 コンクリートの許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、異形鉄

筋を用いた付着について、国土交通大臣が異形鉄筋の種類及び品質に応じて別に数値を定めた場合

は、当該数値によることができる。 

長期に生ずる力に対する許容応力度（単位一平方ミリメートルに

つきニュートン） 

短期に生ずる力に対する許容応力度（単位一平方ミリメートル

につきニュートン） 

圧縮 引張り せん断 付着 圧縮 引張り せん断 付着 

Ｆ／３ Ｆ／３０（Ｆが二一を超えるコ

ンクリートについて、国土交通

大臣がこれと異なる数値を定め

た場合は、その定めた数値） 

〇・七（軽量骨

材を使用するも

のにあつては、

〇・六） 

長期に生ずる力に対する圧縮、引張り、せん断又は付着の許容

応力度のそれぞれの数値の二倍（Ｆが二一を超えるコンクリー

トの引張り及びせん断について、国土交通大臣がこれと異なる

数値を定めた場合は、その定めた数値）とする。 

この表において、Ｆは、設計基準強度（単位一平方ミリメートルにつきニュートン）を表すものとする。 

 

（地盤及び基礎ぐい） 

第九十三条 地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によつて、

地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。ただし、次の表に掲げる地盤の許容

応力度については、地盤の種類に応じて、それぞれ次の表の数値によることができる。 

地盤 長期に生ずる力に対する許容応力度（単位

一平方メートルにつきキロニュートン） 

短期に生ずる力に対する許容応力度（単位

一平方メートルにつきキロニュートン） 

岩盤 一、〇〇〇 長期に生ずる力に対する許容応力度のそれ

ぞれの数値の二倍とする。 固結した砂 五〇〇 

土丹盤 三〇〇 

密実な礫れき層 三〇〇 

密実な砂質地盤 二〇〇 

砂質地盤（地震時に液状化のおそれのない

ものに限る。） 

五〇 

堅い粘土質地盤 一〇〇 

粘土質地盤 二〇 

堅いローム層 一〇〇 

ローム層 五〇 

 

（補則） 

第九十四条 第八十九条から前条までに定めるもののほか、構造耐力上主要な部分の材料の長期に生

ずる力に対する許容応力度及び短期に生ずる力に対する許容応力度は、材料の種類及び品質に応
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じ、国土交通大臣が建築物の安全を確保するために必要なものとして定める数値によらなければな

らない。 

 

※3 

別表第三 

土質 摩擦係数 

岩、岩屑
せつ

、砂利又は砂 〇・五 

砂質土 〇・四 

シルト、粘土又はそれらを多量に含む土（擁壁の基礎底面から少なくとも十五センチメートルまでの

深さの土を砂利又は砂に置き換えた場合に限る。） 

〇・三 

  

〔解説〕 

鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造擁壁（以下「鉄筋コンクリート造等擁壁」という。）を

設置する場合、次の各事項に留意してください。 

1) 鉄筋コンクリート造等擁壁の設計上の一般的留意事項 

鉄筋コンクリート造等擁壁の設計に当たっては、土質条件、荷重条件等の設計条件を的確に設定した

上で常時及び地震時における擁壁の要求性能を満足するように、次の各事項についての安全性を検討す

るものとする（地震時における検討は、高さが 2ｍを超える擁壁について行うものとする）。安全率（Fs）

等は、表 17-2のとおり。 

①土圧、水圧、自重等（以下「土圧等」という。）によって擁壁が破壊されないこと。 

 常時における、擁壁躯体の各部に作用する応力度が、材料の長期許容応力度以内に収まっている

こと。 

 中地震時における、擁壁躯体の各部に作用する応力度が、材料の短期許容応力度以内に収まって

いること。 

 大地震時における、擁壁躯体の各部に作用する応力が、終局耐力（材料の設計基準強度）以内に

収まっていること。 

②土圧等によって擁壁が転倒しないこと。 

 常時における土圧等による擁壁の転倒に対する安全率は 1.5以上であること 

※合力の作用位置が底版幅の中央 1/3の範囲にあること。 

 大地震時における土圧等による擁壁の転倒に対する安全率は 1.0以上であること 

※合力の作用位置が底版幅の範囲内にあること。 

③土圧等によって擁壁の基礎が滑らないこと。 

 常時における土圧等による擁壁の基礎の滑動に対する安全率は 1.5以上であること。 

 大地震時における土圧等による擁壁の基礎の滑動に対する安全率は 1.0 以上であること。 

④土圧等によって擁壁が沈下しないこと。 

 常時における、最大接地圧が、地盤の極限支持力の 1/3以下であること。 

 大地震時における、最大接地圧が、地盤の極限支持力以下であること。 

 

表 17-2安全率（FS）等 

 常時 中地震時 大地震時 

転倒 1.5 - 1.0 

滑動 1.5 - 1.0 

支持力 3.0 - 1.0 

部材応力 長期許容応力度 短期許容応力度 
終局耐力※ 

（設計基準強度及び基準強度） 

※ 終局耐力とは、曲げ、せん断、付着割裂等の終局耐力をいう。 

 

2) 外力の設定 

鉄筋コンクリート造等擁壁設計に当たっては、土質条件、荷重条件等の設計条件を試験結果等に基づ

き、適切に設定すること。 
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①土質条件 

土の単位体積重量、内部摩擦角等については、使用する材料により土質試験を行い求めたものを使

用すること。 

 単位体積重量及び土圧係数 

土質試験を行わない場合は、政令第 9 条別表第二に示す値を使用すること。なお、政令第 9 条別

表第二の土圧係数は、背面土の勾配を 90°以下、余盛等の勾配及び高さをそれぞれ 30°以下及び 1

ｍ以下であることを前提として計算されているため、この条件に合致しない場合は、使用すること

はできない。 

 摩擦係数 

擁壁底版と基礎地盤との摩擦係数は、原則として土質試験結果に基づき、次式により求める。た

だし、基礎地盤が土の場合は、0.6 を超えないものとする。なお、土質試験を行わない場合は、政

令第 9条別表第三に示す値を用いることができる。 

また、基礎底版と基礎地盤の間の付着力 CBは考慮せず、CB=0と設定すること。 

 
𝜇 = tan𝜑 

ここに、 

φ ：基礎地盤の内部摩擦角 

 

②土圧 

擁壁に作用する土圧は、擁壁背面の地盤の状況にあわせて算出するものとし、次の各事項に留意す

ること。 

 盛土部に設置される擁壁は、裏込め地盤が均一であるとして土圧を算定できる。 

 擁壁前面の埋め戻し土による受動土圧は、長期にわたっての確実性が期待できないことから、安

定計算上考慮しないものとする。 

 切土部に設置される擁壁は、切土面の位置及び勾配、のり面の粗度、湧水及び地下水の状況等に

応じて、適切な土圧の算定方法を検討しなければならない。 

 地震時土圧を試行くさび法によって算定する場合は、土くさびに水平方向の地震時慣性力を作用

させる方法を用い、土圧公式を用いる場合においては、岡部・物部式によることを標準とする。 

③水圧 

水抜き穴等の排水処理を規定どおり行うことを前提として、一般的な擁壁では、水圧の影響を考慮

しなくてもよい。 

④自重 

鉄筋コンクリートの単位体積重量は、実況に応じた値又は 24.5kN/m3 として計算すること。無筋コ

ンクリートの単位体積重量は、実況に応じた値又は 23.0kN/m3として計算すること。 

⑤地震時荷重 

設計時に用いる地震時荷重は、地震時土圧による荷重又は擁壁の自重に起因する地震時慣性力に常

時の土圧を加えた荷重のうち、いずれか大きい方とすること。設計に用いる標準設計水平震度 K0 は、

中地震時 0.2、大地震時 0.25とすること。 

⑥積載荷重 

擁壁に作用する積載荷重は、5.0～10.0kN/m2 程度を標準とするが、擁壁設置箇所の実状に応じて適

切に設定すること。なお、政令第 9 条別表第二の土圧係数には、5.0kN/m2 程度の積載荷重が含まれて

いることに留意すること。 

⑦フェンス荷重 

擁壁の天端にフェンスを直接設ける場合は、実状に応じて、適切なフェンス荷重を考慮する。なお、

宅地擁壁の場合は、擁壁天端より高さ 1.1ｍの位置に Pf＝1kN/m程度の水平荷重を作用させる。 

 

3) 外力の作用位置と壁面摩擦角等 

①土圧等の作用面と壁面摩擦角等 

土圧の作用面は原則として躯体コンクリート背面とし、表 17-3 に示すところにより算定すること。 
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擁壁背面が平面でない場合や片持ばり式擁壁などで裏込め土の一部が躯体と一体となって挙動する

場合には、仮想背面を設定して土圧を算定すること。なお、片持ばり式擁壁等の縦壁部材の応力を照

査する場合、土圧の作用面は実際の壁面とすること（図 17-7を参照）。 

 

表 17-3 壁面摩擦角δ 

擁壁の種類 検討項目 背面の条件 常時 地震時 

重力式等 安定性 土とコンクリート 2φ/3 φ/2 

部材応力 

安定性 土と透水マット φ/2 φ/2 

部材応力 

片持ばり式等 安定性 土と土 β 次式による 

部材応力 土とコンクリート 2φ/3 φ/2 

土と透水マット φ/2 φ/2 

φ：裏込め土の内部摩擦角度 

 

〈地震時の壁面摩擦角〉 

tan𝛿 =
sin𝜑 ∙ sin(𝜃 + Δ − β)

1 − sin𝜑 ∙ cos(𝜃 + Δ − β)
 

ここに、sinΔ =
sin(𝛽+𝜃)

sin𝜑
 

φ ：土の内部摩擦角（°） 

θ ：地震時合成角（=tan-1Kh）（°） 

Kh ：設計水平震度 

β ：地表面勾配（°） 

ただし、β+θ≧φの場合には、δ=φとする。 

(a)仮想背面がのり面と交差する場合      (b)仮想背面が平坦面と交差する場合 

図 17-6 嵩上げ盛土形状が変化する場合のβの設定方法 

[（社）日本道路協会, 道路土工―擁壁工指針, 平成 24年 7月] 
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②土圧等の作用点 

土圧合力の作用位置は、土圧分布の重心位置とする。一般的に、土圧分布は三角形分布と仮定する

ことができ、この場合の作用位置は擁壁下端から土圧作用高Ｈの 1/3の点となる。 

 
(a)重力式擁壁の場合              (b)もたれ式擁壁の場合 

 
(c)安定性の照査時及び底板の部材設計時の土圧作用面  (d)たて壁の部材設計時における土圧作用面 

図 17-7 土圧作用面 

[（社）日本道路協会, 道路土工―擁壁工指針, 平成

24年 7月] 

 

4) 擁壁部材（鋼材及びコンクリート）の許容応力度 

鋼材及びコンクリートの許容応力度については、以下のとおり定められている。 

①鋼材の許容応力度は、建基法政令第 90条表二によるものとする。 

②コンクリートの許容応力度は、建基法政令第 91条によるものとする。 

また、重力式擁壁などの無筋コンクリート造擁壁が、地震時において壁体内部に引張力が発生する場

合のコンクリートの許容引張応力度は、許容圧縮応力度の 1/10を目安とすることができる。 

 

5) 基礎地盤の許容応力度（許容支持力度） 

基礎地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法（地盤の許容応力度

及び基礎ぐいの許容支持力を求めるための地盤調査の方法並びにその結果に基づき地盤の許容応力度及

び基礎ぐいの許容支持力をもとめる方法を定める件（平成１３年７月２日 国土交通省告示第１１１３

号）」を参照）によって、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めること。 

地盤の許容応力度については、地盤の種類に応じて、建基法政令第九十三条の表に示す数値を用いる

ことができる。この場合、必ず施工時の地盤調査等を実施し、必要な地盤の許容応力度が得られない場

合は、適切に設計変更等を行うこと。 
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17.1.1. 鉄筋コンクリート造等擁壁に作用する土圧等の考え方 
主働土圧の算定は、試行くさび法又はクーロンの土圧公式により行ってください。 

1) 主働土圧の算定 

①常時 

〈試行くさび法〉 

𝑃3 =
Ｗ

3
⋅ sin(𝜔 − 𝜙)

cos(𝜔 − 𝜙 − 𝛼 − 𝛿)
 

ここに、 

P3 ：主動土圧合力（kN/m）（方向のみ既知） 

W3 ：土くさび重量（積載荷重を含む）（kN/m）（大きさと方向既知） 

R3 ：滑り面における地盤からの反力（kN/m）（方向のみ既知） 

ω ：滑り面が水平面に対してなす角度（°） 

φ ：土の内部摩擦角（°） 

α ：擁壁背面の鉛直面のなす角度（°） 

δ ：壁面摩擦角（°） 

 
図 17-8 試行くさび法 

[（社）日本道路協会, 道路土工―擁壁工指針, 平成

24年 7月] 

 

〈クーロンの土圧公式〉 

𝑃𝐴 =
1

2
𝐾𝐴 ∙ 𝛾 ∙ (𝐻 + ℎ)2 

 

𝐾𝐴 =
cos2(𝜙 − 𝛼)

cos2 𝛼 ⋅ cos(𝛼 + 𝛿) {1 + √
sin(𝜙 + 𝛿) ⋅ sin(𝜙 − 𝛽)
cos(𝛼 + 𝛿) ⋅ cos(𝛼 − 𝛽)

}

2 

ここに、 

PA ：全主働土圧（kN/m） 

KA ：主働土圧係数 

γ ：裏込め土の単位体積重量（kN/m3） 

H ：擁壁高さ（ただし、仮想背面を考える場合はその高さ）（m） 

h ：積載荷重による換算高さ(=
𝑞

𝛾
)（m） 

q ：積載荷重（kN/m2） 

φ ：土の内部摩擦角（°） 

α ：擁壁背面と鉛直面とのなす角（°） 

δ ：壁面摩擦角（°） 

β ：地表面と水平面のなす角（°） 
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②地震時 

〈試行くさび法〉 

※「盛土等防災マニュアルの解説」（盛土等防災研究会編集，令和 5年 11月）等を参照 

 

〈岡部・物部式〉 

𝑃𝐸𝐴 =
1

2
𝐾𝐸𝐴 ⋅ 𝛾 ⋅ (𝐻 + ℎ)2 

 

𝐾𝐴 =
cos2(𝜙 − 𝛼 − 𝜃)

cos𝜃 ⋅ cos2 𝛼 ⋅ cos(𝛿 + 𝛼 + 𝜃){1 + √
sin(𝜙 + 𝛿) ⋅ sin(𝜙 − 𝛽 − 𝜃)
cos(𝛼 − 𝛽) ⋅ cos(𝛿 + 𝛼 + 𝜃)

}

2 

ここに、 

PEA ：地震時全主働土圧（kN/m） 

KEA ：地震時主働土圧係数 

γ ：裏込め土の単位体積重量（kN/m3） 

H ：擁壁高さ（ただし、仮想背面を考える場合はその高さ）（m） 

h ：積載荷重による換算高さ(=
𝑞

𝛾
)（m） 

q ：積載荷重（kN/m2） 

φ ：土の内部摩擦角（°） 

α ：擁壁背面と鉛直面とのなす角（°） 

δ ：壁面摩擦角（°） 

β ：地表面と水平面のなす角（°） 

θ ：地震合成角（°）𝜃 = tan−1 𝑘ℎ 

kh ：設計水平震度（kN/m） 

 

2) 地震時慣性力 

擁壁の自重に起因する地震時慣性力は、設計水平震度を kh、擁壁の自重を W とすると、擁壁の重心 G

を通って水平方向に kh・W として作用させる。 

 
a）重力式擁壁の場合            b）片持ばり式擁壁の場合 

図 17-9 地震時慣性力の考え方 

[（一社）日本建築学会, 建築基礎構造設計指針, 令和元

年 11月] 
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17.1.2. 鉄筋コンクリート造等擁壁の安定性 
1) 転倒に関する検討 

転倒に対する安全率 Fsは、次式により算定する。 

𝐹𝑠 =
𝑀𝑟

𝑀𝑜
=
∑𝑉𝑖 ⋅ 𝑎𝑖
∑𝐻𝑖 ⋅ 𝑏𝑖

 

 

底版つま先から合力作用点までの距離 dは、次式により確認する。 

𝑑 =
𝑀𝑟 −𝑀𝑜

𝑉𝑜
=
∑𝑉𝑖 ⋅ 𝑎𝑖 − ∑𝐻𝑖 ⋅ 𝑏𝑖

∑𝑉𝑖
 

ここに、 

Fs ：転倒安全率 

Mr ：転倒に抵抗しようとするモーメント（kN・m)  

Mo ：転倒させようとするモーメント（kN・m) 

Vo ：擁壁底面における全鉛直荷重（kN）で各荷重の鉛直成分 Viの合計値 

Vi ：擁壁に作用する各荷重の鉛直成分（kN） 

ai ：擁壁底面のつま先（o点）から各荷重の鉛直成分 Viの作用位置まで 

の水平距離（m） 

Hi ：擁壁に作用する各荷重の水平成分（kN） 

bi ：擁壁底面のつま先（o点）から各荷重の水平成分 Hiの作用位置まで 

の鉛直距離（m） 

 

2) 滑動に関する検討 

滑動に対する安全率 Fsは、次式により算定する。 

𝐹𝑠 =
滑動に対する抵抗力

滑動力
=
𝑅𝑉 ⋅ 𝜇 + 𝐶𝐵 ⋅ 𝐵

𝑅𝐻
 

ここに、 

Fs ：滑動安全率 

RV ：基礎底面における全鉛直荷重（kN/m） 

RH ：基礎底面における全水平荷重（kN/m） 

μ ：擁壁底版と基礎地盤の摩擦係数 

CB ：擁壁底版と基礎地盤の間の粘着力（kN/m） 

B ：基礎底版幅（m） 

 

3) 沈下に関する検討 

沈下に対する安全率 Fsは、次式により算定する。 
𝑞1
𝑞2
} ≦ 𝑞𝑎 =

𝑞𝑢
𝐹𝑠
 

 

q1 及び q2（地盤反力度）は、次式により算定する。 

①合力作用点が底版中央の底版幅 1/3の中にある場合 

𝑞1 =
𝑅𝑉
𝐵

⋅ [1 +
6 ⋅ 𝑒

𝐵
] 

𝑞2 =
𝑅𝑉
𝐵

⋅ [1 −
6 ⋅ 𝑒

𝐵
] 

ここに、 

qa ：地盤の許容支持力度（kN/m2） 

qu ：地盤の極限支持力度（kN/m2） 

Fs ：地盤の支持力に対する安全率 

q1 ：擁壁の底面前部で生じる地盤反力度（kN／m2） 

q2 ：擁壁の底面後部で生じる地盤反力度（kN／m2） 

RV ：底版下面における全鉛直加重（kN) 



 

75 

 

e ：偏心距離（m）𝑒 =
𝐵

2
− 𝑑 

B ：底版幅（m） 

d ：底版つま先から合力作用点までの距離（m） 

 

②合力作用点が底版中央の底版幅 2/3の中にある場合（かつ底版中央の底版幅 1/3の外にある場合） 

𝑞1 =
2𝑅𝑉
3𝑑

 

 
①過重の合力 Rの作用位置が擁壁底面幅       ②過重の合力 Rの作用位置が擁壁底面幅 

中央の B/3の範囲にある場合            B/3から 2B/3 の範囲にある場合 

（台形分布）                   （三角形分布） 

図 17-10 合力作用位置と地盤反力度の関係 

[（社）日本道路協会, 道路土工―擁壁工指針, 平成 24年 7月] 

 

地盤の許容支持力度又は極限支持力度は、土質調査や原位置載荷試験を行って求めることを原則とす

るが、擁壁高さ 5ｍ以下の場合は、建基法政令第 93 条の表に示す値を用いることができる。 

 

4) 擁壁の内部応力の検討 

建基法政令第 90条（表一を除く。）、第 91条等（「コンクリートの付着、引張り及びせん断に対する許

容応力度及び材料強度を定める件（平成１２年５月３１日 建設省告示第１４５０号）」「鋼材等及び溶

接部の許容応力度並びに材料強度の基準強度を定める件（平成１２年１２月２６日 建設省告示第２４

６４号）」を参照）に基づき検討すること。 

 

17.1.3. 鉄筋コンクリート造等擁壁の設計及び施工上の留意事項 
鉄筋コンクリート造等擁壁の設計及び施工に当たっては、次の各事項に留意すること。 

1) 根入れ 

根入れの深さは、基礎底版が地表に出ないよう、また排水施設等の構造物より十分な余裕をみて設定

すること。ただし、表 17-4 に示す値を用いることができる。 

また、水路、河川に接して擁壁を設ける場合は、根入れ深さは河床から取ること。 

ただし、将来計画がある場合は、その河床高さ（計画河床高）から取ること。 

 

2) 鉄筋 

①主筋の継手及び定着 

 建基法政令第 73条に基づき適切に施工すること。 

 基礎フーチングと鉛直壁との境目に継手を生じさせないこと。 

 主筋の継手は千鳥の配置にすること。 

②かぶり厚さ 

 建基法政令第 79条に基づき適切に設計すること。 

 

3) コンクリートの打設、打継、養生等 



 

76 

 

①打設及び締固め 

 一作業区画内のコンクリートは、その表面がほぼ水平になるまで連続して打設すること。 

 打設には極力バイブレーターを使用して骨材の分離を防ぎ、密実で均質なコンクリートとなるよ

う締固めること。 

②打継ぎ 

 コンクリートを打継ぐ場合は、打継ぎ面のレイタンス処理等を適切に行い、土砂等の異物が混入

しないよう十分清掃すること。 

 打継目は、打継ぎ面を部材の圧縮力の作用する方向と直角にすることを原則とすること。 

 せん断力の大きい位置に打継ぎ目を設ける場合は、打継ぎ目に溝や鋼材等を配置し、補強するこ

と。 

 水平打継ぎとなる場合は、同一高さとならないよう配置すること。 

③養生 

 コンクリート打込み後 5 日間は、コンクリートの温度を 2 度以上に保ち、乾燥、震動等によって

コンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生すること。 

④供試体 

 コンクリートの打込み時には必ずテストピースを採取して、強度に疑いが残らぬ処置を施すこと。 

⑤酸、塩、有機物、泥土等の排除 

 コンクリートの凝結を妨げるような酸、塩、有機物、糖分又は泥土等を含まないよう注意するこ

と。 

⑥骨材の大きさ 

 骨材は鉄筋相互間及び鉄筋と型枠との間を容易に通る程度の大きさとすること。 

 

4) 擁壁背面の埋め戻し 

型枠在置期間は建基法政令第 76 条（「建築基準法施行令第七十六条第二項の規定に基づく現場打コン

クリートの型わく及び支柱の取りはずしに関する基準（昭和４６年１月２９日 建設省告示第１１０

号）」を参照）に定める最低日数を守り、所定のコンクリート強度が確かめられない前に裏込め土の埋

戻しを行わないこと。 

 

17.2. 練積み造の擁壁の構造 
【政令】 

（練積み造の擁壁の構造） 

第十条 第八条第一項第二号の間知石練積み造その他の練積み造の擁壁の構造は、次に定めるところ

によらなければならない。 

一 擁壁の勾配、高さ及び下端部分の厚さ（第一条第四項に規定する擁壁の前面の下端以下の擁壁

の部分の厚さをいう。別表第四※1 において同じ。）が、崖の土質に応じ別表第四に定める基準に

適合し、かつ、擁壁の上端の厚さが、擁壁の設置される地盤の土質が、同表上欄の第一種又は第

二種に該当するものであるときは四十センチメートル以上、その他のものであるときは七十セン

チメートル以上であること。 

二 石材その他の組積材は、控え長さを三十センチメートル以上とし、コンクリートを用いて一体

の擁壁とし、かつ、その背面に栗石、砂利又は砂利混じり砂で有効に裏込めすること。 

三 前二号に定めるところによつても、崖の状況等によりはらみ出しその他の破壊のおそれがある

ときは、適当な間隔に鉄筋コンクリート造の控え壁を設ける等必要な措置を講ずること。 

四 擁壁を岩盤に接着して設置する場合を除き、擁壁の前面の根入れの深さは、擁壁の設置される

地盤の土質が、別表第四上欄の第一種又は第二種に該当するものであるときは擁壁の高さの百分

の十五（その値が三十五センチメートルに満たないときは、三十五センチメートル）以上、その

他のものであるときは擁壁の高さの百分の二十（その値が四十五センチメートルに満たないとき

は、四十五センチメートル）以上とし、かつ、擁壁には、一体の鉄筋コンクリート造又は無筋コ

ンクリート造で、擁壁の滑り及び沈下に対して安全である基礎を設けること。 

 

※1 
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別表第四 

土質 
擁壁 

勾配 高さ 下端部分の厚さ 

第一種 岩、岩屑、砂利又

は砂利混じり砂 

七十度を超え七十

五度以下 

二メートル以下 四十センチメートル以上 

二メートルを超え三メートル以下 五十センチメートル以上 

六十五度を超え七

十度以下 

二メートル以下 四十センチメートル以上 

二メートルを超え三メートル以下 四十五センチメートル以上 

三メートルを超え四メートル以下 五十センチメートル以上 

六十五度以下 三メートル以下 四十センチメートル以上 

三メートルを超え四メートル以下 四十五センチメートル以上 

四メートルを超え五メートル以下 六十センチメートル以上 

第二種 真砂土、関東ロー

ム、硬質粘土その

他これらに類する

もの 

七十度を超え七十

五度以下 

二メートル以下 五十センチメートル以上 

二メートルを超え三メートル以下 七十センチメートル以上 

六十五度を超え七

十度以下 

二メートル以下 四十五センチメートル以上 

二メートルを超え三メートル以下 六十センチメートル以上 

三メートルを超え四メートル以下 七十五センチメートル以上 

六十五度以下 二メートル以下 四十センチメートル以上 

二メートルを超え三メートル以下 五十センチメートル以上 

三メートルを超え四メートル以下 六十五センチメートル以上 

四メートルを超え五メートル以下 八十センチメートル以上 

第三種 その他の土質 七十度を超え七十

五度以下 

二メートル以下 八十五センチメートル以上 

二メートルを超え三メートル以下 九十センチメートル以上 

六十五度を超え七

十度以下 

二メートル以下 七十五センチメートル以上 

二メートルを超え三メートル以下 八十五センチメートル以上 

三メートルを超え四メートル以下 百五センチメートル以上 

六十五度以下 二メートル以下 七十センチメートル以上 

二メートルを超え三メートル以下 八十センチメートル以上 

三メートルを超え四メートル以下 九十五センチメートル以上 

四メートルを超え五メートル以下 百二十センチメートル以上 

  

〔解説〕 

間知石練積み造擁壁その他の練積み造擁壁を設置する場合、次の各事項に留意してください。 

1) 練積み造擁壁の設計上の留意事項 

練積み造擁壁の構造は、勾配、背面の土質、高さ、擁壁の厚さ、根入れ深さ等に応じて適切に設計す

るものとする。設計に当たっては次の各事項に留意すること。 

①擁壁の勾配、高さ及び下端部分の厚さ等 

崖や基礎地盤の土質等に応じ、表 17-4に示す構造とすること。なお、練積み造擁壁の高さは、5ｍ

を限度とすること。 

②積載荷重 

擁壁に作用する積載荷重は、5kN/m2以下とすること。 

③控え壁 

積載荷重が 5kN/m2 を超える場合等は、鉄筋コンクリート造の控え壁を設けるなどの措置を講じるこ

と。 

④石材その他の組積材 

控え長さは 30ｃｍ以上とし、コンクリートにより一体化すること。 

⑤コンクリートブロック練積み造の擁壁 

胴込めにコンクリートを用いて充填するコンクリートブロック練積み造の擁壁については、「宅地

造成等規制法施行令の規定に基づき胴込めにコンクリートを用いて充填するコンクリートブロック練

積み造の擁壁の効力を認定する件（昭和４０年６月１４日 建設省告示第１４８５号）」によること。 
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表 17-4 練積み造擁壁の構造 

土質 

擁壁 裏込め材 

勾配 高さ 
下端部分の

厚さ 

上端部分の

厚さ 
根入れ 

下端部分の厚さ 
上端部分の

厚さ 

盛土 切土 
盛土 

又は切土 

第
一
種 

岩、岩

屑、砂利

又は砂利

混じり砂 

70 度を超え 75

度以下 

2m 以下 40cm 以上 40cm 以上 35cm 以上か

つ擁壁地上

高さの 100

分の 15 以上 

60cm 以上も

しくは擁壁

地上高さの

100 分の 20

のいずれか

大きい方 

30cm 以上 30cm 以上 

2m を超え 3m 以下 50cm 以上 

65 度を超え 70

度以下 

2m 以下 40cm 以上 

2m を超え 3m 以下 45cm 以上 

3m を超え 4m 以下 50cm 以上 

65 度以下 3m 以下 40cm 以上 

3m を超え 4m 以下 45cm 以上 

4m を超え 5m 以下 60cm 以上 

第
二
種 

真砂土、

関東ロー

ム、硬質

粘土その

他これら

に類する

もの 

70 度を超え 75

度以下 

2m 以下 50cm 以上 

2m を超え 3m 以下 70cm 以上 

65 度を超え 70

度以下 

2m 以下 45cm 以上 

2m を超え 3m 以下 60cm 以上 

3m を超え 4m 以下 70cm 以上 

65 度以下 2m 以下 40cm 以上 

2m を超え 3m 以下 50cm 以上 

3m を超え 4m 以下 65cm 以上 

4m を超え 5m 以下 80cm 以上 

第
三
種 

その他の

土質 

70 度を超え 75

度以下 

2m 以下 85cm 以上 70cm 以上 45cm 以上か

つ擁壁地上

高さの 100

分の 20 以上 

2m を超え 3m 以下 90cm 以上 

65 度を超え 70

度以下 

2m 以下 75cm 以上 

2m を超え 3m 以下 85cm 以上 

3m を超え 4m 以下 105cm 以上 

65 度以下 2m 以下 70cm 以上 

2m を超え 3m 以下 80cm 以上 

3m を超え 4m 以下 95cm 以上 

4m を超え 5m 以下 120cm 以上 

 

 
図 17-11 間知石練積み造擁壁その他の練積み造擁壁 
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2) 練積み造擁壁の施工上の留意事項 

①丁張り 

 擁壁の勾配及び裏込めコンクリート厚等を正確に確保するため、表丁張り及び裏丁張りを設置す

ること。 

 丁張り間隔は 10ｍを標準とし、起終点及び平面・断面の変化点等に設置すること。 

②裏込めコンクリート及び透水層 

 裏込めコンクリート及び透水層の厚さが不足しないよう、組積み各段の厚さを明示した 

 図を作成すること。 

③抜型枠 

 裏込めコンクリートが透水層（栗石・砂利又は採石）内に流入して機能を損なわないよう抜型枠

を使用すること。 

④組積み 

 組積材（間知石等の石材）は、組積み前に十分水洗いをすること。 

 擁壁の一体性を確保するため、芋目地ができないよう組積みをすること。 

⑤施工積高 

 1 日の工程は、積み過ぎにより擁壁が前面にせり出さない程度にとどめる。 

⑥水抜き穴の保護 

 コンクリートで水抜き穴を閉塞しないよう注意すること。 

 透水管の長さは、透水層に深く入り過ぎないようにすること。 

⑦コンクリート打設 

 胴込めコンクリート及び裏込めコンクリートの打設に当たっては、コンクリー卜と組積材とが一

体化するよう十分締固めること。 

⑧擁壁背面の埋め戻し 

 擁壁背面の埋め戻し土は胴込めコンクリート及び裏込めコンクリートが安定してから施工するも

のとし、 十分に締固めを行い、常に組積みと並行して施工すること。 

⑨養生 

 胴込めコンクリート及び裏込めコンクリートは、打設後直ちに養生シート等で覆い、十分養生す

ること。 

⑩その他 

 崖又は他の擁壁の上部に近接して設置される擁壁については、下部の崖又は擁壁に影響を与えな

いよう十分注意すること。 

⑪根入れ 

 擁壁前面に水路等の構造物がある場合（水路高 50ｃｍ以上に適用）は、その水路底を仮想地盤と

し、その地盤より根入れを確保すること。将来計画がある場合は、その水路底を仮想地盤とする。

（図 17-12 ⅰを参照） 

 擁壁前面の表土が、腐蝕土、軟土等の場合は、それらの表土を除いた点を地盤高とし、その点よ

り根入れを確保すること。 

 未改修の河川に直接隣接する場合は、河床から根入れ深さを 80ｃｍ以上かつ擁壁高さの H/4 以上

確保すること。（図 17-12 ⅱを参照） 

 水路・河川沿いの現況斜面に設ける場合は、将来の改修計画を考慮し、河川境界から土質による

勾配線（表 17-1を参照）より後退した位置に設けること。（図 17-12 ⅲを参照） 
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ⅰ）水路等に接する場合（水路高 50㎝以上に適用） 

 
 

ⅱ）河川境界に直接隣接する場合         ⅲ）水路・河川沿いの現況斜面に設ける場合 

       
図 17-12 根入れの深さ 

[盛土等防災研究会 編集, 盛土等防災マニュアルの

解説, 令和 5年 11月] 

 

17.3. 擁壁についての建築基準法施行令の準用 
【政令】 

（設置しなければならない擁壁についての建築基準法施行令の準用） 

第十一条 第八条第一項第一号の規定により設置される擁壁については、建築基準法施行令第三十六

条の三から第三十九条まで、第五十二条（第三項を除く。）、第七十二条から第七十五条まで及び第

七十九条の規定※1を準用する。 

 

（任意に設置する擁壁についての建築基準法施行令の準用） 

第十三条 法第十二条第一項又は第十六条第一項の許可を受けなければならない宅地造成に関する工

事により設置する擁壁で高さが二メートルを超えるもの（第八条第一項第一号の規定により設置さ

れるものを除く。）については、建築基準法施行令第百四十二条（同令第七章の八の規定の準用に

係る部分を除く。）※2の規定を準用する。 

 

※1 

【建基法政令】 

（構造設計の原則） 

第三十六条の三 建築物の構造設計に当たつては、その用途、規模及び構造の種別並びに土地の状況

に応じて柱、はり、床、壁等を有効に配置して、建築物全体が、これに作用する自重、積載荷重、

積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して、一様に構造耐力上安全

であるようにすべきものとする。 

２ 構造耐力上主要な部分は、建築物に作用する水平力に耐えるように、釣合い良く配置すべきもの

とする。 
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３ 建築物の構造耐力上主要な部分には、使用上の支障となる変形又は振動が生じないような剛性及

び瞬間的破壊が生じないような靱性をもたすべきものとする。 

 

（別の建築物とみなすことができる部分） 

第三十六条の四 法第二十条第二項（法第八十八条第一項において準用する場合を含む。）の政令で

定める部分は、建築物の二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えな

い構造方法のみで接している場合における当該建築物の部分とする。 

第二節 構造部材等 

（構造部材の耐久） 

第三十七条 構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、腐食、腐朽

若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を

使用しなければならない。 

 

（基礎） 

第三十八条 建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈

下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。 

２ 建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。 

３ 建築物の基礎の構造は、建築物の構造、形態及び地盤の状況を考慮して国土交通大臣が定めた構

造方法を用いるものとしなければならない。この場合において、高さ十三メートル又は延べ面積三

千平方メートルを超える建築物で、当該建築物に作用する荷重が最下階の床面積一平方メートルに

つき百キロニュートンを超えるものにあつては、基礎の底部（基礎ぐいを使用する場合にあつて

は、当該基礎ぐいの先端）を良好な地盤に達することとしなければならない。 

４ 前二項の規定は、建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構

造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、適用しない。 

５ 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいは、それを設ける際に作用する打撃力その他の外

力に対して構造耐力上安全なものでなければならない。 

６ 建築物の基礎に木ぐいを使用する場合においては、その木ぐいは、平家建の木造の建築物に使用

する場合を除き、常水面下にあるようにしなければならない。 

 

（屋根ふき材等） 

第三十九条 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装

飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によつて脱落

しないようにしなければならない。 

２ 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造は、構造耐力上安全なものとして国土交通大臣

が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。 

３ 特定天井（脱落によつて重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井

をいう。以下同じ。）の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を

用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。 

４ 特定天井で特に腐食、腐朽その他の劣化のおそれのあるものには、腐食、腐朽その他の劣化しに

くい材料又は有効なさび止め、防腐その他の劣化防止のための措置をした材料を使用しなければな

らない。 

 

（組積造の施工） 

第五十二条 組積造に使用するれんが、石、コンクリートブロツクその他の組積材は、組積するに当

たつて充分に水洗いをしなければならない。 

２ 組積材は、その目地塗面の全部にモルタルが行きわたるように組積しなければならない。 

３ （略） 

４ 組積材は、芋目地ができないように組積しなければならない。 

 

（コンクリートの材料） 
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第七十二条 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの材料は、次の各号に定めるところによら

なければならない。 

一 骨材、水及び混和材料は、鉄筋をさびさせ、又はコンクリートの凝結及び硬化を妨げるような

酸、塩、有機物又は泥土を含まないこと。 

二 骨材は、鉄筋相互間及び鉄筋とせき板との間を容易に通る大きさであること。 

三 骨材は、適切な粒度及び粒形のもので、かつ、当該コンクリートに必要な強度、耐久性及び耐火

性が得られるものであること。 

 

（鉄筋の継手及び定着） 

第七十三条 鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなけれ

ばならない。ただし、次の各号に掲げる部分以外の部分に使用する異形鉄筋にあつては、その末端

を折り曲げないことができる。 

一 柱及びはり（基礎ばりを除く。）の出すみ部分 

二 煙突 

２ 主筋又は耐力壁の鉄筋（以下この項において「主筋等」という。）の継手の重ね長さは、継手を

構造部材における引張力の最も小さい部分に設ける場合にあつては、主筋等の径（径の異なる主筋

等をつなぐ場合にあつては、細い主筋等の径。以下この条において同じ。）の二十五倍以上とし、

継手を引張り力の最も小さい部分以外の部分に設ける場合にあつては、主筋等の径の四十倍以上と

しなければならない。ただし、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる継手にあつては、この限り

でない。 

３ 柱に取り付けるはりの引張り鉄筋は、柱の主筋に溶接する場合を除き、柱に定着される部分の長

さをその径の四十倍以上としなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造

計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。 

４ 軽量骨材を使用する鉄筋コンクリート造について前二項の規定を適用する場合には、これらの項

中「二十五倍」とあるのは「三十倍」と、「四十倍」とあるのは「五十倍」とする。 

 

（コンクリートの強度） 

第七十四条 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの強度は、次に定めるものでなければなら

ない。 

一 四週圧縮強度は、一平方ミリメートルにつき十二ニュートン（軽量骨材を使用する場合におい

ては、九ニュートン）以上であること。 

二 設計基準強度（設計に際し採用する圧縮強度をいう。以下同じ。）との関係において国土交通

大臣が安全上必要であると認めて定める基準に適合するものであること。 

２ 前項に規定するコンクリートの強度を求める場合においては、国土交通大臣が指定する強度試験

によらなければならない。 

３ コンクリートは、打上りが均質で密実になり、かつ、必要な強度が得られるようにその調合を定

めなければならない。 

 

（コンクリートの養生） 

第七十五条 コンクリート打込み中及び打込み後五日間は、コンクリートの温度が二度を下らないよ

うにし、かつ、乾燥、震動等によつてコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しな

ければならない。ただし、コンクリートの凝結及び硬化を促進するための特別の措置を講ずる場合

においては、この限りでない。 

 

（鉄筋のかぶり厚さ） 

第七十九条 鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床にあつては二センチ

メートル以上、耐力壁、柱又ははりにあつては三センチメートル以上、直接土に接する壁、柱、床

若しくははり又は布基礎の立上り部分にあつては四センチメートル以上、基礎（布基礎の立上り部

分を除く。）にあつては捨コンクリートの部分を除いて六センチメートル以上としなければならな

い。 
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２ 前項の規定は、水、空気、酸又は塩による鉄筋の腐食を防止し、かつ、鉄筋とコンクリートとを

有効に付着させることにより、同項に規定するかぶり厚さとした場合と同等以上の耐久性及び強度

を有するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部材及び国土交通大臣の認定を受け

た部材については、適用しない。 

 

※2 

（擁壁） 

第百四十二条 第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第五号に掲げる擁壁（以下この条に

おいて単に「擁壁」という。）に関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法第二十

条第一項の政令で定める技術的基準は、次に掲げる基準に適合する構造方法又はこれと同等以上に

擁壁の破壊及び転倒を防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるこ

ととする。 

一 鉄筋コンクリート造、石造その他これらに類する腐食しない材料を用いた構造とすること。 

二 石造の擁壁にあつては、コンクリートを用いて裏込めし、石と石とを十分に結合すること。 

三 擁壁の裏面の排水を良くするため、水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺に砂利そ

の他これに類するものを詰めること。 

四 次項において準用する規定（第七章の八（第百三十六条の六を除く。）の規定を除く。）に適合

する構造方法を用いること。 

五 その用いる構造方法が、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて確かめられる安

全性を有すること。 

２ 擁壁については、第三十六条の三、第三十七条、第三十八条、第三十九条第一項及び第二項、第

五十一条第一項、第六十二条、第七十一条第一項、第七十二条、第七十三条第一項、第七十四条、

第七十五条、第七十九条、第八十条（第五十一条第一項、第六十二条、第七十一条第一項、第七十

二条、第七十四条及び第七十五条の準用に関する部分に限る。）、第八十条の二並びに第七章の八

（第百三十六条の六を除く。）の規定を準用する。※3 

 

※3 

（構造設計の原則） 

第三十六条の三 （略） 

 

（構造部材の耐久） 

第三十七条 （略） 

 

（基礎） 

第三十八条 （略） 

 

（屋根ふき材等） 

第三十九条 （略） 

 

（適用の範囲） 

第五十一条 この節の規定は、れんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造（補強コン

クリートブロック造を除く。以下この項及び第四項において同じ。）の建築物又は組積造と木造そ

の他の構造とを併用する建築物の組積造の構造部分に適用する。ただし、高さ十三メートル以下で

あり、かつ、軒の高さが九メートル以下の建築物の部分で、鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによ

つて補強され、かつ、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全である

ことが確かめられたものについては、適用しない。 

 

（構造耐力上主要な部分等のささえ） 

第六十二条 組積造である構造耐力上主要な部分又は構造耐力上主要な部分でない組積造の壁で高さ

が二メートルをこえるものは、木造の構造部分でささえてはならない。 
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（適用の範囲） 

第七十一条 この節の規定は、鉄筋コンクリート造の建築物又は鉄筋コンクリート造と鉄骨造その他

の構造とを併用する建築物の鉄筋コンクリート造の構造部分に適用する。 

 

（コンクリートの材料） 

第七十二条 （略） 

 

（鉄筋の継手及び定着） 

第七十三条 （略） 

 

（コンクリートの強度） 

第七十四条 （略） 

 

（コンクリートの養生） 

第七十五条 （略） 

 

（鉄筋のかぶり厚さ） 

第七十九条 （略） 

 

（無筋コンクリート造に対する第四節及び第六節の規定の準用） 

第八十条 無筋コンクリート造の建築物又は無筋コンクリート造とその他の構造とを併用する建築物

の無筋コンクリート造の構造部分については、この章の第四節（第五十二条を除く。）の規定並び

に第七十一条（第七十九条に関する部分を除く。）、第七十二条及び第七十四条から第七十六条まで

の規定を準用する。 

 

（構造方法に関する補則） 

第八十条の二 第三節から前節までに定めるもののほか、国土交通大臣が、次の各号に掲げる建築物

又は建築物の構造部分の構造方法に関し、安全上必要な技術的基準を定めた場合においては、それ

らの建築物又は建築物の構造部分は、その技術的基準に従つた構造としなければならない。 

一 木造、組積造、補強コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンク

リート造又は無筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分で、特殊の構造方法によるもの 

二 木造、組積造、補強コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンク

リート造及び無筋コンクリート造以外の建築物又は建築物の構造部分 

〔解説〕 

義務設置擁壁及び任意に設置する擁壁についての建基法政令の準用については、次の各事項に留意し

てください。 

1) 義務設置擁壁の規定 

建基法政令第 36条の 3から第 39条まで、第 52条（第 3項を除く。）、第 72条から第 75条まで及び第

79 条の規定を準用すること。 

 

2) 任意に設置する擁壁の規定 

各規制区域内において行う、許可（変更許可を含む）を要する盛土等に関する工事により設置する擁

壁で高さが 2ｍを超える擁壁については、建基法政令第 142 条（同令第 7 章の 8 の規定の準用に係る部

分を除く。）の規定を準用すること。 

なお、高さ 2ｍ以下の任意設置擁壁についても、必要に応じて義務設置擁壁に関する基準を準用する

ことが望ましい。 
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表 17-5 建基法政令の準用 

区分 高さ 技術基準 備考 

政令第 8条の義務設

置擁壁 
すべて 

政令第 8～10条、12条 

建基法政令第 36条の 3～第 39条、

第 52条（第 3項を除く。）、第 72

条～75条，第 79条 

法第 13条 

政令第 11条 

任意設置擁壁 
2ｍ超 建基令第 142 条 政令第 13条 

2ｍ以下 技術基準なし  

 

17.4. 擁壁の水抜穴 
【政令】 

（擁壁の水抜穴） 

第十二条 第八条第一項第一号の規定により設置される擁壁には、その裏面の排水を良くするため、

壁面の面積三平方メートル以内ごとに少なくとも一個の内径が七・五センチメートル以上の陶管そ

の他これに類する耐水性の材料を用いた水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺その他必

要な場所には、砂利その他の資材を用いて透水層を設けなければならない。 

〔解説〕 

擁壁背面の排水を良くするため、水抜穴等を設置する場合は、次の各事項に留意してください。 

1) 水抜穴の配置及び構造 

 図 17-13に示す配置及び構造とすること。 

 壁面の面積 3ｍ2に 1箇所以上、千鳥状に配置すること。 

 内径は、75ｍｍ以上とすること。 

 擁壁の下部地表面近く及び湧水等のある箇所に特に重点的に配置すること 

 地盤面下の壁面で地下水の流路にあたっている壁面がある場合は、有効に水抜穴を設けて地下水を

排出すること。 

 排水方向に適当な勾配をとること。 

 水抜穴の入口には水抜穴から流出しない程度の大きさの砕石等を置き、砂利、砂、背面土等が流出

しないように配慮すること。 

 コンクリートの圧力で潰れないものを使用すること。 

 

2) 擁壁背面の透水層（砂利その他の資材） 

 擁壁天端から 30ｃｍ程度下方から最下段の水抜穴の下端まで設けること。 

 砕石を用いる場合は、透水層の厚さを 30ｃｍ以上とすること。 

 透水層の最下部には、不透水層となる止水コンクリートを設けること。 

 石油系素材を用いた「透水マット」を使用する場合は、「擁壁用透水マット技術マニュアル」を参

考にすること。 

 

 
図 17-13 水抜穴の配置図 
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17.5. 特殊の材料又は構法による擁壁 
【政令】（特殊の材料又は構法による擁壁） 

第十七条 構造材料又は構造方法が第八条第一項第二号及び第九条から第十二条までの規定によらな

い擁壁で、国土交通大臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるものについて

は、これらの規定は、適用しない。 

〔解説〕 

大臣認定擁壁については、政令に基づく技術的基準の適用はありません。特殊な材料又は構法による

擁壁は、一般に次のとおりです。 

①コンクリートブロック空積み造擁壁 

②コンクリートブロック練積み造擁壁（政令第 10条の構造基準を満たすもの及び「宅地造成等規制

法施行令の規定に基づき胴込めにコンクリートを用いて充填するコンクリートブロック練積み造の

擁壁の効力を認定する件（昭和４０年６月１４日 建設省告示第１４８５号）」に基づくものを除

く。） 

③補強鉄筋を用いたコンクリートブロック造擁壁 

④プレキャスト製品による鉄筋コンクリート造擁壁 

⑤壁面に植栽等を施す擁壁 

⑥補強土擁壁 
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18. 崖面崩壊防止施設の設置に関する技術的基準 
【政令】 

（崖面崩壊防止施設の設置に関する技術的基準） 

第十四条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち崖面崩壊防止

施設の設置に関するものは、次に掲げるものとする。 

一 盛土又は切土（第三条第四号の盛土及び同条第五号の盛土又は切土を除く。以下この号におい

て同じ。）をした土地の部分に生ずる崖面に第八条第一項第一号（ハに係る部分を除く。）の規定

により擁壁を設置することとした場合に、当該盛土又は切土をした後の地盤の変動、当該地盤の

内部への地下水の浸入その他の当該擁壁が有する崖の安定を保つ機能を損なうものとして主務省

令で定める事象※1 が生ずるおそれが特に大きいと認められるときは、当該擁壁に代えて、崖面崩

壊防止施設を設置し、これらの崖面を覆うこと。 

二 前号の崖面崩壊防止施設は、次のいずれにも該当するものでなければならない。 

イ 前号に規定する事象が生じた場合においても崖面と密着した状態を保持することができる構

造であること。 

ロ 土圧等によつて損壊、転倒、滑動又は沈下をしない構造であること。 

ハ その裏面に浸入する地下水を有効に排除することができる構造であること。 

 

※1 

【省令】 

（擁壁が有する崖の安定を保つ機能を損なう事象） 

第三十一条 令第十四条第一号（令第十八条及び第三十条第一項において準用する場合を含む。）の

主務省令で定める事象は、次に掲げるものとする。 

一 盛土又は切土をした後の地盤の変動 

二 盛土又は切土をした後の地盤の内部への地下水の浸入 

三 前二号に掲げるもののほか、擁壁が有する崖の安定を保つ機能を損なう事象 

〔解説〕 

崖面崩壊防止施設を設置する場合、次の各事項に留意してください。 

1) 崖面崩壊防止施設の基本的な考え方 

崖面崩壊防止施設は、地盤の変動が生じた場合においても崖面と密着した状態を保持することができ、

地下水を有効に排除することが可能な構造を有する。本施設は、擁壁が有する崖の安定を保つ機能を損

なう事象が生ずるおそれが特に大きいと認められる場合で、かつ、土地利用状況等から地盤の変形が許

容される場合に限り、擁壁に代えて設置することができる。 

なお、崖面崩壊防止施設は、住宅地等の地盤の変形が許容されない土地には適用できないことから、

本施設設置後、土地利用が当該施設を適用できないものに変更された場合には報告すること等を、許可

時の条件とする場合がある。 

 

2) 崖面崩壊防止施設の種類及び選定 

①崖面崩壊防止施設の代表工種 

鋼製枠工、大型かご枠工、ジオテキスタイル補強土壁工等。 

②選定に当たっての留意事項 

設置箇所の関係法令、自然条件、施工条件、周辺の状況等を十分に調査するとともに、関係する技

術基準等を考慮し、崖面崩壊防止施設に求められる安定性を確保できるものを選定すること。また、

その構造上、過大な土圧が発生する場合や、保全対象に近接すること等で重要な施設に位置付けられ

る場合等は適用性が低いことに注意すること。 

特に、設置箇所と保全対象との位置関係等について調査し、必要な強度、耐久性等について十分に

検討のうえ、選定すること。 
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表 18-1 崖面崩壊防止施設と擁壁の特性 

施設種別 崖面崩壊防止施設 擁壁 

代表工種 

 鋼製枠工 

 大型かご枠工 

 ジオテキスタイル補強土壁工 

 鉄筋コンクリート擁壁 

 無筋コンクリート擁壁 

 練積み擁壁 等 

地盤の変形への 

追従性 
中程度～高い 低い 

耐土圧性 
あり 

（相対的に小さい土圧） 

あり 

（相対的に大きい土圧） 

透水性 

中程度～高い※ 

（中詰め材を高透水性材料とすること

で施設全面からの排水が可能） 

－ 

（水抜き等により排水） 

※ジオテキスタイル補強土壁工は、一般に排水施設を設置するが、地下水の影響が大きい場合は、

排水施設の機能を強化する必要がある。 

 

3) 崖面崩壊防止施設の設計・施工上の留意事項 

崖面崩壊防止施設の設計・施工に当たっては、崖面崩壊防止施設の種類によって設計方法や材料が異

なるため、選定した崖面崩壊防止施設に応じた安定性の検討が必要である。また、必要に応じて、崖面

崩壊防止施設自体の安定性はもとより崖面崩壊防止施設を含めた地盤面全体の安定性についても総合的

に検討すること。 

崖面崩壊防止施設は、擁壁と同様に、土圧等により損壊、転倒、滑動又は沈下しない構造とする。 

※山地・森林等で設置する場合は、山地・森林の場が有する特性に考慮した設計・施工を行うこと。 
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19. 崖面及びその他の地表面について講ずる措置に関する技術的基

準 
【政令】 

（崖面及びその他の地表面について講ずる措置に関する技術的基準） 

第十五条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち崖面について

講ずる措置に関するものは、盛土又は切土をした土地の部分に生ずることとなる崖面（擁壁又は崖

面崩壊防止施設で覆われた崖面を除く。）が風化その他の侵食から保護されるよう、石張り、芝張

り、モルタルの吹付けその他の措置を講ずることとする。 

２ 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち盛土又は切土をした

後の土地の地表面（崖面であるもの及び次に掲げる地表面であるものを除く。）について講ずる措

置に関するものは、当該地表面が雨水その他の地表水による侵食から保護されるよう、植栽、芝張

り、板柵工その他の措置を講ずることとする。 

一 第七条第二項第一号の規定による措置が講じられた土地の地表面 

二 道路の路面の部分その他当該措置の必要がないことが明らかな地表面 

〔解説〕 

盛土又は切土に伴い、崖面及びその他の地表面について措置を講ずる場合、次の各事項に留意してく

ださい。 

1) のり面保護工及びその他の地表面の措置の基本的な考え方 

盛土又は切土により土地の造成を行う場合、裸地となることで侵食や洗堀が生じ、これらの拡大によ

り崩壊が発生することが懸念されるため、次の地表面を除き、擁壁又は崖面崩壊防止施設で覆われない

崖面及びその他の地表面は、のり面保護工等により保護すること。 

のり面保護工の設計・施工に当たっては、「盛土等防災マニュアルの解説」（盛土等防災研究会編集，

令和 5年 11月）等を参考にすること。 

 崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるよう、排水勾配を付ける措置が講じられた土地の地

表面 

 道路の路面の部分その他当該措置の必要がないことが明らかな地表面 

 農地等における植物の生育が確保される部分の地表面 

 

表 19-1 土工区分と地表面の勾配ごとに設置を要する構造物等の区分 

土工区分 地表面の勾配 設置を要する構造物等 

盛土 
崖面（水平面に対し 30度を超える） 擁壁/崖面崩壊防止施設 

崖面以外の地表面（水平面に対し 30 度以下） のり面保護工※1 

切土 
崖面（水平面に対し 30度を超える） 

擁壁/崖面崩壊防止施設※2 

のり面保護工 

崖面以外の地表面（水平面に対し 30 度以下） のり面保護工※1 

※1 土地利用等により保護する必要性がない地表面を除く。 

※2 擁壁の設置を要しない切土のり面の土質・勾配を満足する場合を除く。 

 

2) のり面保護工の種類及び選定 

①種類 

のり面保護工の種類としては、のり面緑化工、構造物によるのり面保護工及びのり面排水工などが

挙げられる。 

②選定に当たっての留意事項 

のり面の勾配、土質、湧水の有無等、気象条件、保護工の特性、将来の維持管理等について総合的

に検討した上で、工法を選定するものとする。 

工法の選定に当たっては、次の各事項に留意すること。 

 植生可能なのり面では、植生の被覆効果及び根系の緊縛効果がのり面の安定性向上に寄与するこ

とに着目し、のり面緑化工の選定を基本とし、雨水等の分散機能を高める筋工・柵工等の緑化基
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礎工の併用を検討する。ただし、植生に適さないのり面又はのり面緑化工では安定性が確保でき

ないのり面においては、構造物によるのり面保護工を選定すること。 

 のり面緑化工及び構造物によるのり面保護工では、のり面排水工を併設することを原則とする。 

 同一のり面においても、土質及び地下水の状態は必ずしも一様でない場合が多いため、それぞれ

の条件に適した工法を選定すること。 

  

3) 太陽光発電設備を設置する場合 

太陽光パネル直下は雨垂れによる局部的な侵食の対応が必要となる。また、太陽光パネル等の不浸透

性材料で覆われる箇所は雨水の流出係数を大きくする必要があることに留意する。加えて、太陽光発電

設備のパネル下部等の日陰となる箇所では、保護シート等の使用も考えられる。 
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20. 排水施設の設置に関する技術的基準 
【政令】 

（排水施設の設置に関する技術的基準） 

第十六条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち排水施設の設

置に関するものは、盛土又は切土をする場合において、地表水等により崖崩れ又は土砂の流出が生

ずるおそれがあるときは、その地表水等を排除することができるよう、排水施設で次の各号のいず

れにも該当するものを設置することとする。 

一 堅固で耐久性を有する構造のものであること。 

二 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造られ、かつ、漏水を最少限度のものと

する措置が講ぜられているものであること。ただし、崖崩れ又は土砂の流出の防止上支障がない

場合においては、専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、多孔管その他雨水を地下に

浸透させる機能を有するものとすることができる。 

三 その管渠
きょ

の勾配及び断面積が、その排除すべき地表水等を支障なく流下させることができるも

のであること。 

四 専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、その暗渠である構造の部分の次に掲げる箇

所に、ます又はマンホールが設けられているものであること。 

イ 管渠の始まる箇所 

ロ 排水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所（管渠の清掃上支障がない箇所を除く。） 

ハ 管渠の内径又は内法のり幅の百二十倍を超えない範囲内の長さごとの管渠の部分のその清掃

上適当な箇所 

五 ます又はマンホールに、蓋が設けられているものであること。 

六 ますの底に、深さが十五センチメートル以上の泥溜ためが設けられているものであること。 

２ 前項に定めるもののほか、同項の技術的基準は、盛土をする場合において、盛土をする前の地盤

面から盛土の内部に地下水が浸入するおそれがあるときは、当該地下水を排除することができるよ

う、当該地盤面に排水施設で同項各号（第二号ただし書及び第四号を除く。）のいずれにも該当す

るものを設置することとする。 

〔解説〕 

盛土等に伴い、排水施設を設置する場合、次の各事項に留意してください。 

1) 排水施設の構造等 

排水施設を設置する場合、次のいずれにも該当するものでなければならない。 

①排水施設の構造 

 堅固で耐久性のある構造 

 陶器、コンクリート、れんが等の耐水性の有る材料を使用 

 継手のカラー、ソケット等を使用した漏水防止 

②多孔管、浸透型施設の設置 

 崖崩れ又は土砂の流出防止上支障がない場合 

③排水施設の規模 

 降雨強度、排水面積、地形・地質、土地利用計画等に基づいて算定した雨水等の計画流出量を安

全に排除できること。 

④ます又はマンホールの設置箇所 

 管渠の始点 

 排水流路の方向、勾配、断面の変化点（管渠の清掃上支障がない箇所を除く。） 

 管渠の長さがその内径又は内のり幅の 120倍を超えない範囲内の清掃上適当な箇所 

⑤ます又はマンホールの構造 

 ますには、深さ 15ｃｍ以上の泥だめを設けること 

 ます又はマンホールには蓋を設けること 
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2) 地下水排除工 

盛土内に浸透した雨水・地下水は、地下水排除工（暗渠排水工、基盤排水層、暗渠流末の処理、施工

時の仮設排水対策等）を次の各事項に留意して設置すること。地下水排除工の仕様は表 20-1 を標準と

する。 

①暗渠排水工 

暗渠排水工は、原地盤の谷部や湧水等の顕著な箇所等を対象に樹枝状に設置することを基本とする。 

②基盤排水層 

基盤排水層は、透水性が高い材料を用い、主に谷埋め盛土におけるのり尻部及び谷底部、湧水等の

顕著な箇所等を対象に設置することを基本とする。 

③暗渠流末の処理 

暗渠排水工の流末は、維持管理や点検が行えるように、マス、マンホール、かご工等で保護を行う

ことを基本とする。 

④施工時の仮設排水対策 

施工時における中央縦排水は、暗渠排水工と併用せず、別系統の排水管を設置することを基本とす

る。また、中央縦排水に土砂が入らないように縦排水管の口元は十分な保護を行うことを基本とする。 

 

表 20-1 地下水排除工の標準的な仕様 

排水施設 
基本諸元（標準例） 

機能 施設名称 

地下水排除工 暗渠排水工 本 管：管径 300ｍｍ以上 
補助管：管径 200ｍｍ以上 

補助管間隔：40ｍを標準とし、渓流等をはじめとする地下水が

多いことが想定される場合等は 20ｍ以内 
※流域等が大規模な場合は、流量計算にて規格を検討 

基盤排水層 厚さ：0.5ｍを標準とし、渓流等をはじめとする地下水が多いこ

とが想定される場合等は 1.0ｍ以上 

範囲：のり尻からのり肩の水平距離の 1/2 の範囲及び谷底部を

包括して設置（地表面勾配ｉ<1:4） 

 

 

図 20-1 暗渠排水工事の例 

 

集水管

必要に応じて
吸出防止材

ドレーン材
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図 20-2 沢埋め盛土における地下水排水工及び基盤排水層の設置例 

[（社）日本道路協会, 道路土工―盛土工指針, 平成 22年 4月] 

 

3) 排水施設の設計上の留意事項 

排水施設の設計に当たっては、計画流出量を安全に排出する能力を有し、将来にわたりその機能が確

保されるよう、構造上及び維持管理上、十分な配慮をする必要がある。計画流出量等は、次の各事項に

より算定することを標準とする。 

①計画流出量の算定（合理式） 

計画流出量は、次式を標準として算定すること。ただし、降雨量と流出量の関係が別途高い精度で

求められている場合には、単位図法等によって算定することができる。 

 

𝑄 =
1

360
⋅ 𝑓 ⋅ 𝑟 ⋅ 𝐴 

ここに、 

Q ：計画流出量（m3／sec）＝ピーク流量 

f ：流出係数 

r ：設計雨量強度（mm/hr） 

A ：集水区域面積（ha） 

 

合理式法に用いる流出係数の値は、流域の地質、将来における流域の土地利用状況等を考慮して決定

するものとするが、表 20-2 に示す値を用いることができる。 

なお、地表が太陽光パネル等の不浸透性の材料で覆われる箇所については、流出係数を原則 1.0 とす

る。ただし、土地利用等が異なる箇所が混在する場合は、面積により加重平均して算定するものとする。 

 

表 20-2 合理式に用いる標準的な流出係数 

土地利用形態 流出係数 

密集市街地 0.9 

一般市街地 0.8 

畑・原野 0.6 

水田 0.7 

山地 0.7 

  



 

94 

 

設計雨量強度は、「大分県確率降雨強度式（令和 4 年改定版：大分県土木建築部河川課）」に基づく

ものとし、10年確率で想定される降雨強度とすること。 

ただし、渓流等における盛土や広範囲に及ぶ開発事業等のうち集水性が高い場合等は 20～30年確率と

し、特に大きな影響が見込まれる渓流等における高さ 15ｍを超える盛土等は 100年確率とすること。 

また、接続する施設（下水道等）の設計雨量強度等を考慮すること。 

流達時間は、表 20-3 に示す値を用いることができる。ただし、現地状況等に応じて、集水区域面積、

地表の状態、流路延長、流路勾配等により算定される適切な値を用いるものとする。 

なお、到達時間が 10 分以下になる場合には、時間決定の精度、経済性等から 10 分として計算するも

のとする。 

 

表 20-3 単位時間 

流域面積 単位時間 

50ha以下 10分 

100ha以下 20分 

500ha以下 30分 

 

②流速の算定（マニング式） 

流速は、次式を標準として算定すること。 

𝑉 =
1

𝑛
⋅ 𝑅

2
3 ⋅ 𝐼

1
2 

ここに、 

V ：流速（m/sec） 

n ：粗度係数（表 20-4を参照） 

R ：径深（m）（=A/S） 

S ：潤辺長（m）（水路断面において、水が周囲の壁や底面と接する長さ） 

I ：排水路勾配 

 

表 20-4 マニングの粗度係数 

水路の形式 水路の状況 ｎの範囲 ｎの標準値 

カルバート 

現場打ちコンクリート 

コンクリート管 

コルゲートメタル管（1形） 

〃     （2形） 

〃     （ペービングあり） 

塩化ビニル管 

コンクリート2次製品 

 0.015 

0.013 

0.024 

0.033 

0.012 

0.010 

0.013 

ライニングし

た水路 

鋼，塗装なし，平滑 

モルタル 

木，かんな仕上げ 

コンクリート，コテ仕上げ 

コンクリート，底面砂利 

石積み，モルタル目地 

空石積み 

アスファルト，平滑 

0.011～0.014 

0.011～0.015 

0.012～0.018 

0.011～0.015 

0.015～0.020 

0.017～0.030 

0.023～0.035 

0.013 

0.012 

0.013 

0.015 

0.015 

0.017 

0.025 

0.032 

0.013 

ライニングな

し水路 

土，直線，等断面水路 

土，直線水路，雑草あり 

砂利，直線水路 

岩盤直線水路 

0.016～0.025 

0.022～0.033 

0.022～0.030 

0.025～0.040 

0.022 

0.027 

0.025 

0.035 

自然水路 
整正断面水路 

非常に不整正な断面，雑草，立木多し 

0.025～0.033 

0.075～0.150 

0.030 

0.100 

[（社）日本道路協会, 道路土工要綱, 平成21年6月] 
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③流量の算定 

土砂等の堆積による通水断面の縮小を考慮して、排水施設の計画断面は、その断面の 80％で計画流

量を流しうる断面とする。 
𝑄 = 𝐴 ⋅ 𝑉 

ここに、 

Q ：流量（m3/sec） 

A ：断面積（m2）※排水施設の断面積の 80％ 

V ：流速（m/sec） 

 

4) 下流河川等の治水・排水対策 

排水施設は、排水量が少なく土砂の流出又は崩壊を発生させるおそれがない場合を除き、放流先の排

水能力、利水の状況等を考慮して、排水施設又は下流河川等まで接続させること。この場合、当該排水

施設又は河川等の管理者の同意を得ているものであること。特に、排水施設等を経由して河川等に排水

を導く場合には、当該排水施設の管理者の同意に加え、当該排水施設が接続する下流河川等において安

全に流下できるよう、併せて当該河川等の管理者の同意を得ているものであること。 

また、放流先の排水能力がないと認められるときは、管理者と協議のうえ、下流河川等の改修や盛土

等に関する工事の現場内に調整池等の流出抑制施設を設置すること。 

調整池等の設計、構造、施工等については、「盛土等防災マニュアルの解説」（盛土等防災研究会編集，

令和 5年 11月）等を参考にすること。 
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21. 土石の堆積に関する工事の技術的基準 
【政令】 

（土石の堆積に関する工事の技術的基準） 

第十九条 法第十三条第一項の政令で定める土石の堆積に関する工事の技術的基準は、次に掲げるも

のとする。 

一 堆積した土石の崩壊を防止するために必要なものとして主務省令で定める措置※1 を講ずる場合

を除き、土石の堆積は、勾配が十分の一以下である土地において行うこと。 

二 土石の堆積を行うことによつて、地表水等による地盤の緩み、沈下、崩壊又は滑りが生ずるお

それがあるときは、土石の堆積を行う土地について地盤の改良その他の必要な措置を講ずるこ

と。 

三 堆積した土石の周囲に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める

空地（勾配が十分の一以下であるものに限る。）を設けること。 

イ 堆積する土石の高さが五メートル以下である場合 当該高さを超える幅の空地 

ロ 堆積する土石の高さが五メートルを超える場合 当該高さの二倍を超える幅の空地 

四 堆積した土石の周囲には、主務省令で定めるところにより、柵その他これに類するものを設け

ること。※2 

五 雨水その他の地表水により堆積した土石の崩壊が生ずるおそれがあるときは、当該地表水を有

効に排除することができるよう、堆積した土石の周囲に側溝を設置することその他の必要な措置

を講ずること。 

２ 前項第三号及び第四号の規定は、堆積した土石の周囲にその高さを超える鋼矢板を設置すること

その他の堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流出を有効に防止することができるものとして主務省令

で定める措置※3を講ずる場合には、適用しない。 

 

※1 

【省令】 

（堆積した土石の崩壊を防止するための措置） 

第三十二条 令第十九条第一項第一号（令第三十条第二項において準用する場合を含む。）の主務省

令で定める措置は、土石の堆積を行う面（鋼板等を使用したものであつて、勾配が十分の一以下で

あるものに限る。）を有する堅固な構造物を設置する措置その他の堆積した土石の滑動を防ぐ又は

滑動する堆積した土石を支えることができる措置とする。 

 

※2 

【省令】 

（柵その他これに類するものの設置） 

第三十三条 令第十九条第一項第四号（令第三十条第二項において準用する場合を含む。）に規定す

る柵その他これに類するものは、土石の堆積に関する工事が施行される土地の区域内に人がみだり

に立ち入らないよう、見やすい箇所に関係者以外の者の立入りを禁止する旨の表示を掲示して設け

るものとする。 

 

※3 

【省令】 

（土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置） 

第三十四条 令第十九条第二項（令第三十条第二項において準用する場合を含む。）の主務省令で定

める措置は、次に掲げるいずれかの措置とする。 

一 堆積した土石の周囲にその高さを超える鋼矢板又はこれに類する施設（次項において「鋼矢板

等」という。）を設置すること 

二 次に掲げる全ての措置 

イ 堆積した土石を防水性のシートで覆うことその他の堆積した土石の内部に雨水その他の地表

水が浸入することを防ぐための措置 
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ロ 堆積した土石の土質に応じた緩やかな勾配で土石を堆積することその他の堆積した土石の傾

斜部を安定させて崩壊又は滑りが生じないようにするための措置 

２ 前項第一号の鋼矢板等は、土圧、水圧及び自重によつて損壊、転倒、滑動又は沈下をしない構造

でなければならない。 

〔解説〕 

土石の堆積を行う場合、次の各事項に留意してください。 

1) 次のような措置を講ずる場合を除き、土石の堆積は、勾配が 1/10 以下である土地において行うこ

と。 

①構台等の設置 

土石を堆積する面（空地を含む）の勾配は 1/10以下を確保するため、構台等の土石の堆積を行う面

を有する堅固な構造物を設置すること。想定される最大堆積高さの際に発生する土圧、水圧、自重の

ほか、必要に応じて重機による積載荷重に耐えうる構造で設計すること。（「道路土工―仮設構造物工

指針（平成 11年 3月）」を参照） 

 

2) 土石の堆積を行うことによって、地表水等による地盤の緩み、沈下、崩壊又は滑りが生ずるおそれ

があるときは、地盤の改良その他の必要な措置を講ずること。 

 

3) 堆積した土石の周囲に、次のいずれかに該当する空地（勾配が 1/10 以下であるものに限る。）を設

けること。 

①堆積する土石の高さが 5ｍ以下である場合は当該高さを超える幅の空地 

②堆積する土石の高さが 5ｍを超える場合は当該高さの 2倍を超える幅の空地 

 

4) 堆積した土石の周囲に、柵その他これに類するものを設けること（地区内に人がみだりに立ち入ら

ないようにする施設であり、ロープ等も適用可能）。 

 

5) 雨水その他の地表水により堆積した土石の崩壊が生ずるおそれがあるときは、当該地表水を有効に

排除することができるよう、堆積した土石の周囲に側溝を設置することその他の必要な措置を講ず

ること（地表水の流出入を防止できるようであれば素掘り側溝等の簡素な措置とすることも可能）。 

 

6) 次のような措置を講ずる場合は、3)、4)に関する規定は、適用しない。 

①鋼矢板等の設置 

土石を堆積する高さを超える鋼矢板や擁壁に類する施設等を設置する。想定される最大堆積高さの

際に発生する土圧、水圧、自重のほか、必要に応じて重機による積載荷重に耐えうる構造で設計する

こと。（「道路土工―仮設構造物工指針（平成 11年 3月）」を参照） 

②堆積勾配の規制及び防水性のシート等による保護 

堆積した土石の土質に応じた緩やかな勾配で土石を堆積し、降雨等による侵食を防ぐために、堆積

した土石を防水性のシート等で覆い表面を保護する。なお、土石の堆積は盛土と異なり、十分に締固

めが実施されないことが想定されるため、堆積勾配は安定性を確保するために、1:2.0 よりも緩くす

ることが望ましい。 
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22. 特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の技術的基準 
【政令】 

（特定盛土等に関する工事の技術的基準） 

第十八条 法第十三条第一項の政令で定める特定盛土等に関する工事の技術的基準については、第七

条から前条までの規定を準用する。この場合において、第十五条第二項第二号中「地表面」とある

のは、「地表面及び農地等（法第二条第一号に規定する農地等をいう。）における植物の生育が確保

される部分の地表面」と読み替えるものとする。 

 

（特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の技術的基準） 

第三十条 法第三十一条第一項（法第三十五条第三項において準用する場合を含む。次項において同

じ。）の政令で定める特定盛土等に関する工事の技術的基準については、第七条から第十七条まで

及び第二十条の規定を準用する。この場合において、第十三条中「第十二条第一項又は第十六条第

一項」とあるのは「第三十条第一項又は第三十五条第一項」と、第十五条第二項第二号中「地表

面」とあるのは「地表面及び農地等（法第二条第一号に規定する農地等をいう。）における植物の

生育が確保される部分の地表面」と読み替えるものとする。 

２ 法第三十一条第一項の政令で定める土石の堆積に関する工事の技術的基準については、第十九条

及び第二十条第二項の規定を準用する。 

〔解説〕 

特定盛土等に関する工事の技術的基準については、政令第 7条から第 17条までの規定を準用します。

また、特定盛土等規制区域における土石の堆積に関する工事の技術的基準については、政令第 19条の規

定を準用します。 

 



 

99 

 

23. 設計者の資格 
【法】 

（宅地造成等に関する工事の技術的基準等） 

第十三条 （略） 

２ 前項の規定により講ずべきものとされる措置のうち政令（同項の政令で都道府県の規則に委任し

た事項に関しては、その規則を含む。）で定めるものの工事は、政令で定める資格を有する者の設

計によらなければならない。※1 

 

※1 

【政令】 

（資格を有する者の設計によらなければならない措置） 

第二十一条 法第十三条第二項（法第十六条第三項において準用する場合を含む。次条において同

じ。）の政令で定める措置は、次に掲げるものとする。 

一 高さが五メートルを超える擁壁の設置 

二 盛土又は切土をする土地の面積が千五百平方メートルを超える土地における排水施設の設置 

 

（設計者の資格） 

第二十二条 法第十三条第二項の政令で定める資格は、次に掲げるものとする。 

一 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）による大学（短期大学を除く。）又は旧大学令

（大正七年勅令第三百八十八号）による大学において、正規の土木又は建築に関する課程を修め

て卒業した後、土木又は建築の技術に関して二年以上の実務の経験を有する者であること。 

二 学校教育法による短期大学（同法による専門職大学の前期課程を含む。次号において同じ。）

において、正規の土木又は建築に関する修業年限三年の課程（夜間において授業を行うものを除

く。）を修めて卒業した後（同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後。同号に

おいて同じ。）、土木又は建築の技術に関して三年以上の実務の経験を有する者であること。 

三 前号に該当する者を除き、学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令

（明治三十六年勅令第六十一号）による専門学校において、正規の土木又は建築に関する課程を

修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して四年以上の実務の経験を有する者であること。 

四 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令（昭和十八年勅令第三十六

号）による中等学校において、正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は

建築の技術に関して七年以上の実務の経験を有する者であること。 

五 主務大臣が前各号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有する者であると認めた者である

こと。※1 

 

※1 

【省令】 

（設計者の資格） 

第三十五条 令第二十二条第五号の規定により、主務大臣が同条第一号から第四号までに掲げる者と

同等以上の知識及び経験を有する者であると認めた者は、次に掲げる者とする。 

一 土木又は建築の技術に関して十年以上の実務の経験を有する者で、都市計画法施行規則（昭和

四十四年建設省令第四十九号）第十九条第一号トに規定する講習を修了した者 

二 前号に掲げる者のほか主務大臣が令第二十二条第一号から第四号までに掲げる者と同等以上の

知識及び経験を有する者であると認めた者※2 

 

※2「宅地造成等規制法施行令第十八条第一号から第四号までに掲げる者と同等以上の知識及び経験

を有する者を定める件（昭和３７年３月２９日 建設省告示第１００５号）」を参照 

〔解説〕 

盛土等に関する工事のうち、次に掲げる工事については、資格を有する者による設計が必要となりま

す。 
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〈工事〉 

1) 高さが 5ｍを超える擁壁の設置 

 

2) 盛土又は切土をする土地の面積が 1,500ｍ2を超える土地における排水施設の設置 

 

〈資格〉 

1) 学校教育法による大学（「短期大学」を除く。）又は旧大学令による大学において、正規の土木又は

建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して 2 年以上の実務の経験を有す

る者。 

2) 学校教育法による短期大学において、正規の土木又は建築に関する修業年限 3 年の課程（夜間にお

いて授業を行うものを除く。）を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して 3年以上の実務の

経験を有する者。 

 

3) 2）に該当する者を除き、学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令によ

る専門学校において、正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築の技術

に関して 4年以上の実務の経験を有する者。 

 

4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令による中等学校において、正規

の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して 7 年以上の実務の

経験を有する者。 

 

5) 主務大臣が 1）から 4）のいずれかに該当するものと同等以上の知識及び経験を有する者であると認

めた者。 

①学校教育法による大学（短期大学を除く。）の大学院若しくは専攻科又は旧大学令による大学の大

学院若しくは研究科に 1年以上在学して土木又は建築に関する事項を専攻した後、土木又は建築の

技術に関して 1年以上の実務の経験を有する者。 

②技術士法による本試験のうち技術部門を建設部門とするものに合格した者。 

③建築士法による一級建築士の資格を有する者。 

④土木又は建築の技術に関して 10 年以上の実務の経験を有するもので都計法施行規則第 19 条第 1 号

トに規定する講習を修了した者。 

⑤①から④のいずれかに該当する者のほか、国土交通大臣が政令第 22条第 1号から第 4号までに掲げ

る者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者。 
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24. 防災措置 
24.1. 工事施工中の防災措置 

盛土等においては、一般に、広範囲にわたって地形、植生状況等を改変するので、工事施工中の崖崩

れ、土砂の流出等による災害を防止することが重要です。したがって、気象、地質、土質、周辺環境等

を考慮して、適切な防災工法の選択、施工時期の選定、工程に関する配慮等、必要な防災措置を工事に

先行して講ずるとともに、防災体制の確立等の総合的な対策により、工事施工中の災害の発生を未然に

防止してください。 

1) 工事施工中の仮の防災調整池等 

工事施工中においては、急激な出水、濁水及び土砂の流出が生じないよう、周辺の土地利用状況、

造成規模、施工時期等を勘案し、必要な箇所については、濁水等を一時的に滞留させ、あわせて土砂

を沈澱させる機能等を有する施設を設置してください。 

 

2) 簡易な土砂流出防止工（流土止め工） 

周辺状況、工事現場状況等により、盛土等に関する工事の現場外へ土砂を流出させないようにする

ため、仮の防災調整池等によらず、ふとんかご等の簡易な土砂流出防止工（流土止め工）を用いる場

合には、地形、地質状況等を十分に検討した上で、その配置及び形状を決定してください。 

 

3) 仮排水工 

工事施工中の排水については、盛土等に関する工事の現場外への無秩序な流出を防ぐとともに、当

該地区内への流入及び直接降雨については、のり面の流下を避け、かつ、地下浸透が少ないように、

速やかに仮の防災調整池等へ導水してください。 

 

4) のり面からの土砂流出等の防止対策 

人家、鉄道、道路等に隣接する重要な箇所には、工事施工中、のり面からの土砂の流出等による災

害を防止するために柵工等の対策施設を設置してください。 

 

5) 表土等を仮置きする場合の措置 

工事施工中に、表土等の掘削土を盛土等に関する工事の現場内に仮置きする場合には、降雨による

仮置き土の流出や、濁水の原因とならないように適切な措置を講じてください。 

 

6) 工事に伴う騒音・振動等の対策 

工事現場周辺の生活環境に影響を及ぼし、住民への身体的・精神的影響が大きいと考えられる次の

各事項については、適用法令を遵守するとともに、十分にその対策を講ずる必要があります。 

①騒音 

②振動 

③水質汚濁、塵埃及び交通問題 

 



 

 

  



 

 

【資料編】 
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25. 様式集 
〈省令様式〉 

様式第二  宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請書 

様式第三  資金計画書（宅地造成又は特定盛土等に関する工事） 

様式第四  土石の堆積に関する工事の許可申請書 

様式第五  資金計画書（土石の堆積に関する工事） 

様式第七  宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更許可申請書 

様式第八  土石の堆積に関する工事の変更許可申請書 

様式第九  宅地造成又は特定盛土等に関する工事の完了検査申請書 

様式第十一  土石の堆積に関する工事の確認申請書 

様式第十三  宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査申請書 

様式第十五  宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出書 

様式第十六  土石の堆積に関する工事の届出書 

様式第十七  擁壁等に関する工事の届出書 

様式第十八  公共施設用地の転用の届出書 

様式第十九  特定盛土等に関する工事の届出書 

様式第二十  土石の堆積に関する工事の届出書 

様式第二十一  特定盛土等に関する工事の変更届出書 

様式第二十二  土石の堆積に関する工事の変更届出書 

様式第二十三  宅地造成又は特定盛土等に関する工事の標識 

様式第二十四  土石の堆積に関する工事の標識 

 

〈細則様式〉 

第３号様式（第４条関係）  宅地造成等の施行同意書 

第４号様式（第４条関係）  工事主の資力及び信用に関する申告書 

第５号様式（第４条関係）  工事施行者の能力に関する申告書 

第６号様式（第５条,第 13条関係） 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議申出書 

第７号様式（第５条,第 13条関係） 土石の堆積に関する工事の協議申出書 

第９号様式（第６条,第 14条関係） 宅地造成等に関する工事の変更届出書 

第 10号様式（第７条,第 15条関係） 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更協議申出書 

第 11号様式（第７条,第 15条関係） 土石の堆積に関する工事の変更協議申出書 

第 12号様式（第８条,第 16条関係） 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書 

第 13号様式（第８条,第 16条関係） 土石の堆積に関する工事の定期報告書 

第 14号様式（第 10条,第 18条関係） 宅地造成等に関する工事の届出の変更届出書 

第 15号様式（第 10条,第 18条関係） 擁壁等に関する工事の届出の変更届出書 

第 16号様式（第 11条,第 19条関係） 宅地造成等に関する工事の中止(再開、廃止)届 

 

〈参考様式〉 

参考様式 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の事前協議申出書 

参考様式 土石の堆積に関する工事の事前協議申出書 

参考様式 委任状 

参考様式 誓約書 

参考様式 関係法令チェックリスト 

参考様式 宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する証明書の交付請求書 

参考様式 本体工事期間後も土石の堆積を継続する場合の看板 
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様式第二 

 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請書 

 

 宅地造成及び特定盛土等規制法{
第 12 条第１項

第 30 条第１項}の 規

定により、許可を申請します。 

 

   年  月  日 

 

          殿 

 

         申請者 氏名 

※手数料欄 

１ 
工 事 主 住 所 氏 名 

（法人役員住所氏名） 

  

 （  ） 

２ 設 計 者 住 所 氏 名   

３ 工 事 施 行 者 住 所 氏 名   

４ 
土地の所在地及び地番 

（代表地点の緯度経度） 

  

 （緯度：  度  分  秒、 

  経度：  度  分  秒） 

５ 土 地 の 面 積  平方メートル 

６ 工事着手前の土地利用状況  

７ 工事完了後の土地利用  

８ 盛 土 の タ イ プ 
平地盛土・腹付け盛土 

・谷埋め盛土 

９ 土 地 の 地 形 渓流等への該当 有・無 

10 

 

工 

 

事 

 

の 

 

概 

 

要 

イ 盛土又は切土の高さ  メートル 

ロ 盛土又は切土をする

土地の面積 
 平方メートル 

ハ 盛土又は切土の土量 
盛 土  立方メートル 

切 土  立方メートル 

二 擁 壁 

番 号 構 造 高 さ 延 長 

   メートル  メートル 

    

    

ホ 崖 面 崩 壊 防 止 施 設 

番 号 種 類 高 さ 延 長 

   メートル  メートル 

    

    

ヘ 排 水 施 設 
番 号 種 類 内法寸法 延 長 

  センチメートル  メートル 
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ト 崖 面 の 保 護 の 方 法  

チ 崖面以外の地表面の

保護の方法 
 

リ 工事中の危害防止のた

めの措置 
 

ヌ そ の 他 の 措 置  

ル 工事着手予定年月日 年   月   日 

ヲ 工事完了予定年月日 年   月   日 

ワ 工 程 の 概 要  

11 そ の 他 必 要 な 事 項  

※受 付 欄 ※決 定 欄 ※
許可に当たつ 

て付した条件  ※許可番号欄 

年 月 日   年 月 日 

 第   号  第   号 

係員氏名 係員氏名 

〔注意〕 

１ ※印のある欄は記入しないでください。 

２ 申請者、１欄の工事主、２欄の設計者又は３欄の工事施行者が法人であ

るときは、氏名は、当該法人の名称及び代表者の氏名を記入してくださ

い。 

３ １欄の工事主が法人であるときは、工事主住所氏名のほか、当該法人の

役員住所氏名を記入してください。 

４ ２欄は、資格を有する者の設計によらなければならない工事を含むとき

は、氏名の横に○印を付してください。 

５ ３欄は、未定のときは、後で定まつてから工事着手前に届け出てくださ

い。 

６ ４欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従つて測量し、小数点

以下第一位まで記入してください。 

７ ８欄は、該当する盛土タイプに○印を付してください（複数選択可）。 

８ ９欄は、渓流等（令第７条第２項第２号に規定する土地をいう。）への

該当の有無のいずれかに○印を付してください。 

９ 11 欄は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事を施行することについて

他の法令による許可、認可等を要する場合においてのみ、その許可、認可

等の手続の状況を記入してください。 
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様式第三 

 

資金計画書（宅地造成又は特定盛土等に関する工事） 

 

１ 収支計画 

（単位 千円） 

科目 金額 

収 

入 

自己資金   

    

借入金   

    

 ○○○   

    

処分収入   

    

 ○○○   

    

補助負担金   

    

 ○○○   

    

○○○   

    

計   
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支 

出 

用地費   

   

工事費   

    

 整地工事費   

    

 道路工事費   

    

 排水施設工事費   

    

 防災施設工事費   

    

 ○○○   

    

附帯工事費   

   

事務費   

   

借入金利息   

   

○○○   

   

計   
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２ 年度別資金計画書 

（単位 千円） 

年度 

科目 
年度  年度     年度 計 

支 

出 

事業費   

  

  

 用地費     

 工事費     

 附帯工事費     

 事務費     

 借入金利息     

 ○○○     

借入償還金     

 ○○○     

計     

収 

入 

自己資金   

  

  

借入金     

 ○○○     

処分収入     

 ○○○     

補助負担金     

 ○○○     

○○○     

計     

借入金の借入先       
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様式第四 

 

土石の堆積に関する工事の許可申請書 

 

 宅地造成及び特定盛土等規制法 {
第 12 条第１項

第 30 条第１項}の規定

により、許可を申請します。 

 

   年  月  日 

          殿 

 

         申請者 氏名 

※手数料欄 

１ 
工 事 主 住 所 氏 名 

（法人役員住所氏名） 

  

 

（ 
 ） 

２ 設 計 者 住 所 氏 名   

３ 工 事 施 行 者 住 所 氏 名   

４ 
土地の所在地及び地番 

（代表地点の緯度経度） 

 

 （緯度：  度  分  秒、 

  軽度：  度  分  秒） 

５ 土 地 の 面 積  平方メートル 

６ 工 事 の 目 的  

７ 

 

工 

 

事 

 

の 

 

概 

 

要 

イ 土石の堆積の最大堆積

高さ 

 
メートル 

ロ 土石の堆積を行う土地

の面積 
 平方メートル 

ハ 土石の堆積の最大堆積

土量 
 立方メートル 

二 土石の堆積を行う土地

の最大勾配 
 

ホ 勾配が十分の一を超 

える土地における堆積 

した土石の崩壊を防止す

るための措置 

 

ヘ 土石の堆積を行う土地

における地盤の改良その

他の必要な措置 

 

ト 空 地 の 設 置 
番号 空地の幅 

   メートル 
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チ 雨水その他の地表水を

有効に排除する措置 
 

リ 堆積した土石の崩壊に

伴う土砂の流出を防止す

る措置 

 

ヌ 工事中の危害防止のた

めの措置 
 

ル そ の 他 の 措 置  

ヲ 工事着手予定年月日 年   月   日 

ワ 工事完了予定年月日 年   月   日 

カ 工 程 の 概 要  

８ そ の 他 必 要 な 事 項  

※受 付 欄 ※決 定 欄 ※
許可に当たつ 

て付した条件  ※許可番号欄 

年 月 日   年 月 日 

 第   号  第   号 

係員氏名 係員氏名 

〔注意〕 

１ ※印のある欄は記入しないでください。 

２ 申請者、１欄の工事主、２欄の設計者又は３欄の工事施行者が法人であ

るときは、氏名は、当該法人の名称及び代表者の氏名を記入してくださ

い。 

３ １欄の工事主が法人であるときは、工事主住所氏名のほか、当該法人の

役員住所氏名を記入してください。 

４ ３欄は、未定のときは、後で定まつてから工事着手前に届け出てくださ

い。 

５ ４欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従つて測量し、小数点

以下第一位まで記入してください。 

６ ７欄リは、鋼矢板等を設置するときは、当該鋼矢板等についてそれぞれ

番号、種類、高さ及び延長を記入し、それ以外の措置を講ずるときは、措

置の内容を記入してください。 

７ ８欄は、土石の堆積に関する工事を施行することについて他の法令によ

る許可、認可等を要する場合においてのみ、その許可、認可等の手続の状

況を記入してください。 

  



 

110 

 

様式第五 

 

資金計画書（土石の堆積に関する工事） 

 

１ 収支計画 

（単位 千円） 

科目 金額 

収 

入 

自己資金   

    

借入金   

    

 ○○○   

    

処分収入   

    

 ○○○   

    

補助負担金   

    

 ○○○   

    

○○○   

    

計   
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支 

出 

用地費   

   

工事費   

    

 整地工事費   

    

 防災施設工事費   

    

 撤去工事費   

    

 ○○○   

    

附帯工事費   

   

事務費   

   

借入金利息   

   

○○○   

   

計   
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２ 年度別資金計画書 

6) （単位 千円） 

年度 

科目 
年度  年度     年度 計 

支 

出 

事業費   

  

  

 用地費     

 工事費     

 附帯工事費     

 事務費     

 借入金利息     

 ○○○     

借入償還金     

 ○○○     

計     

収 

入 

自己資金   

  

  

借入金     

 ○○○     

処分収入     

 ○○○     

補助負担金     

 ○○○     

○○○     

計     

借入金の借入先       
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様式第七 

 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更許可申請書 

 

 宅地造成及び特定盛土等規制法{
第 16 条第１項

第 35 条第１項}の規定

により、許可を申請します。 

 

   年  月  日 

          殿 

 

         申請者 氏名 

※手数料欄 

１ 
工 事 主 住 所 氏 名 

（法人役員住所氏名） 

  

 （  ） 

２ 設 計 者 住 所 氏 名   

３ 工 事 施 行 者 住 所 氏 名   

４ 
土地の所在地及び地番 

（代表地点の緯度経度） 

  

 （緯度：  度  分  秒、 

  軽度：  度  分  秒） 

５ 土 地 の 面 積  平方メートル 

６ 工事着手前の土地利用状況  

７ 工事完了後の土地利用  

８ 盛 土 の タ イ プ 
平地盛土・腹付け盛土 

・谷埋め盛土 

９ 土 地 の 地 形 渓流等への該当 有・無 

10 

 

工 

 

事 

 

の 

 

概 

 

要 

イ 盛土又は切土の高さ  メートル 

ロ 盛土又は切土をする土

地の面積 
 平方メートル 

ハ 盛土又は切土の土量 
盛 土  立方メートル 

切 土  立方メートル 

二 擁 壁 

番 号 構 造 高 さ 延 長 

   メートル  メートル 

    

    

ホ 崖 面 崩 壊 防 止 施 設 

番 号 種 類 高 さ 延 長 

   メートル  メートル 

    

    

ヘ 排 水 施 設 

番 号 種 類 内法寸法 延 長 

  センチメートル  メートル 
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ト 崖 面 の 保 護 の 方 法 

 

チ 崖面以外の地表面の保

護の方法 
 

リ 工事中の危害防止のた

めの措置 
 

ヌ そ の 他 の 措 置  

ル 工事着手予定年月日 年   月   日 

ヲ 工事完了予定年月日 年   月   日 

ワ 工 程 の 概 要  

11 そ の 他 必 要 な 事 項  

12 変 更 の 理 由  

13 許 可 番 号     第     号 

※受 付 欄 ※決 定 欄 ※
許可に当たつ 

て付した条件  ※許可番号欄 

年 月 日   年 月 日 

 第   号 第   号 

係員氏名 係員氏名 

〔注意〕 

１ ※印のある欄は記入しないでください。 

２ 申請者、１欄の工事主、２欄の設計者又は３欄の工事施行者が法人であ

るときは、氏名は、当該法人の名称及び代表者の氏名を記入してくださ

い。 

３ １欄の工事主が法人であるときは、工事主住所氏名のほか、当該法人の

役員住所氏名を記入してください。 

４ ２欄は、資格を有する者の設計によらなければならない工事を含むとき

は、氏名の横に○印を付してください。 

５ ３欄は、未定のときは、後で定まつてから工事着手前に届け出てくださ

い。 

６ ４欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従つて測量し、小数点

以下第一位まで記入してください。 

７ ８欄は、該当する盛土タイプに○印を付してください（複数選択可）。 

８ ９欄は、渓流等（令第７条第２項第２号に規定する土地をいう。）への

該当の有無のいずれかに○印を付してください。 

９ 11 欄は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事を施行することについて

他の法令による許可、認可等を要する場合においてのみ、その許可、認可

等の手続の状況を記入してください。 
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様式第八 

 

土石の堆積に関する工事の変更許可申請書 

 

 宅地造成及び特定盛土等規制法{
第 16条第１項

第 35条第１項}の 

規定により、許可を申請します。 

 

   年  月  日 

          殿 

 

         申請者 氏名 

※手数料欄 

１ 
工 事 主 住 所 氏 名 

（ 法 人 役 員 住 所 氏 名 ） 

  

 （              ） 

２ 設 計 者 住 所 氏 名   

３ 工 事 施 行 者 住 所 氏 名   

４ 
土 地 の 所 在 地 及 び 地 番 

（代表地点の緯度経度） 

  

 （緯度：  度  分  秒、 

  軽度：  度  分  秒） 

５ 土 地 の 面 積  平方メートル 

６ 工 事 の 目 的  

７ 

 

工 

 

事 

 

の 

 

概 

 

要 

イ 土石の堆積の最大堆積

高さ 

 
メートル 

ロ 土石の堆積を行う土地

の面積 
 平方メートル 

ハ 土石の堆積の最大堆積

土量 
 立方メートル 

二 土石の堆積を行う土地

の最大勾配 
 

ホ 勾配が十分の一を超え

る土地における堆積した

土石の崩壊を防止するた

めの措置 

 

ヘ 土石の堆積を行う土地

における地盤の改良その

他の必要な措置 

 

ト 空 地 の 設 置 

番号 空地の幅 

   メートル 

   

   

チ 雨水その他の地表水を  
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有効に排除する措置 

リ 堆積した土石の崩壊に

伴う土砂流出を防 止す

る措置 

 

ヌ 工事中の危害防止のた

めの措置 
 

ル そ の 他 の 措 置  

ヲ 工事着手予定年月日 年   月   日 

ワ 工事完了予定年月日 年   月   日 

カ 工 程 の 概 要  

８ そ の 他 必 要 な 事 項  

９ 変 更 の 理 由  

10 許 可 番 号     第     号 

※受 付 欄 ※決 定 欄 ※
許可に当たつ 

て付した条件  ※許可番号欄 

年 月 日    年 月 日 

 第   号   第   号 

係員氏名 係員氏名 

〔注意〕 

１ ※印のある欄は記入しないでください。 

２ 申請者、１欄の工事主、２欄の設計者又は３欄の工事施行者が法人であ

るときは、氏名は、当該法人の名称及び代表者の氏名を記入してくださ

い。 

３ １欄の工事主が法人であるときは、工事主住所氏名のほか、当該法人の

役員住所氏名を記入してください。 

４ ３欄は、未定のときは、後で定まつてから工事着手前に届け出てくださ

い。 

５ ４欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従つて測量し、小数点

以下第一位まで記入してください。 

６ ７欄リは、鋼矢板等を設置するときは、当該鋼矢板等についてそれぞれ

番号、種類、高さ及び延長を記入し、それ以外の措置を講ずるときは、措

置の内容を記入してください。 

７ ８欄は、土石の堆積に関する工事を施行することについて他の法令によ

る許可、認可等を要する場合においてのみ、その許可、認可等の手続の状

況を記入してください。 
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様式第九 

※受 付 欄 

 年 月 日 

第    号 

 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の完了検査申請書 

 

年  月  日 

 

      殿 

 

工事主 住所   

氏名   

 

 

 宅地造成及び特定盛土等規制法{
第 17 条第１項

第 36 条第１項}の規定による検査を申請

します。 

 

１ 工 事 完 了 年 月 日 年  月  日 

２ 許 可 番 号 第     号 

３ 許 可 年 月 日 年  月  日 

４ 工事をした土地の所在地及び番地  

５ 工 事 施 行 者 住 所 氏 名  

６ 備 考  

〔注意〕 

１ ※印のある欄は記入しないでください。 

２ 工事主又は５欄の工事施行者が法人であるときは、氏名は、当該法人の名

称及び代表者の氏名を記入してください。 
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様式第十一 

※受 付 欄 

 年 月 日 

第    号 

 

土石の堆積に関する工事の確認申請書 

 

年  月  日 

 

      殿 

 

工事主 住所   

氏名  

 

 

 宅地造成及び特定盛土等規制法{
第 17 条第４項

第 36 条第４項}の規定による確認を申請

します。 

 

１ 工 事 完 了 年 月 日 年  月  日 

２ 許 可 番 号 第     号 

３ 許 可 年 月 日 年  月  日 

４ 工事をした土地の所在地及び番地  

５ 工 事 施 行 者 住 所 氏 名  

６ 備 考  

〔注意〕 

１ ※印のある欄は記入しないでください。 

２ 工事主又は５欄の工事施行者が法人であるときは、氏名は、当該法人の名

称及び代表者の氏名を記入してください。 
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様式第十三 

※受 付 欄 

 年 月 日 

第    号 

 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査申請書 

 

年  月  日 

 

           殿 

 

工事主 住所   

氏名  

 

 宅地造成及び特定盛土等規制法{
第 18 条第１項

第 37 条第１項}の規定による中間検査を

申請します。 

 

１ 許 可 番 号 第     号 

２ 許 可 年 月 日 年  月  日 

３ 
工事をしている土地

の所在地及び地番 
   

４ 工事施行者住所氏名  

５ 

今回中間検査の対象

となる特定工程に係

る工事 

検 査 実 施 回 第     回 

特 定 工 程  

特定工程に係る

工事終了年月日 
年  月  日 

６ 
今回申請以前の中間

検査受検履歴 

検 査 実 施 回 第  回 第  回 

特 定 工 程   

中間検査合格証   

 
番 号 第  号 第  号 

交 付 年 月 日 年 月 日 年 月 日 

７ 
今回申請以降の中間

検査受検予定 

検 査 実 施 回 第   回 第   回 

特 定 工 程   

特定工程に係る

工事終了予定年

月日 

年 月 日 年 月 日 

８ 備 考  

〔注意〕 

１ ※印のある欄は記入しないでください。 

２ 工事主又は４欄の工事施行者が法人であるときは、氏名は、当該法人の名
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称及び代表者の氏名を記入してください。 

３ ６及び７欄は、記入欄が不足するときは、別紙に必要な事項を記入して添

えてください。 
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様式第十五 

 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出書 

 

年  月  日 

 

      殿 

工事主 住所   

氏名  

 

 宅地造成及び特定盛土等規制法{
第 21 条第１項

第 40 条第１項}の規定により、下記の工

事について届け出ます。 

記 

 

１ 工 事 施 行 者 住 所 氏 名  

２ 

工事をしている土地の所在

地及び番地 
 

（代表地点の緯度経度） （緯度： 度   分   秒、 

 経度： 度   分   秒） 

３ 工事をしている土地の面積  平方メートル 

４ 盛 土 の タ イ プ 
平地盛土・腹付け盛土 

・谷埋め盛土 

５ 盛 土 又 は 切 土 の 高 さ  メートル 

６ 
盛土又は切土をする土地の

面積 
 平方メートル 

７ 盛 土 又 は 切 土 の 土 量 
盛土  立方メートル 

切土  立方メートル 

８ 工 事 着 手 年 月 日 年   月   日 

９ 工 事 完 了 予 定 年 月 日 年   月   日 

10 工 事 の 進 捗 状 況  

〔注意〕 

１ 工事主又は１欄の工事施行者が法人であるときは、氏名は、当該法人の名

称及び代表者の氏名を記入してください。 

２ ２欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従つて測量し、小数点以

下第一位まで記入してください。 
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様式第十六 

 

土石の堆積に関する工事の届出書 

 

年  月  日 

 

      殿 

工事主 住所  

氏名  

 

 宅地造成及び特定盛土等規制法{
第 21 条第１項

第 40 条第１項}の規定により、下記の工

事について届け出ます。 

記 

 

１ 工 事 施 行 者 住 所 氏 名  

２ 

工事をしている土地の所在地

及び番地 
 

（代表地点の緯度経度） （緯度： 度   分   秒、 

 経度： 度   分   秒） 

３ 工事をしている土地の面積  平方メートル 

４ 土石の堆積の最大堆積高さ  メートル 

５ 土石の堆積を行う土地の面積  平方メートル 

６ 土石の堆積の最大堆積土量  立方メートル 

７ 工 事 着 手 年 月 日 年   月   日 

８ 工 事 完 了 予 定 年 月 日 年   月   日 

９ 工 事 の 進 捗 状 況  

〔注意〕 

１ 工事主又は１欄の工事施行者が法人であるときは、氏名は、当該法人の名

称及び代表者の氏名を記入してください。 

２ ２欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従つて測量し、小数点以

下第一位まで記入してください。 
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様式第十七 

 

擁壁等に関する工事の届出書 

 

年  月  日 

 

      殿 

 

届出者 住所   

氏名   

 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法{
第 21 条第３項

第 40 条第３項}の規定により、下記の工

事について、届け出ます。 

 

記 

 

１ 
工事が行われる土地の

所在地及び番地 
 

２ 
行おうとする工事の種

類及び内容 
 

３ 工事着手予定年月日 年   月   日 

４ 工事完了予定年月日 年   月   日 

〔注意〕 届出者が法人であるときは、氏名は、当該法人の名称及び代表者の

氏名を記入してください。 
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様式第十八 

 

公共施設用地の転用の届出書 

 

年  月  日 

 

      殿 

 

届出者 住所   

氏名   

 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法{
第 21 条第４項

第 40 条第４項}の規定により、下記のと

おり届け出ます。 

 

記 

 

１ 
転用した土地の所在

地及び番地 
 

２ 転用した土地の面積 平方メートル 

３ 転 用 前 の 用 途  

４ 転 用 後 の 用 途  

５ 転 用 年 月 日 年   月   日 

〔注意〕 届出者が法人であるときは、氏名は、当該法人の名称及び代表者の

氏名を記入してください。 
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様式第十九 

 

特定盛土等に関する工事の届出書 

 

 年  月  日 

 

          殿 

届出者 住所   

                   氏名 

 

 宅地造成及び特定盛土等規制法第 27条第１項の規定により、下記の工事につ

いて届け出ます。 

記 

 

１ 
工 事 主 住 所 氏 名 

（法人役員住所氏名） 

  

 

（ 
 ） 

２ 設 計 者 住 所 氏 名   

３ 工 事 施 行 者 住 所 氏 名   

４ 
土地の所在地及び地番 

（代表地点の緯度経度） 

  

 （緯度：  度  分  秒、 

  軽度：  度  分  秒） 

５ 土 地 の 面 積 平方メートル 

６ 工事着手前の土地利用状況  

７ 工事完了後の土地利用  

８ 盛 土 の タ イ プ 
平地盛土・腹付け盛土 

・谷埋め盛土 

９ 土 地 の 地 形 渓流等への該当 有・無 

10 

 

工 

 

事 

 

の 

 

概 

 

要 

イ 盛土又は切土の高さ  メートル 

ロ 盛土又は切土をする土

地の面積 
平方メートル 

ハ 盛土又は切土の土量 
盛 土 立方メートル 

切 土 立方メートル 

二 擁 壁 

番 号 構 造 高 さ 延 長 

   メートル  メートル 

    

    

ホ 崖 面 崩 壊 防 止 施 設 

番 号 種 類 高 さ 延 長 

   メートル  メートル 
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ヘ 排 水 施 設 

番 号 種 類 内法寸法 延 長 

  センチメートル  メートル 

    

    

ト 崖 面 の 保 護 の 方 法  

チ 崖面以外の地表面の保

護の方法 
 

リ 工事中の危害防止のた

めの措置 
 

ヌ そ の 他 の 措 置  

ル 工事着手予定年月日 年   月   日 

ヲ 工事完了予定年月日 年   月   日 

ワ 工 程 の 概 要  

11 そ の 他 必 要 な 事 項  

〔注意〕 

 １ 届出者、１欄の工事主、２欄の設計者又は３欄の工事施行者が法  

  人であるときは、氏名は、当該法人の名称及び代表者の氏名を記入して

ください。 

 ２ １欄の工事主が法人であるときは、工事主住所氏名のほか、当該法人

の役員住所氏名を記入してください。 

 ３ ３欄は、未定のときは、あとで定まつてから工事着手前に届け出てく

ださい。 

 ４ ４欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測定系に従つて測量し、小数

点以下第一位まで記入してください。 

 ５ ８欄は、該当する盛土タイプに〇印を付してください。（複数選択

可）。 

 ６ ９欄は、渓流等（令第７条第２項第２号に規定する土地をいう。）へ

の該当の有無のいずれかに〇印を付してください。 

 ７ 11 欄は、特定盛土等に関する工事を施行することについて他の法令に

よる許可、認可等を要する場合においてのみ、その許可、認可等の手続

の状況を記入してください。 
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様式第二十 

 

土石の堆積に関する工事の届出書 

 

年  月  日 

 

          殿 

届出者 住所   

                   氏名 

 

 宅地造成及び特定盛土等規制法第 27条第１項の規定により、下記の工事につ

いて届け出ます。 

記 

 

１ 
工 事 主 住 所 氏 名 

（法人役員住所氏名） 

  

（              ） 

２ 設 計 者 住 所 氏 名   

３ 工 事 施 行 者 住 所 氏 名   

４ 
土地の所在地及び地番 

（代表地点の緯度経度） 

  

 （緯度：  度  分  秒、 

  軽度：  度  分  秒） 

５ 土 地 の 面 積  平方メートル 

６ 工 事 の 目 的  

７ 

 

工 

 

事 

 

の 

 

概 

 

要 

イ 土石の堆積の最大堆積

高さ 

 
メートル 

ロ 土石の堆積を行う土地

の面積 
 平方メートル 

ハ 土石の堆積の最大堆積

土量 
 立方メートル 

二 土石の堆積を行う土地

の最大勾配 
 

ホ 勾配が十分の一を超え

る土地における堆積した

土石の崩壊を防止するた

めの措置 

 

ヘ 土石の堆積を行う土地

における地盤の改良その

他の必要な措置 

 

ト 空 地 の 設 置 

番号 空地の幅 

   メートル 
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チ 雨水その他の地表水を

有効に排除する措置 
 

リ 堆積した土石の崩壊

に 伴 う 土 砂 流 出 を 防 

止する措置 

 

ヌ 工事中の危害防止のた

めの措置 
 

ル そ の 他 の 措 置  

ヲ 工事着手予定年月日 年   月   日 

ワ 工事完了予定年月日 年   月   日 

カ 工 程 の 概 要  

８ そ の 他 必 要 な 事 項  

〔注意〕 

１ 届出者、１欄の工事主、２欄の設計者又は３欄の工事施行者が法  

  人であるときは、氏名は、当該法人の名称及び代表者の氏名を記入して

ください。 

 ２ １欄の工事主が法人であるときは、工事主住所氏名のほか、当該法人

の役員住所氏名を記入してください。 

 ３ ３欄は、未定のときは、後で定まつてから工事着手前に届け出てくだ

さい。 

 ４ ４欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測定系に従つて測量し、小数

点以下第一位まで記入してください。 

 ５ ７欄リは、鋼矢板等を設置するときは、当該鋼矢板等についてそれぞ

れ番号、種類、高さ及び延長を記入し、それ以外の措置を講ずるとき

は、措置の内容を記入してください。 

 ６ ８欄は、土石の堆積に関する工事を施行することについて他の法令に

よる許可、認可等を要する場合においてのみ、その許可、認可等の手続

の状況を記入してください。 
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様式第二十一 

 

特定盛土等に関する工事の変更届出書 

 

 年  月  日 

 

          殿 

届出者 住所   

                   氏名 

 

 宅地造成及び特定盛土等規制法第 28条第１項の規定により、下記の工事の変

更について届け出ます。 

記 

 

１ 
工 事 主 住 所 氏 名 

（法人役員住所氏名） 

  

 （  ） 

２ 設 計 者 住 所 氏 名   

３ 工 事 施 行 者 住 所 氏 名   

４ 
土地の所在地及び地番 

（代表地点の緯度経度） 

  

 （緯度：  度  分  秒、 

  軽度：  度  分  秒） 

５ 土 地 の 面 積 平方メートル 

６ 工事着手前の土地利用状況  

７ 工事完了後の土地利用  

８ 盛 土 の タ イ プ 
平地盛土・腹付け盛土 

・谷埋め盛土 

９ 土 地 の 地 形 渓流等への該当 有・無 

10 

 

工 

 

事 

 

の 

 

概 

 

要 

イ 盛土又は切土の高さ  メートル 

ロ 盛土又は切土をする土

地の面積 
平方メートル 

ハ 盛土又は切土の土量 
盛 土 立方メートル 

切 土 立方メートル 

二 擁 壁 

番 号 構 造 高 さ 延 長 

   メートル  メートル 

    

    

ホ 崖 面 崩 壊 防 止 施 設 

番 号 種 類 高 さ 延 長 

   メートル  メートル 

    

    

ヘ 排 水 施 設 番 号 種 類 内法寸法 延 長 
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  センチメートル  メートル 

    

    

ト 崖 面 の 保 護 の 方 法  

チ 崖面以外の地表面の保

護の方法 
 

リ 工事中の危害防止のた

めの措置 
 

ヌ そ の 他 の 措 置  

ル 工事着手予定年月日 年   月   日 

ヲ 工事完了予定年月日 年   月   日 

ワ 工 程 の 概 要  

11 そ の 他 必 要 な 事 項  

12 変 更 の 理 由  

〔注意〕 

 １ 届出者、１欄の工事主、２欄の設計者又は３欄の工事施行者が法  

  人であるときは、氏名は、当該法人の名称及び代表者の氏名を記入して

ください。 

 ２ １欄の工事主が法人であるときは、工事主住所氏名のほか、当該法人

の役員住所氏名を記入してください。 

 ３ ３欄は、未定のときは、後で定まつてから工事着手前に届け出てくだ

さい。 

 ４ ４欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測定系に従つて測量し、小数

点以下第一位まで記入してください。 

 ５ ８欄は、該当する盛土タイプに〇印を付してください。（複数選択

可）。 

 ６ ９欄は、渓流等（令第７条第２項第２号に規定する土地をいう。）への

該当の有無のいずれかに〇印を付してください。 

 ７ 11 欄は、特定盛土等に関する工事を施行することについて他の法令に

よる許可、認可等を要する場合においてのみ、その許可、認可等の手続

の状況を記入してください。 
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様式第二十二 

 

土石の堆積に関する工事の変更届出書 

 

年  月  日 

 

          殿 

届出者 住所   

                   氏名 

 

 宅地造成及び特定盛土等規制法第 28条第１項の規定により、下記の工事の変

更について届け出ます。 

記 

 

１ 
工 事 主 住 所 氏 名 

（法人役員住所氏名） 

  

（              ） 

２ 設 計 者 住 所 氏 名   

３ 工事施行者住所氏名   

４ 
土地の所在地及び地番 

（代表地点の緯度経度） 

  

 （緯度：  度  分  秒、 

  軽度：  度  分  秒） 

５ 土 地 の 面 積  平方メートル 

６ 工 事 の 目 的  

７ 

 

工 

 

事 

 

の 

 

概 

 

要 

イ 土石の堆積の最大堆積

高さ 

 
メートル 

ロ 土石の堆積を行う土地

の面積 
 平方メートル 

ハ 土石の堆積の最大堆積

土量 
 立方メートル 

二 土石の堆積を行う土地

の最大勾配 
 

ホ 勾配が十分の一を超え

る土地における堆積した

土石の崩壊を防止するた

めの措置 

 

ヘ 土石の堆積を行う土地

における地盤の改良その

他の必要な措置 

 

ト 空 地 の 設 置 
番号 空地の幅 

   メートル 
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チ 雨水その他の地表水を

有効に排除する措置 
 

リ  堆積した土石の崩壊

に 伴 う 土 砂 流 出 を 防 

止する措置 

 

ヌ 工事中の危害防止のた

めの措置 
 

ル そ の 他 の 措 置  

ヲ 工事着手予定年月日 年   月   日 

ワ 工事完了予定年月日 年   月   日 

カ 工 程 の 概 要  

８ そ の 他 必 要 な 事 項  

９ 変 更 の 理 由  

〔注意〕 

１ 届出者、１欄の工事主、２欄の設計者又は３欄の工事施行者が法  

  人であるときは、氏名は、当該法人の名称及び代表者の氏名を記入して

ください。 

 ２ １欄の工事主が法人であるときは、工事主住所氏名のほか、当該法人

の役員住所氏名を記入してください。 

 ３ ３欄は、未定のときは、後で定まつてから工事着手前に届け出てくだ

さい。 

 ４ ４欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測定系に従つて測量し、小数

点以下第一位まで記入してください。 

 ５ ７欄リは、鋼矢板等を設置するときは、当該鋼矢板等についてそれぞ

れ番号、種類、高さ及び延長を記入し、それ以外の措置を講ずるとき

は、措置の内容を記入してください。 

 ６ ８欄は、土石の堆積に関する工事を施行することについて他の法令に

よる許可、認可等を要する場合においてのみ、その許可、認可等の手続

の状況を記入してください。 
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様式第二十三 

 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の標識 

 

 
90センチメートル以上 

 
 
 
 
70

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

 
 
 
 
 
 

   {
宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可

特定盛土等に関する工事の届出        
}済標識 

１ 工事主の住所氏名  見取図 

２ 許可番号  第    号  

３ 許可又は届出年月日  年  月  日  

４ 工事施行者の氏名   

５ 現場管理者の氏名   

６ 盛土又は切土の高さ メートル  

７ 
盛土又は切土をする土

地の面積 

平方メートル  

８ 盛土又は切土の土量 
盛土 立方メートル  

切土 立方メートル  

９ 工事着手予定年月日 年  月  日  

10 工事完了予定年月日 年  月  日  

11 

工事に係る問合せを受

けるための工事関係者

の連絡先 

  

12 
許可又は届出担当の都

道府県部局名称連絡先 
  

   

50センチメートル以上 

 

  

 

［注意］ 

 １ １欄の工事主、４欄の工事施行者又は５欄の現場管理者が法人であると

きは、氏名は、当該法人の名称及び代表者の氏名を記入してください。 

 ２ ２、３、９及び 10欄は、許可証の交付を受けた工事においては、当該許

可証の許可番号、許可期間をそれぞれ記入してください。 
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様式第二十四 

 

土石の堆積に関する工事の標識 

 

 
90センチメートル以上 

 
 
 
 
70

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

 
 
 
 
 
 

土石の堆積に関する工事の許可又は届出済標識 
１ 工事主の住所氏名  見取図 

２ 許可番号  第    号  

３ 許可又は届出年月日  年  月  日  

４ 工事施行者の氏名   

５ 現場管理者の氏名   

６ 
土石の堆積の最大堆積

高さ 
メートル  

７ 
土石の堆積を行う土地

の面積 

平方メートル  

８ 
土石の堆積の最大堆積

土量 
立方メートル  

９ 工事着手予定年月日 年  月  日  

10 工事完了予定年月日 年  月  日  

11 

工事に係る問合せを受

けるための工事関係者

の連絡先 

  

12 
許可又は届出担当の都

道府県部局名称連絡先 
  

   

50センチメートル以上 

 

  

 

［注意］ 

 １ １欄の工事主、４欄の工事施行者又は５欄の現場管理者が法人であると

きは、氏名は、当該法人の名称及び代表者の氏名を記入してください。 

 ２ ２、３、９及び 10欄は、許可証の交付を受けた工事においては、当該許

可証の許可番号、許可期間をそれぞれ記入してください。 
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第３号様式（第４条関係） 

 

宅 地 造 成 等 の 施 行 同 意 書  

 

 年  月  日 

 

工事主         殿 

 

 

工事主          の宅地造成等に関する工事については、異議がないので同意します。 

土地の所在

地及び地番 
地目 地積 

所有者の住

所及び氏名 

同意年月日 

同 意 印 

所有権者以外の権利の種類 

権利者の住所及び氏名 

同意年月日 

同 意 印 

    

・ ・ 
権利の種類 

・ ・ 

   

    

・ ・ 
権利の種類 

・ ・ 

   

    

・ ・ 
権利の種類 

・ ・ 

   

 

 
   

・ ・ 
権利の種類 

・ ・ 

   

    

・ ・ 
権利の種類 

・ ・ 

   

備考 

1. １人ごとに同意書を取った場合は、同意印の欄に「別紙」と記入すること。 

2. この用紙は権利の同意のみに使用すること。 

3. １欄１筆ごとに使用すること。 
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第４号様式（第４条関係） 

 

工事主の資力及び信用に関する申告書 

年  月  日 

 大分県知事  殿 

                    工事主 住所 

                        氏名 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法{
第 12 条第２項第２号

第 30 条第２項第２号}に規定する工事主の資力及び信用に

ついて、次のとおり申告します。 
設 立 年 月 日 年  月  日 資 本 金 千円 

法令による登録等 

法令名 

登録番号等 

許可の日付又は有効期間 

従 業 員 数 人(うち土木建築関係技術者   人) 

前 年 度 事 業 量 千円 資 産 総 額 千円 

前 年 度 納 税 額 法人税又は所得税        千円 事業税     千円 

主たる取引金融機関   

工事監理者住所氏名   

役
員
略
歴 

職 名 氏 名 年齢 在社年数 
資格、免許、学歴、その

他 

  
  歳 年   

  
        

  
        

  
        

宅
地
造
成
等
工
事
施
行
経
歴 

工事名 工事施行者名 工事施行場所 面 積 
許認可番号

年 月 日 

着工、完了

年月 

      
   

 ㎡ 

年 月 日 

第 号 

年 月着工 

年 月完了 

      
   

 ㎡ 

年 月 日 

第 号 

年 月着工 

年 月完了 

      
   

 ㎡ 

年 月 日 

第 号 

年 月着工 

年 月完了 

      
   

 ㎡ 

年 月 日 

第 号 

年 月着工 

年 月完了 

      
   

 ㎡ 

年 月 日 

第 号 

年 月着工 

年 月完了 

備考 法令による登録等については、宅地建物取引業法による免許、建築士法による建築 

士事務所登録、建設業法による建設業者登録等について記入すること。 
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第５号様式（第４条関係） 

 

工事施行者の能力に関する申告書 

年  月  日 

  大分県知事  殿 

                  工事施行者 住所 

                        氏名 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法{
第 12 条第２項第３号

第 30 条第２項第３号}に規定する工事施行者の能力につい

て次のとおり申告します。 
設 立 年 月 日 年  月  日 資 本 金 千円 

法 令 に よ る 登 録 等   

従 業 員 数 
事 務 技 術 労 務 計 

人 人 人 人 

前 年 度 納 税 額 法人税又は所得税      千円 事業税      千円 

主たる取引金融機関   

建設業法第 26条による

主任技術者住所氏名 
  

技
術
者
略
歴 

住 所 氏 名 年 齢 在社年数 
資格、免許、学歴、

その他        

  
  歳 年   

  
        

  
        

  
        

宅
地
造
成
等
工
事
施
行
経
歴 

注文主名 
元請 、

下請の別 
工事施行場所 面 積 

許 認 可 

年 月 日 
完了年月 

      
   

 ㎡ 
年 月 日 年 月 

      
   

 ㎡ 
年 月 日 年 月 

      
   

 ㎡ 
年 月 日 年 月 

      
   

 ㎡ 
年 月 日 年 月 

      
   

 ㎡ 
年 月 日 年 月 

備考 法令による登録等については、建設業法による建設業者登録、建築士法による建築 

士事務所登録等について記入すること。 
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第６号様式（第５条,第 13条関係） 

 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議申出書 

 

年  月  日 

 

 

 大分県知事  殿 

 

 

            協議者 住所 

                氏名      

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法{
第 15条第１項

第 34条第１項}の規定により、協議を申し出 

ます。 
 

1 

 

工事 主の住所 及び氏名 

 

住

所 
  

氏

名 
  

2 設計 者の住所 及び氏名 

住

所 
  

氏

名 
  

3 工事施行者の住所及び氏名 

住

所 
  

氏

名 
  

4 
土地 の所在地 及び地番 

（代表地点の緯度経度） 

 

（緯度：    度    分    秒、 

 経度：    度    分    秒） 

5 土 地 の 面 積 平方メートル 

6 工事着手前の土地利用状況  

7 工事完了後の土地利用  

8 盛 土 の タ イ プ 平地盛土・腹付け盛土・谷埋め盛土 

9 土 地 の 地 形 渓流等への該当 有・無 



 

139 

 

 

10 

工

事

の

概

要 

(1) 盛土又は切土の高さ メートル 

(2) 盛土又は切土をする

土地の面積 
平方メートル 

(3) 盛土又は切土の土量 

盛土              立方メートル 

切土              立方メートル 

(4) 擁       壁 

番  号 構 造 高 さ 延 長 

  メートル メートル 

    

    

(5) 崖面崩壊防止施設 

番  号 種 類 高 さ 延 長 

  メートル メートル 

    

    

(6) 排 水 施 設  

番  号 種 類 内 法 寸 法 延 長 

  センチメートル メートル 

    

    

(7) 崖面の保護の方法 
 

 

(8) 崖面以外の地表面の

保護の方法 

 

 

(9) 工事中の危害防止の

ための措置 

 

 

(10) そ の 他 の 措 置 
 

 

(11) 工事着手予定年月日 年     月     日 

(12) 工事完了予定年月日 年     月     日 

(13) 工 程 の 概 要 
 

 

11 そ の 他 必 要 な 事 項 
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※受  付  欄 ※決裁欄 
※協議に当たっ

て付した条件 
※協議成立番号欄 

年  月  日 

   

年  月  日 

第     号 第     号 

係員氏名  係員氏名 

〔注意〕 

1 ※印のある欄は、記入しないでください。 

2 ２欄は、資格を有する者の設計によらなければならない工事を含む場合には、氏名 

の横に○印を付してください。 

3 ３欄は、未定のときは、後で定まってから工事着手前に届け出てください。 

4 ４欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従って測量し、小数点以下１位 

まで記入してください。 

5 ８欄は、該当する盛土タイプに○印を付してください（複数選択可）。 

6 ９欄は、渓流等（宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第７条第２項第２号に規定 

する土地をいう。）への該当の有無のいずれかに○印を付してください。 

7 11欄は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事を施行することについて他の法令に 

よる許可、認可等を要する場合においてのみ、その許可、認可等の手続の状況を記入

してください。 
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第７号様式（第５条,第 13条関係） 

 

土石の堆積に関する工事の協議申出書 

 

年  月  日 

 

 

 大分県知事  殿 

 

 

           協議者 住所          

               氏名 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

 

 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法{
第 15 条第１項

第 34 条第１項}の規定により、協議を申し出

ます。 
 

 

1 

 

工 事 主 の 住 所 及 び 氏 名 

 

住

所 
  

氏

名 
  

2 設 計 者 の 住 所 及 び 氏 名 

住

所 
  

氏

名 
  

3 工事施行者の住所及び氏名 

住

所 
  

氏

名 
  

4 
土 地 の 所 在 地 及 び 地 番 

（代表地点の緯度経度） 

 

（緯度：    度    分    秒、 

 経度：    度    分    秒） 

5 土 地 の 面 積 平方メートル 

6 工 事 の 目 的  

 

７ 

(1)  土石の堆積の最大堆積

高さ 
メートル 

(2)  土石の堆積を行う土地

の面積 
平方メートル 
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工

事

の

概

要 

(3)  土石の堆積の最大堆積

土量 
              立方メートル 

(4)  土石の堆積を行う土地

の最大勾配 
 

(5)  勾配が 10 分の１を超

える土地における堆積

した土石の崩壊を防止

するための措置 

 

(6)  土石の堆積を行う土地

における地盤の改良そ

の他の必要な措置 

 

(7)  空 地 の 設 置 

番  号 空地の幅 

 メートル 

  

  

(8)  雨水その他の地表水を

有効に排除する措置 
 

(9)  堆積した土石の崩壊に

伴う土砂の流出を防止

する措置 

 

(10) 工事中の危害防止のた

めの措置  

 

 

(11) そ の 他 の 措 置 
 

 

(12) 工事着手予定年月日     年      月      日 

(13) 工事完了予定年月日     年      月      日 

(14) 工 程 の 概 要 

 

 

 

 

8 そ の 他 必 要 な 事 項 
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※受 付 欄 ※決裁欄 
※協議に当たっ

て付した条件 
※協議成立番号欄 

年  月  日 

   

年  月  日 

第     号 第     号 

係員氏名 係員氏名 

〔注意〕 

1 ※印のある欄は、記入しないでください。 

2 ３欄は、未定のときは、後で定まってから工事着手前に届け出てください。 

3 ４欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従って測量し、小数点以下１位 

まで記入してください。 

4 ７欄（9）は、鋼矢板等を設置するときは、当該鋼矢板等についてそれぞれ番号、 

種類、高さ及び延長を記入し、それ以外の措置を講ずるときは、措置の内容を記入

してください。 

5 ８欄は、土石の堆積に関する工事を施行することについて他の法令による許可、 

認可等を要する場合においてのみ、その許可、認可等の手続の状況を記入してくだ

さい。 
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第９号様式（第６条,第 14条関係） 

 

宅地造成等に関する工事の変更届出書 
 

年  月  日 

大分県知事  殿 
届出者 住所 

                        氏名 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法{
第 16 条第２項

第 35 条第２項}の規定により、下記の工事の変更について

届け出ます。 
 

記 

 

 

１ 許可年月日及び番号      年   月   日   第      号 

 

２ 土地の所在地及び地番 

 

３ 変 更 事 項 

 

４ 変 更 理 由 
 

  

事 項 変 更 前 変 更 後 
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第 10号様式（第７条,第 15条関係） 

 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更協議申出書 

 

 

年  月  日 

 

 大分県知事    殿 

 

 

          協議者 住所 

              氏名  

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法{
第 16 条第３項において準用する同法第 15 条第１項

第 35 条第３項において準用する同法第 34 条第１項}
の規定により、変更の協議を申し出ます。 
 

 

1 

 

工事 主の住所 及び氏名 

 

住

所 
  

氏

名 
  

2 設計 者の住所 及び氏名 

住

所 
  

氏

名 
  

3 工事施行者の住所及び氏名 

住

所 
  

氏

名 
  

4 
土地 の所在地 及び地番 

（代表地点の緯度経度） 

 

（緯度：    度    分    秒、 

 経度：    度    分    秒） 

5 土 地 の 面 積 平方メートル 

6 工事着手前の土地利用状況  

7 工事完了後の土地利用  

8 盛 土 の タ イ プ 平地盛土・腹付け盛土・谷埋め盛土 
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9 土 地 の 地 形 渓流等への該当 有・無 

 

10 

工

事

の

概

要 

(1)  盛土又は切土の高さ メートル 

(2)  盛土又は切土をする

土地の面積 
平方メートル 

(3) 盛土又は切土の土量 

盛土              立方メートル 

切土              立方メートル 

(4) 擁       壁 

番  号 構 造 高 さ 延 長 

  メートル メートル 

    

    

(5) 崖面崩壊防止施設 

番  号 種 類 高 さ 延 長 

  メートル メートル 

    

    

(6) 排 水 施 設 

番  号 種 類 内 法 寸 法 延 長 

  センチメートル メートル 

    

    

(7)  崖面の保護の方法  

(8)  崖面以外の地表面の

保護の方法 
 

(9)  工事中の危害防止の

ための措置 
 

(10) そ の 他 の 措 置  

(11) 工事着手予定年月日 年     月     日 

(12) 工事完了予定年月日 年     月     日 

(13) 工 程 の 概 要  

11 そ の 他 必 要 な 事 項  

12 変 更 の 理 由  
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13 協 議 成 立 番 号 第      号 

※受  付  欄 ※決 裁 欄 
※協議に当たっ 

て付した条件 
※協議成立番号欄 

年  月  日 

   

年  月  日 

第     号 第     号 

係員氏名  係員氏名 

〔注意〕 

1 ※印のある欄は、記入しないでください。 

2 ２欄は、資格を有する者の設計によらなければならない工事を含む場合には、氏名 

の横に○印を付してください。 

3 ３欄は、未定のときは、後で定まってから工事着手前に届け出てください。 

4 ４欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従って測量し、小数点以下１位まで

記入してください。 

5 ８欄は、該当する盛土タイプに○印を付してください（複数選択可）。 

6 ９欄は、渓流等（宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第７条第２項第２号に規定 

する土地をいう。）への該当の有無のいずれかに○印を付してください。 

7 11欄は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事を施行することについて他の法令に 

よる許可、認可等を要する場合においてのみ、その許可、認可等の手続の状況を記入し

てください。 
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第 11号様式（第７条,第 15条関係） 

 

土石の堆積に関する工事の変更協議申出書 

 

 

年  月  日 

 

 大分県知事    殿 

 

 

          協議者 住所       

              氏名 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法{
第 16 条第３項において準用する同法第 15 条第１項

第 35 条第３項において準用する同法第 34 条第１項}
の規定により、変更の協議を申し出ます。 
 

 

1 

 

工 事 主 の 住 所 及 び 氏 名 

 

住

所 
  

氏

名 
  

2 設 計 者 の 住 所 及 び 氏 名 

住

所 
  

氏

名 
  

3 工事施行者の住所及び氏名 

住

所 
  

氏

名 
  

4 
土 地 の 所 在 地 及 び 地 番 

（代表地点の緯度経度） 

 

（緯度：    度    分    秒、 

 経度：    度    分    秒） 

5 土 地 の 面 積 平方メートル 

6 工 事 の 目 的  
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７ 

工

事

の

概

要 

(1)  土石の堆積の最大堆積

高さ 
メートル 

(2)  土石の堆積を行う土地

の面積 
平方メートル 

(3)  土石の堆積の最大堆積

土量 
               立方メートル 

(4)  土石の堆積を行う土地

の最大勾配 
 

(5)  勾配が 10 分の１を超

える土地における堆積

した土石の崩壊を防止

するための措置 

 

(6)  土石の堆積を行う土地

における地盤の改良そ

の他の必要な措置 

 

(7)  空 地 の 設 置 

番  号 空地の幅 

 メートル 

  

  

(8)  雨水その他の地表水を

有効に排除する措置 
 

(9)  堆積した土石の崩壊に

伴う土砂の流出を防止

する措置 

 

(10) 工事中の危害防止のた 

めの措置  

 

 

(11) そ の 他 の 措 置 
 

 

(12) 工事着手予定年月日 年     月     日 

(13) 工事完了予定年月日 年     月     日 

(14) 工 程 の 概 要 
 

 

8 そ の 他 必 要 な 事 項 
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9 変 更 の 理 由 
 

 

10 協 議 成 立 番 号 第      号 

※受 付 欄 ※決 裁 欄 
※協議に当たっ

て付した条件 
※協議成立番号欄 

年  月  日 

   

年  月  日 

第     号 第     号 

係員氏名 係員氏名 

〔注意〕 

1 ※印のある欄は、記入しないでください。 

2 ３欄は、未定のときは、後で定まってから工事着手前に届け出てください。 

3 ４欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従って測量し、小数点以下１位まで 

記入してください。 

4 ７欄（9）は、鋼矢板等を設置するときは、当該鋼矢板等についてそれぞれ番号、種 

類、高さ及び延長を記入し、それ以外の措置を講ずるときは、措置の内容を記入してく

ださい。 

5 ８欄は、土石の堆積に関する工事を施行することについて他の法令による許可、認 

可等を要する場合においてのみ、その許可、認可等の手続の状況を記入してください。 
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第 12号様式（第８条,第 16条関係） 

 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書 

 

年  月  日  

 

 大分県知事  殿 

 

工事主 住所        

氏名        

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 
 

 宅地造成及び特定盛土等規制法{
第 19 条第１項

第 38 条第１項}の規定により、宅地造成又は特定盛土等に

関する工事の定期 

工
事
の
概
要 

⑴ 工 事 が 施 行 さ れ る 

土 地 の 所 在 地 
 

⑵ 工事施行者の住所及び氏名  

⑶ 許 可 年 月 日      年   月   日 

⑷ 許 可 番 号 第      号  

⑸ 前 回 の 報 告 年 月 日 年   月   日 

工
事
の
施
行
状
況
報
告 

① 報 告 の 時 点 に お け る 

盛 土 又 は 切 土 の 高 さ 

盛土              メートル 

切土    メートル 

② 報 告 の 時 点 に お け る 

盛 土 又 は 切 土 の 面 積 

盛土            平方メートル 

切土            平方メートル 

③ 報 告 の 時 点 に お け る 

盛 土 又 は 切 土 の 土 量 

盛土            立方メートル 

切土            立方メートル 

④ 報告の時点における擁壁等

に関する工事の施行状況 

 

⑤ 添 付 図 面 

及 び 写 真 

 

注 ⑸については、２回目以降の定期報告を行う場合に限る。 

④については、宅地造成及び特定盛土等規制法第 13条第１項に規定する擁壁等とする。 
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第 13号様式（第８条,第 16条関係） 

 

土石の堆積に関する工事の定期報告書 

 

年  月  日  

 

 大分県知事  殿 

 

工事主 住所          

氏名          

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 
 

 宅地造成及び特定盛土等規制法{
第 19 条第１項

第 38 条第１項}の規定により、土石の堆積に関する工事の

定期報告書について次のとおり届け出ます。 
 

工
事
の
概
要 

⑴ 工事が施行される土地の所

在地 
 

⑵ 工事施行者の住所及び氏名  

⑶ 許 可 年 月 日      年   月   日 

⑷ 許 可 番 号 第       号  

⑸ 前 回 の 報 告 年 月 日 年   月   日 

工
事
の
施
行
状
況
報
告 

① 報 告 の 時 点 に お け る 

土 石 の 堆 積 の 高 さ 

          

                  メートル 

② 報 告 の 時 点 に お け る 

土 石 の 堆 積 の 面 積 

 

                平方メートル 

③ 報告の時点における堆積

されている土石の土量 

 

                立方メートル 

④ 前回の報告の時点から新た

に堆積された土石の土量及

び除却された土石の土量 

新たに堆積された土石の土量 

                立方メートル 

除却された土石の土量 

                立方メートル 

⑤ 添 付 図 面 

及 び 写 真 

  

注 ⑸については、２回目以降の定期報告を行う場合に限る。 

④について、該当の土量がゼロの場合は、「０」と記入すること。 
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第 14号様式（第 10条,第 18条関係） 

 

宅地造成等に関する工事の届出の変更届出書 
 

年  月  日 

大分県知事  殿 

 
届出者 住所 

                         氏名 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

  

宅地造成及び特定盛土等規制法{
第 21条第１項

第 40条第１項}の規定により届け出た下記の工事 

について、次のとおり変更したいので届け出ます。 
 

記 

 

最初に届け出た年月日            年      月      日 

工事をしている土地の所在

地 及 び 地 番 

 

 

工事をしている土地の面積 平方メートル 

 

 

 

変 更 事 項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変 更 理 由 
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第 15号様式（第 10条,第 18条関係） 

 

擁壁等に関する工事の届出の変更届出書 
 

年  月  日 

 

大分県知事  殿 

 
届出者 住所   

氏名   
法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法{
第 21条第３項

第 40条第３項}の規定により届け出た下記の工事に 

ついて、次のとおり変更したいので届け出ます。  
 

記 

 

最 初 に 届 け 出 た 年 月 日           年     月     日 

工 事 が 行 わ れ る 土 地 の 

所 在 地 及 び 地 番 

 

 

 

 

行おうとする工事の種類及び内容 

 

 

 

 

 

 

 

変 更 事 項 

 

 

 

 

 

 

 

変 更 理 由 
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第 16号様式（第 11条,第 19条関係） 

 

宅地造成等に関する工事の中止(再開、廃止)届 

 

年  月  日  

 

  大分県知事  殿 

 

届出者 住所        

氏名        

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 
 

宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則{
第 11条

第 19条}の規定により、下記のとおり届け出ます。 
 

記 

 

許可（届出）年月日 

及 び 番 号 
年    月    日 第       号 

届 出 の 内 容 中止   ・   再開   ・   廃止 

理 由  

土地の所在地及び地番  

工 事 進 捗 状 況 及 び 

防 災 措 置 
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参考様式 
宅地造成又は特定盛土等に関する工事の事前協議申出書 

 

年  月  日 

 

 

 大分県知事  殿 

 

 

            協議者 住所 

                氏名      

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

 

下記の許可申請について、事前協議を申し出ます。 

 
 

1 

 

工事主 の住所及び氏名 

 

住

所 
  

氏

名 
  

2 設計者 の住所及び氏名 

住

所 
  

氏

名 
  

3 工事施行者の住所及び氏名 

住

所 
  

氏

名 
  

4 
土地の 所在地及び地番 

（代表地点の緯度経度） 

 

（緯度：    度    分    秒、 

 経度：    度    分    秒） 

5 土 地 の 面 積 平方メートル 

6 工事着手前の土地利用状況  

7 工事完了後の土地利用  

8 盛 土 の タ イ プ 平地盛土・腹付け盛土・谷埋め盛土 

9 土 地 の 地 形 渓流等への該当 有・無 

 

10 
(1) 盛土又は切土の高さ 

盛土            メートル 

切土            メートル 

(2) 盛土又は切土をする

土地の面積 
平方メートル 
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工

事

の

概

要 

(3) 盛土又は切土の土量 

盛土              立方メートル 

切土              立方メートル 

(4) 擁       壁 

番  号 構 造 高 さ 延 長 

  メートル メートル 

    

    

(5) 崖面崩壊防止施設 

番  号 種 類 高 さ 延 長 

  メートル メートル 

    

    

(6) 排 水 施 設  

番  号 種 類 内法寸法 延 長 

  センチメートル メートル 

    

    

(7) 崖面の保護の方法 
 

 

(8) 崖面以外の地表面の

保護の方法 

 

 

(9) 工事中の危害防止の

ための措置 

 

 

(10) そ の 他 の 措 置 
 

 

(11) 工事着手予定年月日 年     月     日 

(12) 工事完了予定年月日 年     月     日 

(13) 工 程 の 概 要 
 

 

11 そ の 他 必 要 な 事 項 

 

 

 

 

※受  付  欄 
※事前協議に当たって付した

条件 
※事前協議成立番号欄 

年  月  日 

 

年  月  日 

第     号 第     号 

係員氏名  係員氏名 
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〔注意〕 

1 ※印のある欄は、記入しないでください。 

2 ２欄は、資格を有する者の設計によらなければならない工事を含む場合には、氏 

名の横に○印を付してください。 

3 ３欄は、未定のときは、後で定まってから工事着手前に届け出てください。 

4 ４欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従って測量し、小数点以下１位 

まで記入してください。 

5 ８欄は、該当する盛土タイプに○印を付してください（複数選択可）。 

6 ９欄は、渓流等（宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第７条第２項第２号に規 

定する土地をいう。）への該当の有無のいずれかに○印を付してください。 

7 11欄は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事を施行することについて他の法令 

による許可、認可等を要する場合においてのみ、その許可、認可等の手続の状況 

を記入してください。 
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参考様式 
土石の堆積に関する工事の事前協議申出書 

 

年  月  日 

 

 

 大分県知事  殿 

 

 

           協議者 住所          

               氏名 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

 

 

下記の許可申請について、事前協議を申し出ます 

 

1 

 

工 事 主 の 住 所 及 び 氏 名 

 

住

所 
  

氏

名 
  

2 設 計 者 の 住 所 及 び 氏 名 

住

所 
  

氏

名 
  

3 工事施行者の住所及び氏名 

住

所 
  

氏

名 
  

4 
土 地 の 所 在 地 及 び 地 番 

（代表地点の緯度経度） 

 

（緯度：    度    分    秒、 

 経度：    度    分    秒） 

5 土 地 の 面 積 平方メートル 

6 工 事 の 目 的  
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７ 

工

事

の

概

要 

(1)  土石の堆積の最大堆積

高さ 
メートル 

(2)  土石の堆積を行う土地

の面積 
平方メートル 

(3)  土石の堆積の最大堆積

土量 
              立方メートル 

(4)  土石の堆積を行う土地

の最大勾配 
 

(5)  勾配が 10 分の１を超

える土地における堆積

した土石の崩壊を防止

するための措置 

 

(6)  土石の堆積を行う土地

における地盤の改良そ

の他の必要な措置 

 

(7)  空 地 の 設 置 

番  号 空地の幅 

 メートル 

  

  

(8)  雨水その他の地表水を

有効に排除する措置 
 

(9)  堆積した土石の崩壊に

伴う土砂の流出を防止

する措置 

 

(10) 工事中の危害防止のた

めの措置  

 

 

(11) そ の 他 の 措 置 
 

 

(12) 工事着手予定年月日     年      月      日 

(13) 工事完了予定年月日     年      月      日 
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(14) 工 程 の 概 要 

 

 

 

 

8 そ の 他 必 要 な 事 項 

 

 

 

 

※受 付 欄 
※事前協議に当たって付した

条件 
※事前協議成立番号欄 

年  月  日 

 

年  月  日 

第     号 第     号 

係員氏名 係員氏名 

〔注意〕 

1 ※印のある欄は、記入しないでください。 

2 ３欄は、未定のときは、後で定まってから工事着手前に届け出てください。 

3 ４欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従って測量し、小数点以下１位 

まで記入してください。 

4 ７欄（9）は、鋼矢板等を設置するときは、当該鋼矢板等についてそれぞれ番号、 

種類、高さ及び延長を記入し、それ以外の措置を講ずるときは、措置の内容を記 

入してください。 

5 ８欄は、土石の堆積に関する工事を施行することについて他の法令による許可、 

認可等を要する場合においてのみ、その許可、認可等の手続の状況を記入してく 

ださい。 
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参考様式 

 

委任状 
 

私は、下記のとおり代理人を定め、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく

手続のうち、委任事項に関する一切の権限を委任します。 

 

   年   月   日 

委任者 住所 

    氏名 

（法人・組合にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 

記 

 

代理人 

住所 
 

 

氏名  

電話番号  

委任事項 

例：宅地造成及び特定盛土等規制法第 12 条第 1 項の許

可申請から完了検査済証の受領まで 

 

例：宅地造成及び特定盛土等規制法第 27 条第 1 項の届

出 

 

以上 
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参考様式 

 

誓約書 

 

私（法人又は組合の場合はその役員を含む）は、宅地造成及び特定盛土等規

制法（以下、「法」という。）第 12 条第１項又は第 30 条第１項の許可を申請す

るにあたり、下記のいずれにも該当しないことを誓約します。 

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に違反したことにより、法第 20条第１

項又は第 39条第１項の規定に基づき、工事の許可取消しの処分を受けた場合に

は、これに異議なく応じることを誓約します。 

 

記 

 

1) 破産手続開始の決定を受けて復権得ない者 

2) 宅地造成等及び特定盛土等規制法又は宅地造成等及び特定盛土等規制法に

基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せれ、その執行を終わり、又は執

行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者（都道府県知事等

（都道府県知事、指定都市の長及び中核市の長。）が必要と認める場合は、

他の法令又は当該ほかの法律に基づく処分の違反をした者を含む。） 

3) 宅地造成等及び特定盛土等規制法第 12 条、第 16 条、第 30 条又は第 35 条

の許可を取り消され、その取消しの日から５年を経過しない者（当該許可

を取り消された者が法人である場合は、当該取消し処分に係る行政手続法

（平成５年法律第 88号） 

4) 第 15 条の規定による通知があった日前 60 日以内に当該法人の役員であっ

た者で当該取消しの日から５年を経過しないものを含む。） 

5) その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められるに

足りる相当の理由がある者 

6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）

第２条第６号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を

経過しない者（以下「暴力団員等」という。） 

7) 法人であって、その役員のうちに暴力団員等に該当する者があるもの 

8) 暴力団員等がその事業活動を支配する者 

 

   年   月   日 

 

大分県知事 殿 

 

工事主 住所 

 氏名 

（法人・組合にあっては、名称及び代表者の氏名） 
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参考様式 

 

関係法令チェックリスト 
 

 項目 
該当の 

有無 
協議状況 確認・手続先 

記
載
例 

都市計画法に基づく開発許

可 

■有 

□無 

□確認中 

□手続済 

□手続中 

■手続予定 
（R7年 10月予定） 

確認日：令和 7年 8月 9 日 

部署：大分県土木建築部 

   都市・まちづくり推進課 

担当者職氏名：主幹 盛土太郎 

連絡先：097-506-4691 

1 
都市計画法に基づく開発許

可 

□有 

□無 

□確認中 

□手続済 

□手続中 

□手続予定 
（ 年 月予定） 

確認日： 

部署： 

担当者職氏名： 

連絡先： 

2 景観法に基づく届出 

□有 

□無 

□確認中 

□手続済 

□手続中 

□手続予定 
（ 年 月予定） 

確認日： 

部署： 

担当者職氏名： 

連絡先： 

3 
国土利用計画法に基づく土

地売買等届出 

□有 

□無 

□確認中 

□手続済 

□手続中 

□手続予定 
（ 年 月予定） 

確認日： 

部署： 

担当者職氏名： 

連絡先： 

4 

河川法に基づく工作物の新

築等の許可、河川区域内の

土地占用・掘削許可 

□有 

□無 

□確認中 

□手続済 

□手続中 

□手続予定 
（ 年 月予定） 

確認日： 

部署： 

担当者職氏名： 

連絡先： 

5 
海岸法に基づく海岸保全区

域等の占用許可 

□有 

□無 

□確認中 

□手続済 

□手続中 

□手続予定 
（ 年 月予定） 

確認日： 

部署： 

担当者職氏名： 

連絡先： 
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6 

港湾法に基づく港湾区域内

の水域又は港湾隣接地域に

おける占用の許可、臨港区

域内における行為の届出 

□有 

□無 

□確認中 

□手続済 

□手続中 

□手続予定 
（ 年 月予定） 

確認日： 

部署： 

担当者職氏名： 

連絡先： 

7 

急傾斜地の崩壊による災害

の防止に関する法律に基づ

く急傾斜地崩壊危険区域内

の行為許可 

□有 

□無 

□確認中 

□手続済 

□手続中 

□手続予定 
（ 年 月予定） 

確認日： 

部署： 

担当者職氏名： 

連絡先： 

8 

砂防法に基づく砂防指定地

における行為許可、砂防施

設の占用許可 

□有 

□無 

□確認中 

□手続済 

□手続中 

□手続予定 
（ 年 月予定） 

確認日： 

部署： 

担当者職氏名： 

連絡先： 

9 

地すべり等防止法に基づく

地すべり防止区域の行為許

可 

□有 

□無 

□確認中 

□手続済 

□手続中 

□手続予定 
（ 年 月予定） 

確認日： 

部署： 

担当者職氏名： 

連絡先： 

10 

農業振興地域の整備に関す

る法律に基づく市町村の農

業振興地域整備計画の変更

手続 

□有 

□無 

□確認中 

□手続済 

□手続中 

□手続予定 
（ 年 月予定） 

確認日： 

部署： 

担当者職氏名： 

連絡先： 

11 
農地法に基づく農地転用許

可 

□有 

□無 

□確認中 

□手続済 

□手続中 

□手続予定 
（ 年 月予定） 

確認日： 

部署： 

担当者職氏名： 

連絡先： 

12 

森林法に基づく林地開発許

可等手続、伐採及び伐採後

の造林の届出手続 

□有 

□無 

□確認中 

□手続済 

□手続中 

□手続予定 
（ 年 月予定） 

確認日： 

部署： 

担当者職氏名： 

連絡先： 
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13 

文化財保護法に基づく埋蔵

文化財包蔵地土木工事等届

出、史跡・名勝・天然記念

物指定地の現状変更許可 

□有 

□無 

□確認中 

□手続済 

□手続中 

□手続予定 
（ 年 月予定） 

確認日： 

部署： 

担当者職氏名： 

連絡先： 

14 
土壌汚染対策法に基づく土

地の形質変更届出 

□有 

□無 

□確認中 

□手続済 

□手続中 

□手続予定 
（ 年 月予定） 

確認日： 

部署： 

担当者職氏名： 

連絡先： 

15 
自然公園法に基づく工作物

新築許可等 

□有 

□無 

□確認中 

□手続済 

□手続中 

□手続予定 
（ 年 月予定） 

確認日： 

部署： 

担当者職氏名： 

連絡先： 

16 
自然環境保全法に基づく工

作物新築許可等 

□有 

□無 

□確認中 

□手続済 

□手続中 

□手続予定 
（ 年 月予定） 

確認日： 

部署： 

担当者職氏名： 

連絡先： 

17 

大分県自然環境保全条例に

基づく土地の形質変更許可

等 

□有 

□無 

□確認中 

□手続済 

□手続中 

□手続予定 
（ 年 月予定） 

確認日： 

部署： 

担当者職氏名： 

連絡先： 

18 

大分県自然海浜保全地区条

例に基づく土地の形質変更

届出等 

□有 

□無 

□確認中 

□手続済 

□手続中 

□手続予定 
（ 年 月予定） 

確認日： 

部署： 

担当者職氏名： 

連絡先： 

19 

絶滅のおそれがある野生動

植物の種の保存に関する法

律に基づく生息地等保護区

の管理地区の行為許可等 

□有 

□無 

□確認中 

□手続済 

□手続中 

□手続予定 
（ 年 月予定） 

確認日： 

部署： 

担当者職氏名： 

連絡先： 
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20 

鳥獣の保護及び管理並びに

狩猟の適正化に関する法律

に基づく鳥獣保護区の特別

地区の行為許可 

□有 

□無 

□確認中 

□手続済 

□手続中 

□手続予定 
（ 年 月予定） 

確認日： 

部署： 

担当者職氏名： 

連絡先： 

21 

環境影響評価法・条例に係

る環境影響評価手続 

（環境影響手続における事

業 名

称：        ） 

□有 

□無 

□確認中 

□手続済 

□手続中 

□手続予定 
（ 年 月予定） 

確認日： 

部署： 

担当者職氏名： 

連絡先： 

22 

大分県土砂等のたい積行為

の規制に関する条例に基づ

く許可申請 

□有 

□無 

□確認中 

□手続済 

□手続中 

□手続予定 
（ 年 月予定） 

確認日： 

部署： 

担当者職氏名： 

連絡先： 

23 

再生可能エネルギー電気の

利用の促進に関する特別措

置法に基づく計画認定申請 

□有 

□無 

□確認中 

□手続済 

□手続中 

□手続予定 
（ 年 月予定） 

確認日： 

部署： 

担当者職氏名： 

連絡先： 

24 

その他の法令・条例に係る

手続 

（ 法 令

名：       ） 

（注２） 

□有 

□無 

□確認中 

□手続済 

□手続中 

□手続予定 
（ 年 月予定） 

確認日： 

部署： 

担当者職氏名： 

連絡先： 

25 

その他の法令・条例に係る

手続 

（ 法 令

名：       ） 

（注２） 

□有 

□無 

□確認中 

□手続済 

□手続中 

□手続予定 
（ 年 月予定） 

確認日： 

部署： 

担当者職氏名： 

連絡先： 

26 

その他の法令・条例に係る

手続 

（ 法 令

名：       ） 

（注２） 

□有 

□無 

□確認中 

□手続済 

□手続中 

□手続予定 
（ 年 月予定） 

確認日： 

部署： 

担当者職氏名： 

連絡先： 
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27 

その他の法令・条例に係る

手続 

（ 法 令

名：       ） 

（注２） 

□有 

□無 

□確認中 

□手続済 

□手続中 

□手続予定 
（ 年 月予定） 

確認日： 

部署： 

担当者職氏名： 

連絡先： 

 

（注１）掲載した関係法令は、参考として例示したものであり、申請者の責任において、法令

を所管する行政機関への照会等により、最終的な確認・手続を行うこと。 

（注２）掲載した法令のほかに該当するものがあれば 24 以降の「その他の法令・条例に係る手

続」に記入すること。 

（注３）排水等の放流について、申請者の責任において、所管する管理者に確認し、その結果

を記載すること。 
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参考様式 

宅地造成等に関する証明書の交付請求書 

 

年  月  日 

 

   大分県知事     殿 
 

住  所 
請求者※1 

氏  名                 
 
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第 88条の規定により、次の計画が

法に適合していることを証する書面の交付を請求します。  

該 当 条 項※2 
□第 12条第 1項   □第 16 条第 1項    

□第 30条第 1項   □第 35 条第 1項    

建築物又は特定工作物 

の 用 途 
 

建 築 又 は 建 設 場 所  

許可等の年月日及び番号  

 

適 合 証 明 書※3 

 

上記の建築（建設）計画については、宅地造成及び特定盛土等規制法（第

12条第 1項、第 16条第 1項、第 30条第 1項、第 35条第 1項）の規定に適合

することを証明します。 

 

年  月  日 

 

大分県知事          □印     

  
※1 請求者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表

者の氏名を記載すること。 

※2 該当する事項（□印）にレ印を付けること。 

※3 ※3印の欄は、記載しないこと。 
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参考様式 

 
 

○○―○（西暦下二桁―連番） 

 

○年○月○日から 

○年○月○日まで 

他工事への流用土を 

仮置きしています 

管理者 ○○○○○○○○○○○○○ 

電話  ＊＊＊-＊＊＊-＊＊＊＊ 

搬入元：○○○○○○工事 

      （盛土規制法    ） 

搬出先：①○○○○○工事 

    ②○○○○○工事 

    ③○○残土処分場 

手続済 

手続不要 
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26. 大分県確率降雨強度式【抜粋】 
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177 
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《改定履歴》 
令和 7年 5月 1日 

令和 7年 7月 1日 

 

 

大分県土木建築部 

都市・まちづくり推進課 

 

TEL：097-506-4695 

e-mail：morido-shinsei@pref.oita.lg.jp 


